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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第２条

の２第６項、第２条の３第９項、第３条第１０項、第４条第４項、第

５条第９項において準用する同条第８項、第１５条の６第７項及び

第１５条の７第４項において準用する第２条の３第９項の規定に基

づき、この報告を国会に提出する。 
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０８号）第２条の２第１項に規定する交付対象区分等について、経済産業大

臣が定めるときは、同条第４項の規定に基づき、経済産業大臣が調達価格等算定

委員会の意見を聴き、尊重することとされている（※）。また、経済産業大臣が

交付対象区分等を定めたときは、同条第５項の規定に基づき、遅滞なく、これを

告示し、同条第６項の規定に基づき、告示後速やかに、その旨を国会に報告しな

ければならないこととされている。 

同法第２条の３第１項に規定する基準価格及び交付期間（以下「基準価格等」

という。）について、経済産業大臣が定めるときは、同条第７項の規定に基づき、

経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴き、尊重することとされてい

る（※）。また、経済産業大臣が基準価格等を定めたときは、同条第８項の規定

に基づき、遅滞なく、これを告示し、同条第９項の規定に基づき、告示後速やか

に、当該告示に係る基準価格等並びに当該基準価格等の算定の基礎に用いた数

及び算定の方法を国会に報告しなければならないこととされている。 

同法第３条第１項に規定する特定調達対象区分等又は同条第２項に規定する

調達価格及び調達期間（以下「調達価格等」という。）について、経済産業大臣

が定めるときは、同条第８項の規定に基づき、経済産業大臣が調達価格等算定委

員会の意見を聴き、尊重することとされている（※）。また、経済産業大臣が特

定調達対象区分等又は調達価格等を定めたときは、同条第９項の規定に基づき、

遅滞なく、これを告示し、同条第１０項の規定に基づき、告示後速やかに、当該

告示に係る特定調達対象区分等又は調達価格等並びに当該調達価格等の算定の

基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならないこととされて

いる。 

同法第４条第１項に規定する入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対

象区分等について、経済産業大臣が指定をするときは、同条第２項の規定に基づ

き、経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴き、尊重することとされて

いる。また、経済産業大臣が同条第１項の規定による指定をしたときは、同条第

３項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を告示し、同条第４項の規定に基づき、

告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならないこととされている。 

同法第５条第１項に規定する交付対象区分等における入札の実施に関する指

針又は同条第３項に規定する特定調達対象区分等における入札の実施に関する



 

指針（以下「入札実施指針」と総称する。）について、経済産業大臣が変更しよ

うとするときは、同条第９項において準用する同条第６項の規定に基づき、経済

産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴き、尊重することとされている。ま

た、経済産業大臣が入札実施指針を変更したときは、同条第９項において準用す

る同条第７項の規定に基づき、遅滞なく、これを公表し、同条第９項において準

用する同条第８項の規定に基づき、公表後速やかに、入札実施指針（入札に基づ

く基準価格及び調達価格の額の決定の方法並びに入札に付する交付対象区分等

及び特定調達対象区分等に係る交付期間及び調達期間に係る部分に限る。）を国

会に報告しなければならないこととされている。 

同法第１５条の６第１項に規定する積立対象区分等について、経済産業大臣

が指定したときは、同条第６項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を告示し、同

条第７項の規定に基づき、告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければなら

ないこととされている。 

同法第１５条の７第１項に規定する解体等積立基準額について、経済産業大

臣が定めるときは、同条第４項において準用する同法第２条の３第７項の規定

に基づき、経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴き、尊重することと

されている（※）。また、経済産業大臣が解体等積立基準額を定めたときは、同

法第１５条の７第４項において準用する同法第２条の３第８項の規定に基づき、

遅滞なく、これを告示し、同法第１５条の７第４項において準用する同条第９項

の規定に基づき、告示後速やかに、当該告示に係る解体等積立基準額等並びに当

該解体等積立基準額の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しな

ければならないこととされている。 

 

今般、経済産業大臣が、同法第２条の２第１項、第２条の３第１項、第３条第

１項及び第２項、第４条第１項、第５条第９項、第１５条の６第１項並びに第１

５条の７第２項の規定に基づき、交付対象区分等、基準価格等、特定調達対象区

分等、調達価格等及び解体等積立基準額を定め、入札を実施する交付対象区分等

及び特定調達対象区分等並びに積立対象区分等を指定し、並びに入札実施指針

を変更し、同法第２条の２第５項、第２条の３第８項、第３条第９項、第４条第

３項、第５条第９項において準用する同条第７項、第１５条の６第６項及び第１

５条の７第４項において準用する第２条３第８項の規定に基づき、遅滞なく、経

済産業大臣が定めた交付対象区分等、基準価格等、特定調達対象区分等、調達価

格等及び解体等積立基準額並びに経済産業大臣が入札を実施する交付対象区分

等及び特定調達対象区分等並びに積立対象区分等を指定した旨を告示し、並び

に入札実施指針を公表した。 

 



 

本報告は、当該告示及び公表を踏まえ、同法第２条の２第６項及び第３条第１

０項の規定に基づき、経済産業大臣が交付対象区分等及び特定調達対象区分等

を定めた旨（「令和４年３月３１日経済産業省告示第６９号」及び「令和４年３

月３１日経済産業省告示第７０号」）を、同法第２条の３第９項、第３条第１０

項及び第１５条の７第４項において準用する第２条の３第９項の規定に基づき、

同法第２条の３第８項、第３条第９項及び第１５条の７第４項において準用す

る第２条の３第８項の規定に基づく告示に係る基準価格等、調達価格等及び解

体等積立基準額（「令和３年６月３０日経済産業省告示第１３３号」及び「令和

４年３月３１日経済産業省告示第６６号」）並びに当該基準価格等、当該調達価

格等及び当該解体積立基準額等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法（調達

価格等算定委員会「令和４年度以降の調達価格等に関する意見」）を、同法第４

条第４項及び第１５条の６第７項の規定に基づき、経済産業大臣が入札を実施

する交付対象区分等及び特定調達対象区分等並びに積立対象区分等を指定した

旨（「令和４年４月５日経済産業省告示第９３号」、「令和３年６月３０日経済産

業省告示第１３４号」及び「令和４年３月３１日経済産業省告示第７１号」）を、

同法第５条第９項において準用する同条第８項の規定に基づき、変更（入札に基

づく基準価格等及び調達価格の額の決定の方法並びに入札に付する交付対象区

分等及び特定調達対象区分等に係る交付期間及び調達期間に係る部分を含む。）

後の入札実施指針（「令和４年４月５日経済産業省告示第９４号」）を国会に報告

するものである。 

 

 

※経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

第２条の２第１項に規定する交付対象区分等、同法第２条の３第１項に規定す

る基準価格等、第３条第１項の規定する特定調達対象区分等、同条第２項に規定

する調達価格等、第１５条の６第１項に規定する積立対象区分等及び第１５条

の７第１項に規定する解体等積立基準額を定めるため、強靱かつ持続可能な電

気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和二年

法律第四十九号）の施行日前においても、調達価格等算定委員会の意見を聴くこ

とができるとされている。 
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Ⅰ. はじめに  

2021年 10月に閣議決定された第 6次エネルギー基本計画において、再生可能

エネルギーについては、2030 年度の野心的な温室効果ガス削減目標をふまえた

野心的な水準として、合計 3,360～3,530億 kWh程度の導入、電源構成では 36～

38％程度を目指すこと1が掲げられている。こうした目標の実現に向けては、エ

ネルギー政策の原則である S＋3E を大前提に、電力部門の脱炭素化に向け、再

生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則

で取り組み、国民負担の抑制と地域共生を図りながら最大限の導入を促す方針

が掲げられている。この方針に向けて、具体的には、地域と共生する形での適地

確保や事業実施、コスト低減、系統制約の克服、規制の合理化、研究開発などを

着実に進めていくことが重要である。 

こうした中で、我が国の再生可能エネルギーの発電コストについては、着実に

低減が進んできているものの、国際水準と比較すると依然高い状況にある。また、

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、再生可能エネルギー賦課金は 2021年度

において既に 2.7 兆円に達すると想定されている。このため、再生可能エネル

ギーのコストを他の電源と比較して競争力ある水準まで低減させ、自立的に導

入が進む状態を早期に実現していくことが求められている。また、再生可能エネ

ルギーの自立化に向けたステップとして、再生可能エネルギーの電力市場への

統合を進めていくことも重要である。 

また、再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴い、様々な事業者が参入した

結果、景観や環境への影響、将来の廃棄、安全面、防災面等に対する地域の懸念

も高まっている。このため、再生可能エネルギーが長期にわたり、安定的に発電

する電源として、地域や社会に受け入れられるよう、地域と共生可能な形での事

業実施を促すことも重要である。 

今年度の調達価格等算定委員会では、こうした点もふまえて、国民負担の抑制

と地域との共生を図りながら最大限の導入を進めていくとの方針に留意しつつ、

検討を行った。 

再エネ特措法（現行法）第３条第７項、第４条第２項及び第５条第４項、なら

びに、再エネ特措法（2022 年４月施行改正法）第２条の２第４項、第２条の３

 

 

1 なお、この水準は、キャップではなく、今後、現時点で想定できないような取組が進み、早

期にこれらの水準に到達し、再生可能エネルギーの導入量が増える場合には、更なる高みを目

指すこととされている。 



 

4 

第７項、第３条第８項、第４条第２項、第５条第６項及び第 15条の７第４項の

規定に基づき、ここに調達価格等算定委員会の意見を取りまとめる。 

本意見が再生可能エネルギーの最大限導入の後押しとなることを期待すると

ともに、電力需要家や関係事業者、国民各層の理解が広く得られたかたちで、事

業環境の整備を含めた再生可能エネルギーの導入促進が図られることを望む。 

経済産業大臣におかれては、本意見を尊重して、令和４年度以降の交付対象区

分等、基準価格等、特定調達対象区分等、調達価格等、入札対象区分等、入札実

施指針及び解体積立基準額の決定を行うことを求める。また、これらについてパ

ブリックコメント等を実施した結果として、本意見の内容と異なる決定をする

ときは、事前に本委員会の意見を聴くように求める。 

本委員会として、どのような考え方で意見集約に至ったかを明らかにするこ

とで、再エネ発電事業者の事業の予見可能性を向上させるため、以下、意見集約

に当たって、本委員会として合意した考え方を記す。 
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Ⅱ.今年度の検討の視点  

◼ 2021年 10月に閣議決定された第 6次エネルギー基本計画において、再生可

能エネルギーについては、2030 年度の野心的な温室効果ガス削減目標をふ

まえた野心的な水準として、合計 3,360～3,530 億 kWh 程度（電源構成では

36～38％程度）を目指すこと2が掲げられており、こうした目標の実現に向け

て、エネルギー政策の原則である S＋3Eを大前提に、再生可能エネルギーの

主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民

負担の抑制と地域共生を図りながら最大限の導入を促す方針が掲げられて

いる。 

◼ 今年度の本委員会では、こうした第 6次エネルギー基本計画の内容もふまえ

て、 

➢ 2050 年カーボンニュートラルや 2030 年度の温室効果ガス排出削減目標

の実現に向けて、再エネの最大限の導入を進めていくこと 

➢ 同時に、国民負担の増大や地域の安全等への懸念に対応するため、国民

負担の抑制と地域との共生を図っていくこと 

に留意しつつ、調達価格・基準価格や入札制度等の在り方等の検討を行った。 

◼ 特に、現時点で設定されていない 2023 年度における FIT・FIP 制度3、入札

の対象となる区分やその調達価格・基準価格、入札上限価格について、一定

の目安等を示すことで、事業の予見性を高め、積極的な案件形成を促進する

という基本的な考え方に沿って検討を行った。 

 

  

 

 

2 なお、この水準は、キャップではなく、今後、現時点で想定できないような取組が進み、早

期にこれらの水準に到達し、再生可能エネルギーの導入量が増える場合には、更なる高みを目

指すこととされている。 

3 FIP 制度（Feed in Premium）とは、再エネ発電事業者が卸電力取引市場や相対取引で自ら

売電し、市場価格をふまえて算定される一定のプレミアムを受け取る制度である。当該制度に

よって、市場での取引において、電力の需給状況や市場価格を意識した効率的な発電・売電を

促す。当該制度は、2022 年４月から導入される。 
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Ⅲ.分野別事項  

1．太陽光発電 

◼ 太陽光発電については、エネルギーミックス（10,350～11,760 万 kW）の水

準に対して、現時点の FIT 前導入量＋FIT 認定量は 8,130 万 kW、導入量は

6,280 万 kW である。10～50kW の小規模事業用太陽光案件が多く、事業用太

陽光発電の FIT 導入量全体に占める割合は、容量ベースで 34％程度となっ

ている。（参考１、参考２） 

【参考１】太陽光発電の FIT認定量・導入量 
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【参考２】事業用太陽光発電の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 

 

◼ 2021年度の買取価格は、住宅用（10kW未満）が 19円/kWh、事業用（50kW以

上 250kW 未満）が 11 円/kWh などであるが、海外の買取価格と比べて高い。

（参考３）。 

【参考３】太陽光発電（2,000kW）の各国の買取価格等 

  

◼ また、2017 年度から入札制を適用し、その対象範囲については、2017 年度

から「2,000kW以上」、2019年度上期から「500kW以上」、2020年度上期から
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「250kW以上」と拡大してきた。また、価格予見性の向上や参加機会の増加

のため、今年度から上限価格を事前公表に変更するとともに、入札実施回数

を年間４回に増加した。この結果、昨年度までは、応札容量が募集容量を下

回る状況が続いていたが、今年度は、第８回・第９回・第 10 回ともに募集

容量を上回る応札容量があった。また、平均入札価格・平均落札価格も低下

傾向にあった（参考４）。 

【参考４】これまでの太陽光入札の結果 

 

（1） 太陽光発電の 2023 年度以降に FIP制度のみ認められる対象等 

◼ 昨年度の本委員会では、以下の太陽光発電を取り巻く状況や事業環境を

鑑み、 2022年度に FIP制度のみ認められる対象を 1,000kW以上とした

上で、50～1,000kW については徐々に FIP 対象を拡大し、早期の自立を

促していくこととした。 

➢ 導入容量は 2018 年時点で 56GW（世界第３位）4。発電コストは世界

と比べて高い水準であるが、コスト低減が進んできており、また、

FIP制度の導入を見据えたアグリゲーション・ビジネスの動きも徐々

に活発化していること 

➢ 自然変動電源であり、卸電力取引市場の最小取引単位（現行では

50kWh/コマ（30分））との関係で、発電された電気をそのままスポッ

ト市場で取引するとき、総発電量のうち 80％以上の電気供給を十分

に取引できる規模を機械的に算出すると 1,000kW以上であること 

◼ 昨年度の本委員会での取りまとめや、アグリゲーション・ビジネスの活

 

 

4 2020 年実績では、72GW で世界第３位（出展：Renewables 2021(IEA))）。 
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性化に向けた環境整備の進展が見られることをふまえ、2023年度に FIP

制度のみ認められる対象については、拡大することとした。 

◼ 具体的な対象範囲としては、250kW と 500kW が１つの目安として考えら

れるが、 

➢ 事業者の予見可能性への配慮等の観点から、多くの諸外国において

も、段階的に FIP対象を拡大してきたこと（参考５） 

➢ 我が国において、250～500kW の区分は 50kW 以上の区分の中で最も

件数の多い区分であること（参考２） 

をふまえ、我が国においても、FIP制度のみ認められる対象を、2023年

度は 500kW以上、2024年度は原則 250kW以上として、段階的にその対象

範囲を拡大していくこととした5。 

【参考５】諸外国におけ FIP制度（類似制度を含む）の適用状況（2021年 11月時点） 

 

  

 

 

5 なお、2023 年度、2024 年度も、2022 年度と同様、沖縄地域・離島等供給エリアにおいて

は、引き続き FIT 制度を適用できることとする。 
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（2） 事業用太陽光発電のコスト動向 

① 事業用太陽光発電の資本費 

◼ 設置年別に資本費の構成変化を見ると、パネル費用は低減している

（2013年から 2021年までに▲47％）一方で、工事費は直近、上昇傾向

にある（2013年から 2021年まで＋7％）（参考６）。 

【参考６】事業用太陽光の設置年別の資本費内訳（10kW以上全体） 

  

◼ システム費用については、すべての規模で低減傾向にあり、2021年に設

置された 10kW以上の平均値（単純平均）は 25.0万円/kW（中央値は 24.2

万円/kW）となり、前年より 0.5 万円/kW（1.9％）低減した（参考７）。 

【参考７】事業用太陽光発電のシステム費用の規模別の推移 
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◼ 事業用太陽光発電（50kW以上）について、昨年度・一昨年度の本委員

会と同様の方法で、今年に設置された案件のシステム費用のトップラ

ンナー水準を設定すると、上位 16％水準6となる。その水準は 11.7万

円/kWであることから、2023年度のシステム費用の想定値として、

11.7万円/kWを採用した（2020年度の想定値 14.2万円/kWから▲

17.6％）（参考８、参考９）。 

◼ なお、これまでは翌年度の価格設定に向けたトップランナー分析を行

っていたが、今回は翌々年度（2023年度）の価格設定に向けたトップ

ランナー分析であり、翌々年度の価格が適用される案件は、翌年度の

価格が適用される案件と比べて、運転開始までに更に１年間のリード

タイムがあることから、本来、今年（2021年）に設置された案件の中

央の水準が、４年前（2017年）に設置された案件において、どの程度

の水準に位置するかに着目すべきである。 

◼ ただし、2017～2018年のシステム費用の低減ペースは比較的大きく、

足下、システム費用の低減ペースが鈍化している中で、このように

2017年設置に着目して想定値を設定した場合、想定値が実態と大きく

乖離する懸念があることから、上述のとおり、昨年度・一昨年度と同

様の方法に基づき、３年前に設置された案件の水準に着目して、トッ

プランナー水準を設定した。 

◼ また、今年度のトップランナー分析では、このように 2018年設置案件

と 2021年設置案件の水準に着目したが、来年度以降の本委員会では、

複数年にわたる状況の分析や、トップランナー分析の手法の取り方も

含めて、必要に応じて見直しを検討することとした。 

 

 

6 これまでの本委員会では、費用効率的な事業実施を促していく観点から、運転開始期限が３

年間であることをふまえ、足元のトップランナー水準が、３年後にどの程度の水準に位置する

かに着目して、システム費用の想定値を設定してきた。足元のコストデータから、昨年度・一

昨年度の本委員会と同様の方法で、トップランナー水準を設定すると、以下のとおり。 

 ①2021 年設置案件の中央値は、2018 年設置案件の上位 17％に位置。 

 ②昨年度の本委員会で想定したシステム費用は、2020 年設置案件の上位 15％に位置。 

 ③これらの中間をとって、上位 16％を参照。 
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【参考８】事業用太陽光発電（50kW以上）のシステム費用のトップランナー分析 

 

 

【参考９】事業用太陽光発電（50kW以上）のシステム費用想定値の推移 

 

◼ 小規模事業用太陽光発電（10-50kW）については、2020年度より、自家

消費型の地域活用要件が設定されている。具体的には、①再エネ発電

設備の設置場所で少なくとも 30％の自家消費等を実施すること7、②災

害時に自立運転8を行い、給電用コンセントを一般の用に供すること

の、両方を FIT認定の要件として求めている。 

 

 

 

7 農地一時転用許可期間が 10 年間となり得る営農型太陽光は、自家消費等を行わないものであ

っても、災害時活用を条件に、FIT 制度の対象とされている。 

8 災害時のブラックスタート（停電時に外部電源なしで発電を再開すること）が可能であるこ

と。 



 

13 

◼ 2020年度の小規模事業用太陽光発電のシステム費用については、当時

まだ、自家消費要件が適用された案件のコストデータが存在しなかっ

たことから、この②災害時の活用のために必要となる費用（非常時の

コンセント BOXの設置等）として、事務局による事業者ヒアリング結

果に基づき、0.3万円/kW分を加味する形で設定されている。 

◼ 今回、初めて自家消費型の要件が適用された案件のコストデータが一

定程度収集されたことから、2023年度の想定値については、当該コス

トデータに着目して設定した。具体的には、50kW以上と同様に３年前

設置案件の水準に照らすことはできないことから、50kW以上と同様の

トップランナー水準である上位 16％水準に着目し、2023年度のシステ

ム費用の想定値を 17.8万円/kWとした（2020年度の想定値 21.2万円

/kWから▲16.0％）（参考 10）。 

【参考 10】自家消費型の地域活用要件の適用案件のトップランナー分析 

 

◼ 土地造成費については、2021年設置案件の定期報告データを分析した

結果、全体の平均値は 1.17万円/kW、中央値は 0.45万円/kWであり、

平均値は昨年より 0.20万円/kW、中央値は 0.45万円/kW上昇したが、

中央値は 2020年度の想定値と同程度の水準であった。また、引き続

き、多くの案件（45％）は土地造成費を要していないことから、2023

年度の想定値については、2020年度の想定値を据え置くこととした

（参考 11）。 
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【参考 11】事業用太陽光発電の土地造成費 

 

◼ 接続費については、2021年に設置した定期報告データを分析した結

果、全体の平均値は 1.51万円/kW、中央値は 1.23万円/kWであり、

2020年度想定値（1.35万円/kW）は平均値と中央値の間に位置する水

準であることから、2023年度の想定値については、2020年度の想定値

を据え置くこととした（参考 12）。 

【参考 12】事業用太陽光発電の接続費 

 

② 事業用太陽光発電の運転維持費 

◼ 今年度も直近の期間（2021年 1月から 2021年 8月まで）に収集した定

期報告データを分析した結果、全体の平均値は 0.54万円/kW/年、中央

値は 0.43万円/kW/年となっており、引き続き想定値（0.5万円/kW/

年）と同程度の水準であることから、2023年度の想定値については、

2020年度の想定値を据え置くこととした（参考 13）。 
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【参考 13】事業用太陽光発電の運転維持費 

  

③ 事業用太陽光発電の設備利用率 

◼ 事業用太陽光発電の設備利用率は上昇傾向にあり、直近の期間（2020

年 6月から 2021年 5月まで）の設備利用率は、10kW以上全体の平均で

14.5％（前年比＋0.3％）となった。 

◼ より効率的な事業の実施を促していくため、2019年度・2020年度の想

定値（17.2％）については、システム費用のトップランナー水準と同

様の上位水準に着目して設定している。同様に、システム費用のトッ

プランナーの水準（上位 16％水準）を参照すると、設備利用率は

17.7％である（参考 14）。 

【参考 14】事業用太陽光発電の設備利用率 

 

◼ 全ての規模で過積載率が増加傾向にあること（参考 15）をふまえ、

2023年度の想定値については、直近の期間の上位 16％水準である

17.7％を採用することとした（2020年度の想定値 17.2％から＋

0.5％）。 

◼ ただし、自家消費型の地域活用が設定されている事業用太陽光発電電

源（10-50kW）については、年間を通した設備利用率データが得られて
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いないことから、2020年度の想定値 17.2％を据え置くこととした。 

【参考 15】事業用太陽光発電の過積載率の推移 

 

④ 事業用太陽光発電の kWh当たり発電コストの設置年別の推移 

◼ 各年に設置された案件の kWh当たり発電コストの平均値の推移を見る

と、着実なコスト低減傾向が見られ、2020年設置の kWh当たり発電コ

ストは概ね 13～15円/kWh程度となっている（参考 16）。 

【参考 16】事業用太陽光発電の設置年別の kWh当たり発電コスト 

 

⑤ 自家消費型地域活用電源の自家消費分の便益 

◼ 自家消費型の地域活用要件が設定されている事業用太陽光発電（10-

50kW）については、調達価格の設定にあたっては、自家消費を主とし

た事業実施を促す観点から、自家消費比率を 50％と想定して、自家消
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費分の便益を計上している。 

◼ 2023年度の事業用太陽光（10-50kW）の調達価格における自家消費分の

便益の想定値については、昨年度と同様の考え方に基づき、大手電力

の直近９年間（2012年度～2020年度）の産業用電気料金単価の平均値

に、現行の消費税率（10％）を加味した 18.03円/kWhと設定した

（2020年度想定値 18.74円/kWhから▲3.8％）（参考 17）。 

◼ その上で、自家消費の便益の想定値の設定方法については、消費税率

と同様に、再エネ賦課金を切り出す形での産業用電気料金単価の算定

を含め、来年度以降の本委員会において、改めて検討を行うこととし

た。 

【参考 17】大手電力の電気料金平均単価（税抜）の推移 

 

（3） 事業用太陽光発電の 2023 年度の調達価格・基準価格（入札対象外） 

① 事業用太陽光発電（50kW以上）の 2023 年度の調達価格・基準価格の設

定方法 

◼ 前述のとおり、足元のコストデータ等をふまえて、2023年度の事業用

太陽光発電（50kW以上）の調達価格・基準価格における想定値につい

ては、以下のとおりとした。 

➢ システム費用：2021年設置案件（50kW以上）の上位 16％水準であ

る 11.7万円/kWを採用 

➢ 土地造成費・接続費・運転維持費：2020年度の想定値の据え置き 

➢ 設備利用率：直近の設備利用率（50kW以上）の上位 16％水準であ

る 17.7％を採用 

◼ その上で、稼働年数については、太陽光パネルの実態上の寿命が 20年
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以上あり、多くの事業計画でも 20年間の使用を念頭に置いている実態

をふまえ、これまで 20年間を想定していた。 

◼ しかし、国内出荷量の多いパネルメーカーの出力保証について、事務

局によるヒアリングや仕様書等により確認したところ、出力保証は 25

年が多く、中には 30年のものも出てきており、20年以上の運転を想定

する事例もある。また、既に調達期間の満了を迎える案件が出始めて

いる住宅用太陽光においても、調達期間満了後の住宅用太陽光の電気

を、小売電気事業者が 9～10円/kWh程度で買い取る事例も多く存在す

る。こうしたパネル保証の動向や卒 FITの再エネ電気に対するニーズ

もふまえ、想定する運転年数を 20年間から 25年間に変更することと

した。 

◼ また、この場合の調達期間終了後の売電価格は、2016年度（電力小売

全面自由化）以降の年度ごとのシステムプライス平均値の平均 9.4円

/kWhを想定することとした。 

◼ その上で、20年間を超える運転実績に関する先行事例等についても、

引き続き、その状況を注視していくこととした。 

② 事業用太陽光発電（10-50kW：自家消費型地域活用電源）の 2023年度

の調達価格の設定方法 

◼ 前述のとおり、自家消費型地域活用電源のコストデータ等をふまえ

て、2023年度の調達価格における想定値については、以下のとおりと

した。 

➢ システム費用：2021年設置案件の上位 16％水準である 17.8万円

/kWを採用 

➢ 土地造成費・接続費・運転維持費：2020年度の想定値の据え置き

（コストデータが、現時点で十分に得られていないため） 

➢ 設備利用率：2020年度の想定値の据え置き（年間を通したデータ

が、現時点で十分に得られていないため） 

➢ 自家消費分の便益：大手電力の直近 9年間の産業用電気料金単価の

平均値 18.03円/kWh（自家消費率 50％） 

◼ なお、稼働年数については、自家消費型地域活用電源のため、主に屋

根設置であり、外壁や屋根の塗り替え等も想定されることから、2023
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年度は、引き続き 20年間を据え置くこととし、今後、その利用実態等

をふまえて、20年間を超える稼働年数への変更を検討することとし

た。 

（4） 小規模事業用太陽光発電（10-50kW）の 2022年度の地域活用要件 

① 集合住宅の取扱い 

◼ 小規模事業用太陽光発電（10-50kW）については、自家消費型の事業実

施（需給一体的な構造）により、 

➢ 系統負荷の小さい形での事業運営がなされ、災害時に自立的に活用

されることで、レジリエンス強化に寄与する 

➢ 需給が近接した形での事業実施により、地域において信頼を獲得

し、長期安定的な事業運営を進める 

との考え方の下、2020年度より、以下の(A)(B)の両方を FIT認定の要

件として求めている。 

A) 再エネ発電設備の設置場所で少なくとも 30％の自家消費等を実施

すること9 

B) 災害時に自立運転10を行い、給電用コンセントを一般の用に供する

こと 

◼ こうした中、集合住宅では、通常、屋根上の太陽光パネルで発電した

電気を、共用部等でしか使用できない構造であることから、少なくと

も 30％の自家消費等を行うために、屋根上の太陽光パネル設置可能面

積より、小さい範囲で、太陽光パネルを設置している状況である。 

◼ こうした状況や今年度の本委員会での太陽光発電協会からの指摘もあ

る中で、地域と共生可能な形での太陽光発電の導入加速化を図るた

め、来年度の 10-20kWの集合住宅の屋根設置の太陽光発電について

は、配線図等から自家消費を行う構造が確認できれば、少なくとも

30％の自家消費等を実施しているもの（(A)の要件を満たしているも

 

 

9 農地一時転用許可期間が 10 年間となり得る営農型太陽光発電は、自家消費等を行わないもの

であっても、災害時活用を条件に、FIT 制度の対象とされている。 

10 災害時のブラックスタート（停電時に外部電源なしで発電を再開すること）が可能であるこ

と。 
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の）として取り扱うこととした。その上で、今後、当該みなし自家消

費に係るフォローアップを行い、必要に応じて見直しを検討すること

とする。 

◼ なお、この場合も、災害時に自立運転を行い、給電用コンセントを一

般の用に供すること（(B)の要件）については、要件として求めること

とする。 

② 小規模事業用太陽光発電（10-50kW）の 2020年度の認定実績 

◼ 営農型太陽光発電については、近隣に電力需要が存在しない可能性も

鑑み、上記のとおり、「農林水産行政の分野における厳格な要件確認」

を経たものとして、自家消費を行わない案件であっても、災害時活用

を条件に、FIT制度の対象として位置付けている。 

◼ この場合、農地転用の制度運用上、FIT認定がなければ農地転用許可を

得ることが実質的に難しいとの指摘があることをふまえ、農地転用許

可がなされることを条件に FIT認定を行った上で、FIT認定後、３年以

内に農地転用許可を得ることを求めている。 

◼ こうした制度設計の下、2020年度の小規模事業用太陽光発電（10-

50kW）の認定実績については、参考 18のとおりであった。 

【参考 18】小規模事業用太陽光発電（10-50kW）の 2020年度の認定実績 

 

◼ 営農型の認定案件のほとんどが、農地転用許可を未提出である点につ

いては、関係省庁でのフォローアップを通じた具体的な実態把握を求

めることとした。 

（5） 事業用太陽光発電の 2023 年度の廃棄等費用の取扱い 

◼ 昨年度の本委員会では、2012～2022年度認定の解体等積立基準額につ

いて、各年度の調達価格・基準価格・入札上限価格における想定値

（廃棄等費用、設備利用率等）に基づき、「想定設備利用率で電気供給

したときに、調達期間又は交付期間の終了前 10年間で、想定の廃棄等

費用を積み立てられる kWh当たりの単価」を設定した。 
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◼ 同様の設定方法で、2023年度認定の解体等積立基準額について、前述

の調達価格・基準価格における想定値に基づき、設定した（参考 19）。 

【参考 19】2023年度の廃棄等費用の取扱い 

 

（6） 住宅用太陽光発電の 2023 年度の調達価格 

① 住宅用太陽光発電のシステム費用 

◼ 住宅用太陽光発電のシステム費用は新築案件・既築案件ともに低減傾

向にある。 

◼ 新築案件について、 設置年別に見ると、2021年設置の平均値は 28.0

万円/kW（中央値 28.4万円/kW）となり、2020年設置より 0.4万円/kW

（1.3％）、2019年設置より 1.3万円/kW（4.3％）減少した。平均値の

内訳は、太陽光パネルが約 60％、工事費が約 25％を占める（参考

20）。 
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【参考 20】住宅用太陽光発電のシステム費用の推移とその内訳 

  

◼ トップランナー水準の設定にあたり、昨年度の本委員会と同様に、

2020年に設置された案件の中央値が、２年前（2018年）に設置された

案件のどの程度の水準に位置するか分析したところ、上位 46％水準に

位置していた。2021年設置の上位 46％水準は 27.8万円/kWであり、

2022年度のシステム費用の想定値（25.9万円/kW）を上回る。 

◼ このため、想定値を引き上げることも考えられるが、一方で、全体の

平均値や中央値の水準は低下傾向にあることもふまえ、2023年度のシ

ステム費用の想定値は、2022年度の想定値を据え置くこととした（参

考 21）。 

【参考 21】住宅用太陽光発電のシステム費用のトップランナー分析 

 
 



 

23 

② 住宅用太陽光発電の運転維持費 

◼ 運転維持費については、例年どおり、一般社団法人太陽光発電協会へ

のヒアリング調査を実施し、コストデータの収集を行った。ヒアリン

グの結果、５kWの設備を想定した場合、 

➢ 発電量維持や安全性確保の観点から３～４年ごとに１回程度の定期

点検が推奨されており、１回当たりの定期点検費用は相場は約 2.9

万円程度であること、 

➢ パワコンについては、20年間で一度は交換され、22.4万円程度が

一般的な相場であること、 

が分かった。以上を kW当たりの年間運転維持費に換算すると、約

3,690円/kW/年（参考 22）となり、2022年度の想定値  （3,000円

/kW/年）と、概ね同程度の水準であった11。このため、2023年度の想定

値は、3,000円/kW/年を据え置くこととした。 

【参考 22】運転維持費に関する太陽光発電協会へのヒアリング結果 

 

③ 住宅用太陽光発電の設備利用率 

◼ 設備利用率について、2021年 1月から 2021年 8月の間に収集したシン

グル発電案件の平均値は 13.6％であった。昨年度の本委員会と同様、

過去４年間に検討した数値の平均をとると 13.7％となり、想定値

（13.7％）と同水準であった（参考 23）。 

◼ これらをふまえ、2023年度の設備利用率の想定値は、2022年度の想定

値 13.7％を据え置くこととした。 

 

 

11 なお、定期報告データ（2021 年 1 月～8 月）の平均値は約 666 円/kW/年、ただし、報告の

89％が 0 円/kWh であった。この原因としては、定期報告データが FIT 制度開始後に運転開始し

たものであり、いまだ点検費用や修繕費用が発生していない可能性が考えられることから、留

意が必要である。 
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【参考 23】過去４年間に検討した設備利用率 

 

④ 住宅用太陽光発電の余剰売電率・自家消費分の便益 

◼ 余剰売電比率について、 2021年 1月から 2021年 8月の間に収集した

シングル発電案件を分析すると、平均値 69.4％（中央値 69.9％）であ

り、想定値（70.0％）とほぼ同水準であった。このため、2023年の想

定値については、2022年度の想定値を据え置くこととした。 

◼ 2023年度の自家消費分の便益の想定値については、2021年度・2022年

度と同様の考え方に基づき、大手電力の直近 9年間（2012年度（FIT

制度開始）～2020年度）の家庭用電気料金単価の平均値に、現行の消

費税率（10％）を加味した 26.34円/kWhとした（2022年度想定値から

▲0.4％）（参考 17）。 

⑤ 住宅用太陽光発電の調達期間終了後の売電価格 

◼ 2021年 11月末に確認できた各小売電気事業者が公表している買取メニ

ューにおける売電価格12を確認したところ、その中央値は 9.5円/kWh

であった（参考 24）。 

◼ 再エネ特措法上、調達価格の設定は「再エネ電気の供給が効率的に実

施される場合に通常要する費用」等を基礎とすることとされており、

中央値より高価格な水準を想定することもあり得る。しかし、10円

/kWh水準以上のメニューは、当該小売電気事業者による電気供給との

セット販売であったり、蓄電池併設等の条件付きであったりすること

が比較的多いため、状況を注視することが重要である。したがって、

2023年度の想定値は、中央値の 9.5円/kWhを採用することとした

 

 

12 小売電気事業者からの掲載希望登録にもとづいて資源エネルギー庁 HP「どうする？ソーラ

ー」に掲載された情報をもとに、各小売電気事業者の公表する調達期間終了後の住宅用太陽光

発電を対象とした買取メニューを参照して作成した。 
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（2022年度の想定値 9.0円/kWhから＋5.5％）。 

【参考 24】各小売電気事業者が公表している買取メニューの分布 

（2021年 11月末時点） 

 
 

（7） 住宅用太陽光発電（地上設置）の取扱い 

◼ 10-50kWの太陽光の申請件数は、2020年度に地域活用要件が設けられ

て以降、大幅に減少している一方、10kW未満（地上設置）の申請が急

増している。（参考 25） 

【参考 25】10kW未満の申請・認定件数（2022年 1月時点） 

  

◼ 申請内容等をふまえると、近接した 10kW未満の複数設備（地上設置）

で認定を取得し、地域活用要件を逃れるため設備を意図的に 10kW未満

に分割している疑いのある案件が見られる。 

◼ こうした状況をふまえ、2021年度から 10kW未満（地上設置）について

も分割審査を行っているが、依然として設備を意図的に分割している

と疑われる案件も存在し、また、地元とトラブルになる事例も生じて

いる。 

◼ 10kW未満の余剰買取方式は、いわゆる住宅用太陽光と呼ばれ、住宅等

の建物の屋根等に設置し、自家消費を行った上で残余の電気の買取り

を念頭とするものである。そのため、屋根設置の申請があった場合、

現在も建物登記等の提出を求め、自家消費を行う建物の確認を行って

いる。 
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◼ 他方、地上設置の場合、現在は設置場所の土地登記簿謄本のみを求め

ている。そのため、近年、分割や地域とのトラブルが顕在化している

ことをふまえ、余剰買取の趣旨を明確化する観点から、地上設置とし

て申請があった案件についても、実際に電気を消費する建物を確認す

るため、建物登記等の提出を求めることとした13。 

 

 

  

 

 

13 なお、地上設置を厳格に取り扱うこととした場合、屋根設置の申請に不適切な案件が流れる

可能性もある。そのため、現在、屋根設置の区分としては「住宅」、「共同住宅」、「事務

所・工場・店舗」、「学校・公共施設」、「その他」の区分が存在しているが、特に「その

他」の区分が選択されている場合、必要に応じて追加書類を求めるなどし、建物等の詳細など

を厳格に確認することとする。 
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2．風力発電 

◼ 風力発電については、エネルギーミックス（2,360 万 kW）の水準に対して、

現時点の FIT 前導入量＋FIT 認定量は 1,590 万 kW、導入量は 460 万 kW であ

る。洋上風力（着床式・浮体式）発電については、現時点では導入案件は少

ないものの、今後の導入拡大が見込まれる（参考 26～参考 28）。 

【参考 26】風力発電の FIT認定量・導入量 

 
 

【参考 27】陸上風力発電（新設）の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 
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【参考 28】陸上風力発電（リプレース）の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 

 

◼ 買取価格は、陸上風力発電が 16.16 円/kWh（2021 年度入札における平均落

札価格）、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）が 32円/kWh（2021

年度）などであるが、海外の買取価格と比べて高い（参考 29）。 

【参考 29】風力発電（20,000kW）の各国の買取価格等 

 

◼ 陸上風力発電については、2021 年度から入札制を適用（対象：250kW 以上）

しており、第１回入札は、上限価格を 17.00 円/kWh（事前公表）、募集容量

を 1,000MWとして、2021年 10月に実施した。 

◼ 応札件数・容量は 32件・936MWと、募集容量 1,000MWをわずかに下回り、応
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札分は全件落札された。一方で、平均落札価格は 16.16円/kWhと、上限価格

17.00円/kWhを大きく下回っており、コスト低減が着実に進展していると評

価できる（参考 30）。 

◼ なお、入札参加資格の審査のために事業計画を提出した件数・容量は 44件・

1,455MWであり、このうち 12件・518MWは実際の入札まで進んでいない。そ

の多くが、期日までの認定取得が困難等を理由に入札前に辞退したものであ

る。 

【参考 30】陸上風力発電の第 1回入札（2021年 10月）の結果 

 

◼ また、洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）においては、条例や港湾法

に基づき海域占有許可を得た上で、小規模な洋上風力発電を導入（条例４区

域、港湾５区域）が進んでいる（参考 31）。 

【参考 31】港湾法・都道府県条例に基づき海域占用許可 
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◼ また、洋上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）については、参考 32 に

あるとおり、再エネ海域利用法に基づき、各区域における協議会の進捗、促

進区域指定基準への適合状況や都道府県からの情報提供をふまえ、 促進区

域の指定や公募の実施、事業者選定等を進めている。 

【参考 32】再エネ海域利用法の施行等の状況 

 

◼ 秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖並びに千葉県銚子

市沖については、2020年 7月に促進区域に指定し、2020年 11月～2021年 5

月に公募を実施した。当該公募で提出された公募占用計画について、学識者・

専門家により構成される第三者委員会の意見と秋田県知事・千葉県知事の意

見を参考にしつつ、評価を行い、事業者を選定した（2021 年 12 月 24 日公

表）。選定結果の詳細は参考 33 のとおりである。選定事業者の供給価格は

13.26円/kWh、11.99円/kWh、16.49円/kWhであった。 

【参考 33】再エネ海域利用法に基づく公募の評価結果 
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（1） 陸上風力発電の 2023年度に FIP制度のみ認められる対象等 

◼  FIP制度は、再エネの自立化へのステップとして電力市場への統合を

促していくものであり、FIT制度から、他電源と共通の環境下で競争す

る自立化までの途中経過に位置付けられるものである。太陽光や地

熱、中小水力、バイオマスといった他の再エネ電源については、来年

度から FIP制度のみ認められる対象が設定されている中で、風力発電

についても、早期に FIP制度の対象としていくことが重要である。 

◼ 昨年度の本委員会で、陸上風力発電については、2021年度から入札制

を導入することで事業者間の競争によるコスト低減を促していこうと

している中で、さらに 2022年度に FIP制度のみ認められる対象も設定

することで、風力発電事業への参入障壁が急激に高まり、継続的に進

んでいる案件形成が損なわれてしまう懸念から、2022年度に FIP制度

のみ認められる対象については設けないこととした。 

◼ 今年度から導入された入札制については、前述のとおり、入札容量が

0.94GWと、募集容量 1.0GWにわずかに達さなかったものの、平均落札

価格は 16.16円/kWhと、上限価格 17.00円/kWhを大きく下回っている

ことから、概ね順調な入札結果であったと評価できる。 

◼ こうした入札結果や他の電源の FIP対象をふまえ、陸上風力発電につ

いては、2023年度に FIP制度のみ認められる対象を設定することとし

た。 

◼ 具体的な対象については、他の電源と同様に、まずは 1,000kW以上と

した上で段階的に対象拡大していくことも考えられるが、 

➢ 250～1,000kWは入札対象とされており、今年度入札でも、落札件

数の総数 32件に対して６件の落札があり、十分にコスト競争力の

ある規模だと考えられること 

➢ 50～250kWは、これまで全く認定・導入のない規模帯であるが、

FIP制度のみ認められる対象を仮に 250kW以上とした場合に、FIP

制度の適用を回避する可能性も排除できないこと 

から、2023年度に FIP制度のみ認められる対象を 50kW以上とした14。 

 

 

14 なお、2022 年度と同様、沖縄地域・離島等供給エリアにおいては、引き続き FIT 制度を適用

できることとする。 
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◼ その上で、50kW未満については、FIP制度の新規認定・移行認定が認

められる範囲の下限が 50kWであることもふまえて、当面は地域活用電

源として支援していくこととした。 

◼ ただし、リプレース区分については、小規模の自治体出資等の案件の

リプレースも想定されることから、他の電源のリプレース区分の取扱

いと同様に、2023年度に FIP制度のみ認められる対象を 1,000kW以上

とし、1,000kW未満については、当面は地域活用要件電源として支援し

ていくこととした。 

（2） 陸上風力発電の地域活用要件 

◼ 陸上風力発電の地域活用要件の具体内容については、地熱発電・中小

水力発電・バイオマス発電と同様に、太陽光発電と比べて立地制約が

大きいことから、地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電と同様の

要件を設定する方向で検討することとした。 

（3）  陸上風力発電のコスト動向 

① 陸上風力発電（新設）の資本費 

◼ 陸上風力発電については、コスト分析（資本費、接続費、運転維持

費、設備利用率）では、50kW以上を対象に実施した。 

◼ 2021年度、2022年度、2023年度の調達価格等における資本費の想定値

28.2万円/kW、27.9万/kW、27.5万円/kWに対して、定期報告全体での

中央値は 34.8万円/kWとなっている。ただし、7,500kW以上（旧環境

影響評価制度の第２種事業の対象）では 31.5万円/kW、より大規模な

30,000kW以上では 31.1万円/kW、さらに大規模な 37,500kW以上（現行

の環境影響評価制度の第２種事業の対象）では 27.1万円/kWとなって

おり、大規模案件ほど低い資本費で事業を実施できている傾向にある

（参考 34）。 
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【参考 34】陸上風力発電の規模別の資本費 

 

◼ 陸上風力発電の資本費の構成を設置年別に分析すると、各設置年の平

均値はやや増加傾向であり、特に工事費が増加傾向であるが、各設置

年の件数も小さく、設置年ごとのばらつきが大きいことにも留意する

必要がある（参考 35）。 

【参考 35】陸上風力発電の資本費及びその構成の設置年別推移 

  

◼ 定期報告データにより、接続費（資本費の内数）を設置年別に分析す

ると、平均値は 1.4万円/kW、中央値は 0.5万円/kWとなっており、高

額な案件が全体の平均値を引き上げていることを勘案して中央値を参

照すると、想定値（1.0万円/kW）を下回った。なお、7,500kW以上の

比較的大規模な案件に限定して分析しても、同様の傾向がみられた

（参考 36）。 
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【参考 36】陸上風力発電の接続費の推移 

 

◼ また、今年度も昨年度と同様に、電力会社が接続検討回答を行った際

に各発電事業者に提示した費用のデータ（299件）の分析を行った結

果、平均値は 3.5万円/kW、中央値は 0.6万円/kWであった。なお、定

期報告データと接続検討回答結果データでは、それぞれ対象としてい

る事業の熟度が異なる。接続検討回答で得た接続費の見込みもふまえ

て、発電事業者は事業性を判断することから、接続検討回答データに

は、最終的に事業化に至らない案件が含まれている可能性が非常に大

きいことに留意する必要がある（参考 37）。 

【参考 37】接続検討回答を行った際に電力会社が提示した接続費 

 
 

② 陸上風力発電の運転維持費 

◼ 運転維持費については、2021～2023年度の調達価格等における想定値

0.93万円/kW/年に対して、定期報告データ全体での中央値は 1.29万円

/kW/年となっている。ただし、7,500kW以上（旧環境影響評価制度の第

２種事業の対象）では 1.07万円/kW/年、より大規模な 30,000kW以上

では 0.99万円/kW/年、さらに大規模な 37,500kW以上（現行の環境影
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響評価制度の第２種事業の対象）では 0.96万円/kW/年となっており、

大規模案件ほど低い運転維持費で事業を実施できている傾向にある

（参考 38）。 

【参考 38】陸上風力発電の規模別の運転維持費 

 

③ 陸上風力発電の設備利用率 

◼ 設備利用率について設置年別・期間別にみると、期間ごとの設備利用

率は、その年々の風況等により、ばらつきがあるものの、設置年ごと

の設備利用率については、全体的に、設置年が近年になればなるほ

ど、大きくなる傾向にある。例えば、風車の大型化や効率化によっ

て、より高効率で発電できる風車が増加していると考えられる。 

◼ 2021年度の想定値 25.6％を超えるデータは多く、特に 2013年度以降

の設置案件の平均値・中央値のほとんどが、25.6％を超えている。ま

た、2023年度の想定値 28.0％を超えるデータもいくつか見られる。一

方で、件数も限られ、データのばらつきが大きいことには留意する必

要がある（参考 39）。 
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【参考 39】陸上風力発電の設置年別の設備利用率 

  

④ 陸上風力発電の kWh 当たり発電コスト 

◼ 陸上風力発電について案件ごとの kWh当たり発電コストを分析する

と、各設置年別の中央値は、概ね 10円台前半で横ばいに推移している

こと分かった。また、各案件の kWh当たりの発電コストをプロットす

ると、案件ごとのばらつきは大きいものの、なかには、価格目標（8～

９円/kWh）付近のコストで事業を実施できている案件もある。（参考

40） 

【参考 40】陸上風力発電の設置年別の kWh当たりの発電コスト 
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⑤ 陸上風力発電（リプレース）のコスト動向 

◼ リプレース区分における資本費は 43.3万円/kWであり、2021年度の想

定値（27.2万円/kW）15よりも高かった（参考 41）。他方、件数が１件

に限定されているため、リプレース区分の資本費の検討にあたって

は、引き続き、実態把握が必要である。 

◼ 運転維持費の定期報告データは 1件で、0.95万円/kW/年であり、想定

値（0.93万円/kW/年）とほぼ同水準であった。 

◼ 設備利用率のデータについては、現時点までに得られていない。 

◼ このように、リプレース区分については、いずれもデータの数が非常

に限られている点に留意が必要であるが、今後、認定案件が稼働する

中で得られるコストデータを注視することが重要である。 

【参考 41】陸上風力発電の新設とリプレースの資本費の比較 

 

  

 

 

15 資本費は、電源線等の系統設備は基本的に全て流用可能であることから、同年度の陸上風力

発電（新設）の想定値から接続費を差し引いた値を採用しており、運転維持費・設備利用率

は、新設の場合と特段別異に取り扱う理由がないことから、同年度の陸上風力発電（新設）の

想定値と同じ値を採用している。 
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（4） 陸上風力発電（新設）の 2024 年度の入札上限価格 

① 陸上風力発電（新設）の 2024 年度の入札上限価格設定方法 

◼ 昨年度の本委員会で、向こう３年間の複数年度の上限価格を取りまと

めてきたことをふまえ、今年度の本委員会では、2024年度の上限価格

の設定方法について、取りまとめることとした。 

◼ 資本費については、昨年度の本委員会では、30,000kW以上の中央値に

着目して、2023年度の想定値を 27.5万円/kWとしたが、 

➢ 陸上風力発電の FIT認定は、小規模事業と大規模事業に大きく二分

化しており、特に大規模事業が近年、増加傾向にあること 

➢ 今年度入札において、平均落札価格は 16.16円/kWhと、上限価格

17.00円/kWhを大きく下回っており、非常に効率的な費用水準が想

定されること 

から、2024年度の想定値については、37,500kW以上（現行の環境影響

評価制度における第２種事業の対象）の中央値に着目して、27.1万円

/kWとした。 

◼ 運転維持費については、同様に 37,500kW以上の中央値に着目すると、

0.96万円/kW/年と、2023年度の想定値 0.93万円/kW/年と同程度の水

準であったことから、2024年度の想定値は、2023年度の想定値 0.93

万円/kW/年を据え置くこととした。 

◼ 設備利用率については、設置年別・期間別のデータにおいて、 2021年

度の想定値 25.6％を超えるデータが多く、特に 2013年度以降の設置案

件の平均値・中央値のほとんどが、25.6％を超えている。また、 2023

年度の想定値 28.0％を超えるデータもいくつか見られたものの、件数

も限られ、ばらつきも大きいことから、2024年度の想定値は 2023年度

の想定値 28.0％を据え置くこととした。 

② 陸上風力発電の IRR 

◼ 陸上風力発電の IRRについては、FIT制度当初の利潤配慮期間の終了以

降、「供給量勘案上乗せ措置」として、利潤配慮期間に上乗せされてき

た IRR１～２％分に相当する分を上乗せした。 

◼ こうした中で、昨年度の本委員会では、 
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➢ 民間機関の調査によれば、日本の陸上風力発電の資金調達コスト

は、供給量勘案上乗せ措置を導入することとした 2014年下半期と

比較して、2.4～3.5％程度、低減していること（2020年下半期時

点） 

➢ 一方で、急激な IRRの想定値の変更は、上限価格等の予見可能性を

低くし得ることや、入札制の適用等を今後導入していく中で、事業

リスクについては見極めていく必要があること 

から、資金調達コストの低減の一部を反映させ、2021～2023年度の陸

上風力発電の IRRの想定値は１％低減（すなわち、新設区分は７％、

リプレース区分は５％）とした。 

◼ 2024年度の IRRの想定値については、以下の状況や 2024年度まで向こ

う２年間の期間があることをふまえて、さらに１％低減させて、新設

区分は６％、リプレース区分は４％とすることとした。 

➢ 直近５年間、年間１～３GW程度の認定が続いており、また、今年

度の入札結果も概ね順調であったこと 

➢ 民間機関の調査によれば、日本の陸上風力発電の資金調達コスト

は、供給量勘案上乗せ措置を導入することとした 2014年下半期と

比較して、2.7～3.7％程度、低減していること（2021年上半期時

点）（参考 42） 

➢ 環境影響評価に係る規模要件の見直しや系統運用の見直し等、陸上

風力発電を取り巻く事業環境の変化 

【参考 42】陸上風力発電の資金調達コスト 

 

（5） 陸上風力発電（新設）の 2024 年度の入札対象外の調達価格・基準価格 

◼ 2024年度の入札対象範囲外の調達価格については、 2021～2023年度

と同様、 入札上限価格と整合的になるように、入札上限価格と同様の

想定値を用いて設定することとした。 



 

40 

（6） 陸上風力発電（リプレース）の 2022 年度の調達価格・基準価格 

◼ これまで、リプレース区分については、 FIT認定の件数・容量が限定

的であり、入札がもたらす競争・価格低減のメカニズムが期待しにく

いことから、入札制の対象としないこととしてきた。引き続き、同様

の傾向にあることから、2022年度についても、入札制の対象としない

こととした。 

◼ その上で、調達価格については、新設区分とは資本費と IRRのみ異な

るという考え方に基づき想定値を設定してきた。 

◼ 資本費については、現時点までに得られている定期報告データは１件

のみであるところ、引き続き実態把握に努めることとし、2022年度の

リプレース区分の資本費の想定値については、2021年度までと同様、

2022年度の入札対象範囲外の調達価格における資本費の想定値から接

続費（1.0万円/kW）を差し引く考え方にもとづき設定することとし

た。 

◼ なお、IRRについては、昨年度の本委員会での取りまとめのとおり、

2022年度については、5％とする。 

（7） 洋上風力発電の 2023年度以降に FIP 制度のみ認められる対象等 

◼ FIP制度は、再エネの自立化へのステップとして電力市場への統合を促

していくものであり、FIT制度から、他電源と共通の環境下で競争する

自立化までの途中経過に位置付けられるものである。他の再エネ電源

については、来年度から FIP制度のみ認められる対象が設定されてい

る中で、風力発電についても、早期に FIP制度の対象としていくこと

が重要である。 

◼ 着床式洋上風力発電については、 

➢ 再エネ海域利用法適用対象の公募における複数事業者の参加状況や

評価結果をふまえると、再エネ海域利用法適用外を含め、国内の着

床式洋上風力発電において、一定程度の競争効果が見込まれる 

➢ 欧州では、着床式洋上風力発電については FIP制度が主流とされて

いる中、日本においても、将来的なアジア市場等への展開を見据え

た国内の環境整備により、事業者の多様なビジネスモデルへの習熟

を促すことが重要である 
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➢ 再エネ海域利用適用対象/適用外で FIT/FIP制度の取扱い対象に差

を設けると、不当に再エネ海域利用法の適用を回避するインセンテ

ィブを与えかねない 

➢ 一方で、2023年度に認定取得が見込まれる秋田県八峰町及び能代

市沖における着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）に

ついては、FIT制度を前提として、すでに公募を開始している 

ことから、再エネ海域利用法適用対象/適用外によらず、2024年度より

FIP制度のみ認められることとした。 

◼ 一方で、浮体式洋上風力発電については、国内外において実証事業の

着実な進展がみられるものの、海外においても、現時点では大規模な

商用発電所の運転開始に至っていないことをふまえ、2023年度・2024

年度も、FIP制度のみ認められる区分等を設けないとした上で、今後の

動向をふまえ検討することとした。 

（8） 着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の 2023 年度の取扱い 

◼ 着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）については、2020年

度には入札制を適用していたが、昨年度の本委員会で、2020年度の入

札実績や、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）は極めて

小規模な案件が見込まれることから、2021年度以降に認定を取得しよ

うとする着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）はそもそも

限定的と考えられ、入札制による競争効果もあまり期待できないた

め、2021年度・2022年度は入札対象範囲外とした。 

◼ その上で、2022年度の着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用

外）の調達価格・基準価格については、秋田県能代市、三種町及び男

鹿市沖、秋田県由利本荘市沖並びに千葉県銚子市沖における着床式洋

上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）の FIT認定取得が 2022年度

前後に見込まれることをふまえ、当該地域の公募における供給価格上

限額と同額の 29円/kWhとした。 

◼ 2023年度の着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の調達価

格・基準価格についても、同様の考え方に基づき、秋田県八峰町及び

能代市沖における着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用対象）

の FIT認定取得が 2023年度前後に見込まれることから、当該地域の公

募における供給価格上限額と同額の 28円/kWhと設定することが考えら

れる。 



 

42 

◼ 一方で、2021年 12月末に、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適

用対象）の公募の評価結果が明らかとなり、当該公募における複数事

業者の参加状況や評価結果をふまえると、国内の洋上風力発電におい

ても、一定程度の競争効果が見込まれ、着床式洋上風力発電（再エネ

海域利用法適用外）の区分においても、案件形成の動きも見込まれる

ことから、2023年度については、改めて入札制を適用することとし

た。 

（9） 浮体式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）の 2024 年度の調達価

格・基準価格 

◼ 国内における洋上風力発電の FIT導入件数・導入容量は２件・４MW、

FIT認定件数・認定容量は 10件・668MWとなっている（2021年６月時

点）。このうち、浮体式洋上風力発電は、FIT導入・認定いずれも１

件・２MWのみとなっており、当該発電事業は、実証事業として導入さ

れ、実証事業終了後から現在まで、運転を継続しているものである。 

◼ また、長崎県五島市沖における浮体式洋上風力発電（再エネ海域利用

法適用対象）の公募の選定事業者の供給価格は、2023年度までの浮体

式洋上風力発電の調達価格・基準価格と同じ 36円/kWhである。 

◼ 加えて、浮体式洋上風力発電は、国内外において実証事業の着実な進

展がみられるものの、海外においても、現時点では大規模な商用発電

所の運転開始に至っていない。 

◼ 浮体式洋上風力発電については、上述の動向をふまえ、将来的な浮体

式洋上風力発電の普及拡大を見据えつつ、事業者の予見可能性を高め

ることが重要であることから、引き続き、2023年度の想定値を維持す

ることとした。 

◼ その上で、技術開発や環境整備の進展、海外におけるコスト低減やビ

ジネスリスクの動向等をふまえて、今後、想定値の設定の仕方を含

め、検討することとした。 
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3．地熱発電 

◼ 地熱発電については、エネルギーミックス（148万 kW）の水準に対して、2021

年６月末時点では、FIT前導入量＋FIT認定量は 68万 kW、導入量は 61万 kW

である（参考 43、参考 44）。 

【参考 43】地熱発電の FIT認定量・導入量 

 

 

【参考 44】地熱発電の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 
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◼ 2021年度の買取価格は、15,000kW以上で 26円/kWh、15,000kW未満で 40円

/kWhである（参考 45）。 

【参考 45】地熱発電（30,000kW）の各国の買取価格等 

 
 

（1） 地熱発電のコスト動向 

① 地熱発電の資本費・運転維持費 

◼ 15,000kW 未満の資本費の定期報告データは 56 件、運転維持費の定

期報告データは 34件であった。 

◼ 資本費の平均値は 167万円/kW、中央値は 168万円/kWとなり、想定

値（123万円/kW）を上回った。また、運転維持費の平均値は 10.3万

円/kW/年、中央値は 7.8 万円/kW/年となり、想定値（4.8 万円/kW/

年）を上回った。 

◼ 一方で、中規模（1,000-7,500kW）案件では、導入件数が少ないもの

の、平均値は 102万円/kWと想定値（123万円/kW）を下回っており、

効率的に設置ができていることが確認された。 

◼ 15,000kW 以上の資本費及び運転維持費の定期報告データは１件で
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あった。資本費は 61 万円/kW となり、想定値（79 万円/kW）を下回

った。また、運転維持費は 2.8万円/kW/年となり、想定値（3.3万円

/kW/年）を下回った。 

◼ リプレース区分の資本費の定期報告データは１件（15,000kW未満・

地下設備流用区分）であった。資本費が 69万円/kWとなり、想定値

（77万円/kW）を下回った。なお、運転維持費のデータは現時点では

得られていない。（参考 46） 

【参考 46】地熱発電の出力と資本費・運転維持費の関係 

 

◼ より詳細に資本費・運転維持費の規模別内訳を分析すると、資本費

については、100kW 未満は平均値 188 万円/kW、100-1,000kW は平均

値 154 万円/kW となっている一方、データが少ない点に留意が必要

であるが、1,000-7,500kWは平均値 102万円/kW、15,000kW以上は 61

万円/kWとなっており、1,000kWを超えると特に低コストでの設置が

可能となっている。運転維持費については、得られたデータが少な

い点に留意が必要ではあるが、規模によるコストの違いはみられな

かった。（参考 47） 
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【参考 47】地熱発電の規模別のコスト動向 

 

②  地熱発電の設備利用率 

◼ 15,000kW未満の設備利用率データは、ばらつきが大きいものの平均

値は 44.2％、中央値は 39.2％となっており、想定値（74.8％）を下

回った。一方で、1,000kW以上 15,000kW未満に着目すると、その設

備利用率データの平均値は 81.0％、中央値は 83.3％となっており、

想定値を上回った。15,000kW以上の設備利用率データは１件で、設

備利用率は 73.0％であり、想定値（73.9％）とほぼ同水準であった。

（参考 48） 

【参考 48】地熱発電の出力と設備利用率の関係 
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（2） 地熱発電の 2024年度に FIP制度のみ認められる対象等 

◼ 地熱発電については、地元調整、関係法令の手続き等を勘案し、これま

で向こう３年間の複数年度の調達価格を取りまとめてきたことをふま

えると、引き続き向こう３年間について取扱いを決定することは効果的

と考えられる。2023年度までは既に取扱いが決定しているところ、2024

年度の取扱いについて、本年度に示すこととした。 

◼ 新規認定において FIP制度のみ認められる対象については、昨年度の本

委員会では、以下の理由から、2022年度・2023年度の新規認定で FIP制

度のみ認められる地熱発電の対象を、1,000kW以上とした。 

➢ 資本費や運転維持費、設備利用率のデータが 1,000kW未満と

1,000kW以上で、分布の傾向が異なっていたこと 

➢ 地熱発電は、ベースロード電源であり出力が安定していることか

ら、発電予測が比較的容易、需要側が単体の電源から安定した電気

を調達しやすい、といった特徴があるため、FIP制度により、早期

に電力市場へ統合していくことが適切と考えられること 

◼ 上述のとおり、地熱発電は、自立化へのステップとして、早期に電力市

場へ統合していくことが適切である。一方で、定期報告データを用いて

規模別のコスト動向を分析したところ、1,000kW を超えると比較的低コ

ストでの事業実施が可能な傾向にあるが、1,000kW 未満についてはコス

ト水準が高く、資本費の分散も大きい。また、現時点では FIP制度開始

前であり制度開始後の動向を注視する必要がある。 

◼ 以上をふまえ、新規認定で FIP制度のみ認められる地熱発電の対象につ

いて、2024年度についても、引き続き 1,000kW以上とした。 

◼ また、全設備更新や地下設備流用の区分等については、いずれも認定・

導入実績が限られるが、地熱発電の電源特性は、新設も全設備更新も地

下設備流用も同様と考えられることから、昨年度の本委員会において、

2022 年度・2023 年度の新規認定で FIP 制度のみ認められる対象を

1,000kW以上とした。同様の考え方に基づき、2024年度についても、引

き続き 1,000kW以上とすることとした。 

（3） 地熱発電の地域活用要件 

◼ 昨年度の本委員会で、地熱発電の地域活用要件の具体内容については、

自家消費型・地域消費型/地域一体型の要件を取りまとめ、これらの要件
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を 2022年度及び 2023年度は継続し、今後、必要に応じて見直すことと

した。 

◼ これらの要件の適用が未だなされていない状況であることもふまえ、

2024年度についても、基本的に同様の要件を維持して、今後の動向に注

視することとした。 

◼ なお、地域活用要件には、「当該事業計画に係る再生可能エネルギー発電

設備が所在する地方公共団体の名義（第三者との共同名義含む）の取り

決めにおいて、当該発電設備による災害時を含む電気又は熱の当該地方

公共団体内への供給が、位置付けられているもの」との要件があり、当

該要件を満たしている案件については、地域一体型の地域活用電源とし

て、FIT制度による支援の対象に位置付けられる。 

◼ この「地方公共団体の名義の取り決め」については、法律に基づいて当

該発電設備に係る認定を地方公共団体が行うものを含むものと、昨年度

の本委員会で整理されていることから、改正地球温暖化対策推進法に基

づく認定も含まれるものと整理した。 

（4） 地熱発電の 2024年度の調達価格・基準価格 

◼ 15,000kW未満（新設）について、コストデータによれば、 

➢ 資本費・運転維持費は、平均値・中央値いずれも、2023年度の調

達価格における想定値を上回っている。 

➢ 設備利用率については、平均値・中央値いずれも、 2023年度の調

達価格における想定値を下回っている。 

◼ 価格目標で中長期的な自立化を目指していることをふまえれば、調達価

格・基準価格を 2023 年度よりも引き上げることは適当ではないと考え

られる一方、実績では引き下げる水準にも至っておらず、世界的にも価

格低減が進んでいるとはいえない。 

◼ 以上をふまえ、2024 年度の 15,000kW 未満の調達価格・基準価格につい

ては、2023 年度の 15,000kW 未満の調達価格・基準価格における想定値

を維持することとした。 

◼ その上で、特に資本費や設備利用率については、小規模案件において、

非常にばらつきが大きいことから、その要因等について、来年度の本委

員会において、より詳細な分析を行うこととした。 
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◼ 15,000kW以上（新設）について、導入済み１件のコストデータによれば、

資本費・運転維持費は 2023 年度の調達価格における想定値を下回って

おり、設備利用率は想定値と同程度であるが、まだ報告数が１件のみと

少ない。このため、動向を注視することとし、2024 年度の 15,000kW 以

上の調達価格・基準価格については、2023 年度の 15,000kW 以上の調達

価格・基準価格における想定値を維持することとした。 

◼ なお、全設備更新や地下設備流用の区分等については、15,000kW未満に

おける地下設備流用区分の１件のみしか導入実績がない。また、全設備

更新や地下設備流用の区分等の調達価格における資本費は、新設の区分

等の調達価格における資本費の想定値から、接続費や地下設備の費用を

差し引いた値を想定している。これらをふまえ、全設備更新や地下設備

流用の区分等についても、新設の区分等と同様、引き続き、2024年度の

各調達価格・基準価格については、2023年度の調達価格・基準価格にお

ける想定値を維持することとした。 
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4．中小水力発電 

◼ 中小水力発電については、エネルギーミックス（1,040万 kW）の水準に対し

て、 2021年６月末時点の FIT前導入量＋FIT認定量は 1,000万 kW、導入量

は 980万 kWとなっている（参考 49～参考 51）。 

【参考 49】中小水力発電の FIT認定量・導入量 

 
 

【参考 50】中小水力発電（新設）の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 
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【参考 51】中小水力発電（既設導水路活用型）の年度別・規模別の FIT認定量・導入量 

 

◼ 2021 年度の買取価格は、200kW 以上 1,000kW 未満で 29 円/kWh などである

が、海外の買取価格と比べて高い。（参考 52） 

【参考 52】中小水力発電（200kW）の各国の価格 
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（1） 中小水力発電のコスト動向 

◼ 資本費の定期報告データは FIT制度開始後に運転開始した案件に限られ

るが、中小水力発電は FIT制度開始前から運転している案件が多数存在

することから、例年どおり、FIT 制度開始前に運転開始した案件に対し

て別途コストデータの調査を行った結果を加えて分析を行っている。 

① 中小水力発電の資本費 

◼ 200kW 未満の資本費のデータは 426 件であった。既設導水路活用型

に相当する案件を除くと（404件）、平均値 293万円/kW、中央値 226

万円/kW。補助金案件が多く含まれる 100kW未満及び異常値除外のた

め 300万円/kW以上の高額案件を除くと、平均値 170万円/kW、中央

値 165 万円/kW となる。想定値（100 万円/kW）を上回っており、分

散が大きい。 

◼ 200kW 以上 1,000kW 未満のデータは 174 件であった。既設導水路活

用型に相当する案件を除くと（136 件）、平均値 134 万円/kW、中央

値 106 万円。異常値除外のため 300 万円/kW 以上の高額案件を除外

すると、平均値 117万円/kW、中央値 102万円/kWとなる。想定値（80

万円/kW）を上回っており、分散が大きい。 

◼ 1,000kW以上 5,000kW未満の資本費のデータは 84件であった。既設

導水路活用型に相当する案件を除くと（48件）、平均値 198万円/kW、

中央値 83 万円/kW。想定値の設定時と同様に 300 万円/kW 以上の高

額案件を除外すると、平均値 91万円/kW、中央値 81万円/kWとなり、

想定値（93万円/kW）と概ね同水準となる。 

◼ 5,000kW 以上 30,000kW 未満の資本費のデータは 53 件であった。既

設導水路活用型に相当する案件を除くと（23件）、平均値 95万円/kW、

中央値 37 万円/kW。想定値の設定時と同様に 300 万円/kW 以上の高

額案件を除外すると、平均値 51万円/kW、中央値 37万円/kWとなり、

想定値（69万円/kW）を下回る。（参考 53） 
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【参考 53】中小水力発電（新設）の出力と資本費の関係 

＜200kW未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

◼ 既設導水路活用型16については、200kW未満（22件）の平均値は 169

万円/kW、中央値は 169 万円/kW となり、想定値（50 万円/kW）を上

回る。 

◼ また、200kW 以上 1,000kW 未満（38 件）の平均値は 75 万円/kW、中

央値は 69万円/kWとなり、想定値（40万円/kW）を上回る。 

◼ 1,000kW 以上 5,000 未満（36 件）の平均値は 46 万円/kW、中央値は

39万円/kWとなり、想定値（46.5万円/kW）と概ね同水準。 

◼ また、5,000kW 以上 30,000kW 未満（30 件）の平均値は 26 万円/kW、

中央値 21万円/kWとなり、想定値（34.5万円/kW）を下回る。（参考

54） 

 

 

16 これらは想定値の設定時と同様に 300 万円/kW 以上の高額案件を除いたデータである。 
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【参考 54】中小水力発電（既設導水路活用型）の出力と資本費の関係 

＜200kW未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

 

②  中小水力発電の運転維持費 

◼ 200kW 未満の運転維持費のデータは 358 件であった。平均値 6.2 万

円/kW/年、中央値 3.6万円/kW/年となり、想定値（7.5万円/kW/年）

を下回るが、想定値より高い案件も一定数存在する。 

◼ 200kW 以上 1,000kW 未満の運転維持費のデータは 198 件であった。

平均値 3.1万円/kW/年、中央値 2.3万円/kW/年となり、想定値（6.9

万円/kW/年）を下回るが、想定値より高い案件も一定数存在する。 

◼ 1,000kW 以上 5,000kW 未満の運転維持費のデータは 79 件であった。

平均値 2.6万円/kW/年、中央値 1.8万円/kW/年となり、想定値（0.95

万円/kW/年）を上回るが、分散が大きい。 

◼ 5,000kW以上30,000kW未満の運転維持費のデータは45件であった。

平均値 1.2万円/kW/年、中央値 1.1万円/kW/年となり、想定値（0.95

万円/kW/年）をやや上回るが、分散が大きい。（参考 55） 
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【参考 55】中小水力発電の出力と運転維持費の関係 

＜200kW未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

 

③  中小水力発電の設備利用率 

◼ 設備利用率は、全体として、ばらつきが大きい。1,000kW以上の各区

分では、想定値を上回る傾向が見られる。（参考 56） 
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【参考 56】中小水力発電の出力と設備利用率の関係 

＜200kW未満＞ 

 

＜200kW以上 1,000kW未満＞ 

 

＜1,000kW以上 5,000kW未満＞ 

 

＜5,000kW以上 30,000kW未満＞ 

 

 

◼ なお、今年度の本委員会において、中小水力４団体から、設備利用

率は年ごとの降雨量等により変化し、かつ、水力発電は保安規程等

に基づきオーバーホールなど数ヶ月にわたる停止が必要となること

から、長期的なデータを基に調達価格・基準価格を算出する必要が

あるという意見があった。 

◼ こうした意見をふまえ、これまでの運転開始からの全期間での運転

維持費の平均値・中央値を分析したところ、いずれの規模において

も、直近１年間の運転維持費の平均値・中央値と同水準となった。 

◼ 同様に、設備利用率についても、運転開始からの全期間での平均値・

中央値を分析したところ、いずれの規模においても、直近１年間の

設備利用率の平均値・中央値と同水準となった。（参考 57） 
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【参考 57】中小水力発電の全期間での運転維持費・設備利用率 

 

④ 中小水力発電の発電コスト 

◼ 中小水力発電（新設）の kWh当たりの発電コストに着目すると、200kW

未満及び 200kW 以上 1,000kW 未満の kWh 当たりの発電コストは、調

達価格と概ね同水準かやや上回る。1,000kW 以上 5,000kW 未満、

5,000kW 以上の kWh 当たりの発電コストは、調達価格と比べて大幅

に低く、卸電力市場価格と同水準となる（参考 58）。 

【参考 58】中小水力発電（新設）の規模別の発電コスト 

 

◼ 中小水力発電（既設導水路活用型）の kWh 当たりの発電コストに着

目すると、200kW 未満及び 200kW 以上 1,000kW 未満の kWh 当たりの

発電コストは、調達価格と概ね同水準かやや上回る。1,000kW 以上

5,000kW未満、5,000kW以上の kWh当たりの発電コストは、調達価格
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と比べて低く、卸電力市場価格以下の水準となる（参考 59）。 

【参考 59】中小水力発電（既設導水路活用型）の規模別の発電コスト 

 

（2） 中小水力発電の 2024年度に FIP制度のみ認められる対象 

◼ 中小水力発電については、地元調整、関係法令の手続きに時間がかかる

おそれがあるため、これまで原則向こう３年間の複数年度の調達価格を

取りまとめてきたことをふまえると、引き続き向こう３年間について取

扱いを決定することは効果的と考えられる。2023年度まで概ね既に取扱

いが決定しているところ、2024年度の取扱いについては、本年度に示す

ことを基本とした。ただし、1,000kW以上 30,000kW未満の調達価格・基

準価格については、昨年度の本委員会で、2022年度まで取りまとめたこ

とをふまえて、2023年度以降の調達価格・基準価格について適切な範囲

で示すこととした。 

◼ 新規認定で FIP制度のみ認められる対象については、昨年度の本委員会

では、以下の理由から、 2022年度・2023年度の新規認定で FIP制度の

み認められる中小水力発電の対象を、1,000kW以上とした。 

➢ 新設案件・既設導水路活用型案件ともに、1,000kWを超えると全体

として安価での事業実施が可能な傾向にあること 

➢ 中小水力発電は、ベースロード電源であり出力が安定していること

から、発電予測が比較的容易、需要側が単体の電源から安定した電

気を調達しやすい、といった特徴があり、FIP制度により、早期に

電力市場へ統合していくことが適切と考えられること 

◼ 上述のとおり、中小水力発電は、自立化へのステップとして、早期に電
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力市場へ統合していくことが適切と考えられる。一方で、定期報告デー

タを用いて規模別のコスト動向を分析したところ、1,000kW を超えると

全体として安価での事業実施が可能な傾向にあるが、1,000kW 未満につ

いてはコスト水準が高く、資本費データの分散も大きい。また、現時点

では FIP 制度開始前であり、制度開始後の動向を注視する必要がある。 

◼ 以上をふまえ、新規認定で FIP制度のみ認められる中小水力発電の対象

について、2024年度も、新設、既設導水路活用型いずれも 1,000kW以上

とした。 

（3） 中小水力発電の地域活用要件 

◼ 地熱発電と同様に、2024年度についても、基本的に 2022年度・2023年

度と同様の要件を維持して、今後の動向に注視することとした。 

（4） 中小水力発電の 2023年度以降の調達価格・基準価格 

① 200kW未満、200kW 以上 1,000kW 未満について 

◼ 200kW 未満、200kW 以上 1,000kW 未満についてコストデータによれば、

新設・既設導水路活用型それぞれの 

➢ 資本費：平均値・中央値いずれも 2023年度の調達価格における想定

値を上回る。 

➢ 運転維持費：平均値・中央値いずれも想定値を下回る。 

➢ 設備利用率：平均値・中央値いずれも想定値と同水準かやや下回る。 

➢ 結果として、新設・既設導水路活用型それぞれの kWh 当たりの発電

コストは、平均値・中央値いずれも 2023年度の調達価格と概ね同水

準かやや上回る。 

➢ また、導入量が大きく増えている状況にはない。 

◼ 一方で、基本的な方向性として、価格目標で中長期的な自立化を目指し

ていることをふまえれば、調達価格・基準価格を 2023年度よりも引き上

げることは適当ではないと考えられる。 

◼ これらをふまえ、2024年度の 200kW未満及び 200kW以上 1,000kW未満の

調達価格・基準価格については、新設、既設導水路活用型いずれも、2023

年度の 200kW未満及び 200kW以上 1,000kW未満の調達価格・基準価格に

おける想定値を維持することとした。 
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② 1,000kW 以上 5,000kW 未満について 

◼ 新設については、資本費の想定値 93万円/kWは、平均値 91万円/kW・中

央値 81 万円/kW と概ね同水準であることから維持することが適当と考

えられる。 

◼ 運転維持費の想定値 0.95 万円/kW/年は、平均値 2.6 万円/kW/年・中央

値 1.8 万円/kW/年の半分未満となっていることから想定値を引き上げ、

一方で、設備利用率の想定値 44.8％は、 多くの事業がそれを上回って

おり平均値 56.3％・中央値 59.3％であることから、想定値を引き上げる

ことが考えられる17。 

◼ 一方で、運転維持費と設備利用率については、今年度のヒアリングにお

いて、中小水力発電４団体からは、オーバーホールにより、 10～15年

毎に、数カ月間の運転停止や運転維持費の上振れが起こることから、こ

うした実態をふまえるべきとの意見があった。定期報告データから、運

転維持費や設備利用率にそのような傾向は見られなかったが、FIT 制度

開始からまだ 10年目であり、今後、オーバーホールの実施により、運転

維持費の増加や設備利用率の低下の可能性も考えられる。一方で、オー

バーホールの期間は稼働年数全体から見れば限られるため、その影響は

限定的である可能性も十分に考えられる。このように、オーバーホール

による運転維持費や設備利用率への影響は、不透明なところもあること

から、今後、追加的な調査を行い、更なる実態把握に努めるべきと考え

られる。 

◼ 以上をふまえ、2023年度の調達価格・基準価格における想定値は、運転

維持費・設備利用率を含め、引き続き、2022年度の調達価格・基準価格

における各想定値を維持することとした。その上で、2024 年度以降は、

上述の調査の結果等をふまえながら、想定値の見直しについて、引き続

き検討することとした。 

◼ 既設導水路活用型については、新設とは、資本費のみ異なるという考え

方にもとづき想定値を設定してきた。 

◼ 既設導水路活用型の資本費の想定値 46.5 万円/kW は、平均値 46 万円

/kW・中央値 39 万円/kW と概ね同水準であることから、維持することが

 

 

17 運転維持費・設備利用率の想定値・実績は、既設導水路活用型を含む値である。 
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適当と考えられる。 

◼ 以上をふまえ、2023年度の調達価格・基準価格における各想定値は、引

き続き、2022年度の調達価格・基準価格における各想定値を維持するこ

ととした。その上で、2024年度以降は、コスト動向や上述の調査の結果

等をふまえながら、想定値の見直しについて、引き続き検討することと

した。 

③ 5,000kW 以上 30,000kW 未満について 

◼ 新設については、資本費は、平均値 51 万円/kW・中央値 37 万円/kW と、

想定値 69万円/kWを下回る。特に、2012年～2016年と 2017年以降の設

置案件については、平均値がそれぞれ 31万円/kW、45万円/kWと、想定

値を大きく下回る。一方で、今年度のヒアリングにおいて、中小水力発

電４団体から、開発地点の奥地化により今後は資本費がこれまでより上

昇する可能性があるとの指摘があった。これまでの実績から、こうした

傾向は確認できないものの、今後、指摘のように資本費が上昇する可能

性も否定できないことをふまえて、想定値として、直近の設置案件の平

均値ではなく、まず、これまで全期間の平均値 51万円/kWを採用するこ

ととした。 

◼ 運転維持費は、平均値 1.2万円/kW/年・中央値 1.1万円/kW/年と想定値

0.95 万円/kW/年をやや上回ることから想定値をやや引き上げ、一方で、

設備利用率の想定値 44.8％は、 多くの事業がそれを上回っており平均

値 56.2％・中央値 56.5％であることから、想定値を引き上げることも考

えられる18。 

◼ 一方で、運転維持費・設備利用率については、1,000kW 以上 5,000kW 未

満と同様、オーバーホールの影響に関して、今後、追加的な調査を行い、

更なる実態把握に努めるべきと考えられる。 

◼ 以上をふまえ、2023年度の調達価格・基準価格における想定値は、資本

費については 51 万円/kW を採用し、他の想定値については、引き続き、

2022年度の調達価格・基準価格における各想定値を維持することとした。 

◼ その上で、2024 年度以降については、コスト動向や上述の調査の結果、

直近の資本費の上昇要因に関する分析等をふまえながら、今後の更なる

 

 

18 運転維持費・設備利用率の想定値・実績は、既設導水路活用型を含む値である。 
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想定値の見直しについて、引き続き検討することとした。 

◼ 既設導水路活用型については、新設とは、資本費のみ異なるという考え

方にもとづき想定値を設定してきた。 

◼ 既設導水路活用型の資本費の想定値 34.5 万円/kW は、平均値 26 万円

/kW・中央値 21 万円/kW と想定値を大きく下回る。今年度のヒアリング

において、中小水力発電４団体から、開発地点の奥地化により今後は資

本費がこれまでより上昇する可能性があるとのがあったが、既設導水路

活用型については指摘はあたらないことから、想定値として平均値 26万

円/kWを採用することとした。 

◼ 以上をふまえ、2023年度の調達価格・基準価格における想定値は、資本

費については 26 万円/kW を採用し、他の想定値については、引き続き、

2022年度の調達価格・基準価格における各想定値を維持することとした。 

◼ その上で、2024年度以降については、コスト動向や前述の調査の結果等

をふまえながら、今後の更なる想定値の見直しについて、引き続き検討

することとした。 
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5．バイオマス発電 

◼ バイオマス発電については、FIT 制度開始前の導入量と 2021 年６月時点の

FIT認定量を合わせた容量は、1,036万 kWとなっており、エネルギーミック

スの水準（800万 kW）を超えている。（参考 60～参考 62） 

【参考 60】バイオマス発電の FIT認定量・導入量 

 
 

【参考 61】バイオマスの FIT認定量 
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【参考 62】バイオマスの FIT導入量 

 

◼ 2020年度の買取価格は、入札対象外の一般木材等（10,000kW未満）では 24

円/kWh であるなど、海外のバイオマス発電の買取価格と比べて高い（参考

63）。 

【参考 63】バイオマス発電（5,000kW、ペレット使用）の各国の価格 
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（1） バイオマス発電の 2022 年度の取扱い（新規燃料の取扱い等） 

① これまでの検討経緯 

◼ バイオマス発電の新規燃料については、2018 年度の本委員会において、

FIT 制度の対象とするか、対象とする場合にどの区分で買い取るかにつ

いて、コスト動向・燃料の安定調達（量・持続可能性（合法性））の観点

から検討した結果、持続可能性に関する専門的・技術的な検討において

持続可能性の確認方法が決定されたもののみを FIT制度の対象とし、こ

の検討結果やコスト動向をふまえて、現行の区分で買取りを行うかどう

かといった点も含めて、本委員会で取扱いを検討することとされた。 

◼ 上記をふまえ、2019 年度、バイオマス持続可能性 WG が新たに設けられ

た。同 WGでは、FIT制度下におけるバイオマス燃料の持続可能性につい

て、「環境」・「社会・労働」・「ガバナンス」・「食料競合」等の観点につい

て、「確認手段（対象、主体、時期）」の視点も加え、専門的・技術的に

検討し、2019年 11月、「FIT制度下における持続可能性評価基準」、「個

別認証への適用」等について中間整理を取りまとめた。 

◼ 上記をふまえながら、2019年度の本委員会において、業界団体から追加

的に要望のあった新規燃料も含めて、新規燃料の取扱いに関する議論を

行った結果、①食料競合への懸念が認められる燃料については、それが

ないことが確認されるまでの間は、FIT 制度の対象としないこと、②ラ

イフサイクル GHG 排出量19を含めた持続可能性基準を満たしたものを

FIT 制度の対象とすることとし、それぞれ、本委員会とは別の場におい

て専門的・技術的な検討を行うこととした。 

◼ その後、上記をふまえ、昨年度から、同 WGでは、「食料競合」・「ライフ

サイクル GHG」、「新第三者認証スキームの追加等」について、その内容

を専門的・技術的に検討してきた。今年度は、同 WGでは、 「ライフサ

イクル GHG」、「新第三者認証スキームの追加等」について検討してきた。

その内容は参考 64のとおりである。 

 

 

19 ライフサイクル GHG 排出量とは、栽培、加工、輸送、発電などバイオマス燃料のライフサ

イクル全体で発生する温室効果ガスの排出量の総量のことを指す。 
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【参考 64】バイオマス持続可能性ワーキンググループからの報告 

 

② 新規燃料の取扱い 

◼ バイオマス発電の新規燃料について、昨年度の本委員会の意見では、バ

イオマス持続可能性 WG では、食料競合の考え方については整理が進ん

だものの、ライフサイクル GHG等の観点について引き続き検討中である

ことをふまえ、2021年度については、バイオマス発電の新規燃料を認め

ないこととした。 

◼ 今年度の同 WG においては、「ライフサイクル GHG」、「新第三者認証スキ

ームの追加等」の項目について検討が進められ、ライフサイクル GHGの

算定式や排出量の基準、第三者認証スキームへの ISCC の追加などが整

理された。残りの論点としてライフサイクル GHGの規定値の策定や確認

手段の整理があり、2022年以降、速やかに検討することとしている。こ

うした状況をふまえ、2022年度に、ライフサイクル GHGの確認手段等の

残された論点に関する同 WG の結論を得た上で、新規燃料の取扱いを検

討することとした。 

③ 持続可能性に係る経過措置 

◼ バイオマス持続可能性 WG で取りまとめられた以下内容について、本委

員会としても承認することとした。 

➢ パーム油については、コロナ禍に伴う移動制限や行動制限をふま
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え、持続可能性の確保に関する情報公開の履行徹底を求めたうえ

で、経過措置の期間を 1年間延長し、2023年 3月 31日を確認の期

限とする。コロナ禍における認証の手引きの整備による認証取得の

ペースの改善が予想されることから、これ以上の経過措置の延長は

原則として行わないことを条件とする。 

➢ PKS及びパームトランクについては、従前のとおり 2023年 3月 31

日を確認の期限とするが、2022年夏頃を目途に、事業者による認

証取得の加速化の取組及び認証体制の拡充による認証の進捗や持続

可能性の確保に関する情報公開の状況等をふまえ同 WGにおいて改

めて検証・検討を行う。 

（2） バイオマス発電のコスト動向 

① 木質等バイオマス発電のコスト動向 

（資本費） 

◼ これまでに得られた一般木材等の資本費のデータは 43 件であった。平

均値は 42.0 万円/kW、中央値は 42.3 万円/kW となり、想定値（41 万円

/kW）とほぼ同水準となる。また、2,000kW未満ではばらつきが大きくな

る。 

◼ 未利用材（2,000kW以上）の資本費のデータは 39件であった。平均値は

48.9 万円/kW、中央値は 47.5 万円/kW となり、想定値（41 万円/kW）を

やや上回る。 

◼ 未利用材（2,000kW未満）の資本費のデータは 33件であった。平均値は

131.8 万円/kW、中央値は 116.1 万円/kW となり、想定値（62 万円/kW）

を上回るが、分散が大きい。（参考 65） 
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【参考 65】一般木材等・未利用材バイオマス発電の資本費 

 

◼ 建築資材廃棄物の資本費のデータは７件であった。平均値は 60.3 万円

/kW、中央値は 49.1万円/kWとなり、想定値（35万円/kW）を上回る。ま

た、2,000kW 以上は 2,000kW 未満と比べて低コストとなっている。ただ

し、データが少ない点に留意が必要である。（参考 66） 

◼ なお、2018年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の資本費

のデータは５件であった。平均値は 14.3 万円/kW、中央値は 12.7 万円

/kWであった。 

【参考 66】建設資材廃棄物バイオマス発電の資本費 

 

（運転維持費） 

◼ これまでに得られた一般木材等の運転維持費のデータは 43件であった。

平均値 4.3 万円/kW/年、中央値 3.7 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万

円/kW/年）を上回る。 

◼ 未利用材（2,000kW以上）の運転維持費のデータは 37件であった。平均
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値 4.8万円/kW/年、中央値 4.1万円/kW/年となり、想定値（2.7万円/kW/

年）を上回る。 

◼ 建設資材廃棄物の運転維持費のデータは 18 件であった。平均値 6.7 万

円/kW/年、中央値 5.0 万円/kW/年となり、想定値（2.7 万円/kW/年）を

上回る。 

◼ 未利用材（2,000kW未満）の運転維持費のデータは 25件であった。平均

値 7.5万円/kW/年、中央値 6.8万円/kW/年となり、想定値（6.4万円/kW/

年）を上回る。ただし、分散が大きいことに留意が必要である。（参考 67） 

◼ なお、2018年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の運転維

持費のデータは４件であった。平均値は 1.9 万円/kW/年、中央値は 2.0

万円/kW/年であった。 

【参考 67】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の運転維持費 

 

◼ 未利用材（2,000kW未満）の燃料費のデータは 35件であった。平均値は

960円/GJ、中央値は 902円/GJとなり、想定値（900円/GJ）と概ね同水

準である。 

◼ 未利用材（2,000kW以上）の燃料費のデータは 88件であった。平均値は

1,209円/GJ、中央値は 1,138円/GJとなり、想定値（1,200円/GJ）と概

ね同水準である。 

◼ 一般木材等の燃料費のデータは 171 件であった。平均値は 842 円/GJ、

中央値は 843円/GJとなり、想定値（750円/GJ）をやや上回る。 

◼ 建設資材廃棄物の燃料費のデータは 54件であった。平均値は 329円/GJ、

中央値は 307円/GJとなり、想定値（200円/GJ）を上回る。 

◼ 想定値と若干のずれが見られる燃料種もあるものの、引き続き、燃料市
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場の動向を注視する必要がある。（参考 68） 

◼ なお、 2018年度から入札対象となっているバイオマス液体燃料の燃料

費のデータは５件であった。平均値は 2,178 円/GJ、中央値は 2,222 円

/GJであった。 

【参考 68】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の燃料費 

  

（設備利用率） 

◼ 木質等バイオマス発電の設備利用率の分析の結果、未利用材（2,000kW以

上）・一般木材等（10,000kW以上）の設備利用率が高い傾向にある一方、

未利用材（2,000kW未満）・一般木材等（10,000kW未満）は比較的低い傾

向にある（参考 69）。 

◼ これは、小規模案件は主に国内から燃料調達を行っているところ、季節

変動等により、国内材の安定的な調達が必ずしも容易ではないことが一

要因と考えられる。 

【参考 69】一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物バイオマス発電の設備利用率 

 

 

（これまでの入札結果） 
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◼ 10,000kW以上の一般木材等バイオマス、全規模のバイオマス液体燃料は、

2018 年度より入札制に移行している。これまでの入札結果は、参考 70

のとおりである。 

【参考 70】木質等バイオマス発電のこれまでの入札結果 

 

 

② 一般廃棄物その他バイオマス発電のコスト動向 

（資本費） 

◼ これまでに得られた資本費のデータは 88 件であった。平均値は 102.0

万円/kW、中央値 90.4万円/kWとなり、想定値（31万円/kW）を上回る。

現在の想定値は、制度開始当初の事業者団体からのヒアリングに基づい

て大規模な設備を想定しているため、10,000kW以上の設備（11件）に限

定すると、平均値は 33.0万円/kW、中央値は 37.0万円/kWとなり、想定

値と同水準となる。 

◼ また、2,000kW以上の平均値は 87.0万円/kW、中央値は 81.0万円/kWで

ある一方、2,000kW未満の平均値は 142.1万円/kW、中央値は 110.4万円

/kWと高額となる。（参考 71） 
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【参考 71】一般廃棄物その他バイオマス発電の資本費 

 

（運転維持費） 

◼ これまでに得られた運転維持費のデータは 223 件であった。平均値は

5.9万円/kW/年、中央値は 4.2万円/kW/年となり、想定値（2.2万円/kW/

年）を上回る。現在の想定値は、制度開始当初の事業者団体からのヒア

リングに基づいて大規模な設備を想定しているため、10,000kW以上の設

備（60件）に限定すると、平均値は 2.7万円/kW/年、中央値は 2.4万円

/kW/年となり、想定値に近い水準となる。一方、2,000kW 未満はばらつ

きが大きい。（参考 72） 

【参考 72】一般廃棄物その他バイオマス発電の運転維持費 

  



 

73 

（設備利用率） 

◼ 一般廃棄物その他バイオマス発電の設備利用率について、平均値、中央

値ともに 32.1％と、想定値（46％）を下回っている。ただし、ごみ処理

焼却施設などでは、ごみの受入状況などにより、設備利用率に変動が生

じ得る点に留意が必要である。（参考 73） 

【参考 73】一般廃棄物その他バイオマス発電の設備利用率 

 

 

③ メタン発酵バイオガス発電のコスト動向 

（資本費・運転維持費） 

◼ これまでに得られた資本費のデータは 172件であった20。平均値は 244.2

万円/kW、中央値は 215.7万円/kWとなるが、想定値（392万円/kW）を下

回った。 

◼ また、これまでに得られた運転維持費のデータは 164件であった。平均

値は 11.2 万円/kW/年、中央値は 6.2 万円/kW/年となり、想定値（18.4

万円/kW/年）を下回った。（参考 74） 

 

 

20 172 件のうち 68 件が、過去に投資をしたメタン発酵バイオガス発電に必要な発酵槽を有効利

用したケースである点を勘案し、こうしたケースの案件に発酵槽の費用相当額（121 万円/kW）

を加えて分析している。 
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【参考 74】メタン発酵バイオガス発電の資本費・運転維持費 

 

◼ メタン発酵バイオガス発電の区分は、制度開始当初から、「件数の大半を

家畜糞尿のケースが占めることから、この場合の費用を採用」した調達

価格が設定されているが、足下では家畜糞尿以外のケースも多い。今年

度の本委員会において、業界団体からは今後は原料混合が増加するとの

意見もあった。また、現在の想定値は小規模な設備を想定しており、実

際、500kW未満が認定件数の 70％以上を占めている（参考 75）。 

◼ 500kW未満の原料混合について見ると、資本費の平均値は321.7万円/kW、

中央値は 242.7 万円/kW となり、運転維持費の平均値は 28.7 万円/kW/

年、中央値は 18.4万円/kW/年となる（参考 76）。 

【参考 75】メタン発酵バイオ 

ガス発電の規模別の認定件数 

【参考 76】メタン発酵バイオガス発電（原料混合）

の資本費・運転維持費 

 

 

（設備利用率） 

◼ メタン発酵バイオガス発電の設備利用率の分析の結果、全体的に想定値

（90％）を下回っており、分散が大きい（参考 77）。 
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【参考 77】メタン発酵バイオガス発電の設備利用率 

 

 

（3） バイオマス発電の 2023 年度以降に FIP制度のみ認められる対象等 

◼ 昨年度の本委員会では、以下の理由から、新規認定で FIP制度のみ認め

られるバイオマス発電の対象について、2022年度は原則として 10,000kW

以上としつつも、自然変動電源である太陽光発電でも 2022 年度から

1,000kW以上は FIP制度のみ認められることをふまえ、2023年度以降早

期に 1,000kW以上を FIP制度のみ認めることを目指すこととした21。 

➢ バイオマス発電は、安定的に発電可能で調整しやすいことから、発

電予測が比較的容易、需要側が単体の電源から安定した電気を調達

しやすい、調整力としても活用しやすい、といった特徴があり、

FIP制度により、再エネの自立化へのステップとして、早期に電力

市場へ統合していくことが適切と考えられること 

➢ バイオマス発電については、燃料費の大きさもあり、一般的に高コ

スト構造ではあるが、特に 10,000kW以上の大規模設備では、一般

木材等・一般廃棄物その他バイオマスなどの複数の区分において、

発電効率が高く、相対的に低コストでの事業実施が可能であること 

 

 

21 なお、入札対象とされている液体燃料（全規模）については、全電源共通の FIP 利用の下限

もふまえて、50kW 以上を FIP 制度のみ認められる対象とした。 
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◼ 昨年度の取りまとめにおいて、「2023年度以降早期に 1,000kW以上を FIP

制度のみ認めることを目指す」としたことや、他の電源の FIP対象の範

囲をふまえ、2022年度より、FIP制度のみ認められるバイオマス発電の

対象を拡大すべきである。 

◼ 具体的には、定期報告データを用いて規模別のコスト動向を分析したと

ころ、一般木材等・未利用材・建設資材廃棄物・一般廃棄物その他バイ

オマスなどの複数の区分において、2,000kW以上/未満でコストデータの

傾向が異なることをふまえ、2023年度に新規認定で FIP制度のみ認めら

れるバイオマス発電の対象について、2,000kW以上とすることとした。 

◼ ただし、液体燃料バイオマスについては、全規模が 2018 年度から入札

対象とされており、また、ディーゼルエンジンであり、バイオマス発電

の中でも特に調整力が高いことをふまえ、2022 年度と同様に、2023 年

度についても、50kW以上を FIP制度のみ認められる対象とした。 

（4） バイオマス発電の地域活用要件 

◼ 地熱発電と同様に、2024年度についても、基本的に 2022年度・2023年

度と同様の要件を維持して、今後の動向に注視することとした。 

（5） バイオマス発電の 2023 年度の調達価格・基準価格 

① メタン発酵バイオガス以外のバイオマス発電（入札対象範囲外）につ

いて 

◼ コストデータによれば、それぞれの資本費・運転維持費は、平均値・中

央値いずれも 2022 年度の調達価格における想定値を上回る又は同等の

水準となっている。また、設備利用率は、平均値・中央値いずれも想定

値を下回る又は同等の水準となっている。 

◼ 一方で、基本的な方向性として、価格目標で中長期的な自立化を目指し

ていることをふまえれば、調達価格・基準価格を 2022年度よりも引き上

げることは適当ではないと考えられる。 

◼ こうした点もふまえ、2023年度のメタン発酵バイオガス以外のバイオマ

ス発電（入札対象範囲外）、すなわち、一般木材等（10,000kW未満）、未

利用材（2,000kW以上）、未利用材（2,000kW未満）、建設資材廃棄物、一

般廃棄物その他バイオマスの各区分等の調達価格・基準価格については、

いずれも、2022年度の調達価格・基準価格における想定値を維持するこ

ととした。 
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② メタン発酵バイオガス発電について 

◼ コストデータによれば、資本費・運転維持費は、平均値・中央値いずれ

も 2022年度の調達価格における想定値を大きく下回る。他方、設備利用

率は、平均値・中央値いずれも想定値を大きく下回る。 

◼ メタン発酵バイオガス発電の区分は、「件数の大半を家畜糞尿のケース

が占めることから、この場合の費用を採用」した調達価格が設定されて

いるが、足下では家畜糞尿以外のケースも多い。業界団体からは今後は

原料混合が増加するとの意見もあり、また、現行のバイオマス活用推進

基本計画等においても、原料の安定的な確保やバイオマスの利用拡大に

つながることから、混合利用を推進していくとされている。 

◼ また、現在の想定値は小規模な設備を想定しており、実際、500kW 未満

が認定件数の 70％以上を占めている。 

◼ 以上をふまえ、資本費・運転維持費については、500kW 未満の原料混合

案件の中央値に着目して、2023 年度の資本費の想定値を 243 万円/kW、

運転維持費の想定値を 18.4万円/kW/年とした。 

◼ 設備利用率については、資本費・運転維持費と比較してさらにばらつき

が大きく、その平均値や中央値は低い値に大きく影響を受けている。一

方で、これまで想定値を 90％としていたところ、効率的な事業実施を促

していく観点から、一定程度の水準以上を維持すべきと考えられる。ま

た、今年度の本委員会において、業界団体からは、原料混合利用につい

ては設備利用率 70％を目指すと示されている。これらをふまえ、2023年

度の想定値を 70％とした。その上で、今後、その動向等をふまえて、想

定値の引き上げを検討することとした。 
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Ⅳ．入札制度  

1．太陽光発電 

（1） 太陽光入札の 2022 年度の上限価格の事前公表・非公表 

◼ 入札制度の設計にあたっては、以下の２つの大きな方向性が考えられ

る。 

A) 上限価格を非公表としたうえで、相対的に余裕のある募集容量の下

で、上限価格を意識した競争を促す。 

B) 上限価格を公表としたうえで、募集容量を絞り、限られた容量の下

で、他の事業者との競争を促す。 

◼ 事業者の積極的な参入を促すため、今年度より、上限価格を事前公表

する形（B）で入札を実施している。今年度に行われた入札３回とも、

入札容量が募集容量を上回り、上限価格を下回る案件でも一定程度、

落札を逃す結果となったことから、上限価格の事前公表は、事業者間

の競争を通じたコスト低減と事業者の参入促進に、一定程度寄与して

いたと評価できる。こうしたことをふまえ、来年度も引き続き、上限

価格を事前公表することとした。 

（2） 太陽光入札の 2022 年度の対象範囲 

◼ 事業用太陽光発電については、2017年度の入札制の適用以降、順次、

その対象範囲を拡大してきた。引き続きコスト低減の加速を図る観点

から、入札対象範囲は可能な限り拡大していくことが望ましい一方

で、以下のような懸念があることもふまえ、来年度の入札対象範囲に

ついては、2020年度・2021年度と同様に、原則 250kW以上とした。 

➢ 入札対象範囲の拡大により入札件数が大幅に増加するおそれ（2020

年度実績で 100-250kWは 250kW以上の約４倍の認定件数）があり、

円滑な入札制の運用のためには更なる体制整備が求められること 

➢ 250kW以上/未満で資本費に一定の差異が見られること。また、入

札準備に必要な経費は小規模案件ほど相対的に重い負担であること 

◼ 新たなエネルギーミックスの実現に向けて、地域と共生可能な形での

太陽光発電の導入加速化を図るため、屋根設置の太陽光発電（既築の



 

79 

建物への設置22に限る。）については、入札制の適用を免除することと

した。この場合の調達価格・基準価格は、 50kW以上入札対象外の

2022年度の調達価格・基準価格である 10円/kWhを適用する。また、

今後、当該特例に係るフォローアップを行い、必要に応じて見直しを

検討することとした。 

◼ なお、本来、新築の建物に設置することが望ましい状況でありなが

ら、あえて入札制の適用を回避する行動をとる可能性を排除する観点

から、「既築の建物」の範囲については、2022年 1月 17日以前に設置

されていた建物に限ることとして、今後、必要に応じて見直すことを

検討することとした。 

（3） 太陽光入札の 2022 年度の入札実施回数及び募集容量 

① 入札実施回数 

◼ 事業者の案件形成スケジュールと入札スケジュールのタイムラグを可

能な限り低減させるため、昨年度までは年間２回であった入札実施回

数を、今年度より、年間４回としている。 

◼ 案件形成の促進と入札の実務負担の観点から、来年度の入札実施回数

は、今年度と同様、年間４回とした。 

② 募集容量 

◼ 昨年度の本委員会では、 2019～2020年度入札において、平均 831MW/

年の事業計画が提出されており、入札実施回数は４回であることか

ら、今年度初回入札の募集容量は 208MWとした上で、その後の入札の

募集容量については、直前の入札における応札容量をふまえて機動的

に見直すこととした。 

◼ 来年度の入札対象の事業用太陽光発電については、1,000kW以上は FIP

入札のみ、250-1,000kWは FIP入札対象外か FIT入札の選択制と、

1,000kW以上/未満で取扱いが異なる。 

◼ 仮に 1,000kW以上/未満で入札区分を分けず、同様の区分として入札を

 

 

22 入札対象の屋根設置太陽光発電の中でも、特に既築の建物への設置案件の導入が限られてい

る状況である。2019 年度・2020 年度太陽光入札で落札した屋根設置案件のうち、容量ベースで

約３割が既築の建物への設置案件であった。 
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実施した場合、FIP電源（1,000kW以上）と FIT電源（1,000kW未満）

が同じ入札の枠の中で競争する。こうした点もふまえ、再エネの市場

統合やアグリゲーション・ビジネスの活性化を促す観点から、1,000kW

以上/未満で区分を分けて、それぞれ募集容量を設定し、入札を実施す

ることを基本の考え方とした23。 

◼ 具体的には、以下のとおり設定することとした。その上で、来年度の

入札動向をふまえた上で、今後、必要に応じて見直すことを検討する

こととした。 

   （来年度初回の入札における募集容量） 

➢ 今年度の入札３回の落札容量の平均 225MWに、今年度の入札３回の

総落札容量における 250-1,000kW/1,000kW以上それぞれの割合

（22％：78％）を掛けて算出される容量（250-1,000kWは 50MW、

1,000kW以上は 175MW）とした24。 

（落札者の決定方法） 

➢ 250-1,000kW/1,000kW以上それぞれの区分ごとに、上限価格を超え

ない入札者のうち、低価の入札者から順に募集容量に達するまで落

札者を決定する。 

➢ その上で、250-1,000kW/1,000kW以上のいずれかの区分で、入札容

量が募集容量を下回り、もう一方の区分で、入札容量が募集容量を

上回る場合には、さらに、両区分における募集容量の合計の 79％25

に、両区分における入札容量の合計が達するまで、入札容量が募集

容量を上回った区分における低価の入札者から順に落札者を決定す

る。 

➢ こうした手当により、今年度入札と同程度の競争性を確保しつつ、

募集容量を最大限に有効活用し、導入の加速化を図っていくことと

した。 

 

 

23 なお、FIP 制度のみ認められる対象については、2023 年度に 500kW 以上、2024 年度に原則

250kW 以上としていることから、この考え方は 2024年度までの一時的・過渡的なものである。 

24 入札対象外とされている既築の建物への設置案件を除いた容量で算出した。 

25 今年度の入札３回における総入札容量に対する総落札容量の割合 



 

81 

（来年度２回目以降の入札における募集容量の設定方法） 

➢ 来年度２回目以降の入札における募集容量については、今年度と同

様に、直前の入札における入札容量をふまえて、250-1,000kW/ 

1,000kW以上それぞれの区分の募集容量を、機動的に見直すことと

した。具体的には、  

⚫ 今回入札で両区分における入札容量の合計が募集容量の合計を

上回った場合には、次回の入札容量は、｛（入札容量の合計）－

（募集容量の合計）｝×40％の容量に、各区分における｛（入札

容量）－（募集容量）｝の比を掛けて算出される容量を、今回

入札の募集容量に加えた容量とし、 

⚫ 今回入札で両区分における入札容量の合計が募集容量の合計を

下回った場合には、次回の入札容量は、｛（募集容量の合計）－

（入札容量の合計）｝の容量に、各区分における｛（募集容量）

－（入札容量）｝の比を掛けて算出される容量を、今回入札の

募集容量から差し引いた容量とする。ただし、250-1,000kWの

区分においては 50MW、1,000kW以上の区分においては 175MW

を、それぞれ下限とする。 

（4） 太陽光入札の 2022 年度の上限価格 

◼ 昨年度の本委員会では、今年度の入札上限価格については、2021年度

の事業用太陽光発電（入札対象範囲外）の調達価格・基準価格 11円

/kWhと、2022年度の事業用太陽光発電（入札対象範囲外）の調達価

格・基準価格 10円/kWhの間を刻む形で、第 8回から第 11回にかけ

て、11円/khW、10.75円/kWh、10.50円/kWh、10.25円/kWhと設定し

た。 

◼ 来年度の入札上限価格については、今年度と同様の考え方に基づき、 

2022年度の事業用太陽光発電（入札対象範囲外）の調達価格・基準価

格 10円/kWhと、2023年度の事業用太陽光発電（入札対象範囲外）の

調達価格・基準価格の間を刻む形で設定することとした（参考 78）。 
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【参考 78】事業用太陽光発電の 2022年度の入札の上限価格のイメージ 

  

（5） FIP 入札に係る事項 

◼ 来年度より、1,000kW以上の事業用太陽光発電については、FIP制度の

み認められる対象となることから、来年度に初めて FIP電源に係る入

札を行うこととなる。 

◼ 前述の入札価格の事前公表、入札対象範囲、入札実施回数、募集容

量、上限価格以外の事項（落札者の基準価格の決定方式、入札実施主

体、入札参加資格、手数料、保証金の額・没収事由・没収免除事由、

FIP認定申請期限、入札参加後の事業計画の変更に係る取扱い、運転開

始期限等）については、基本的に今年度の FIT入札と同様の内容とす

ることとした。 

◼ ただし、事後的な蓄電池の併設については、 FIT制度では価格変更事

由とされている26一方で、FIP制度においては、2022年度以降に新規に

認定を取得した事業に限り、価格変更なしに認められていることをふ

まえ、FIP入札においても、事後的な蓄電池の併設を、保証金の没収事

由及び落札者決定の取消し事由から外すこととした。 

  

 

 

26 蓄電池に一度充電した電気を逆潮流させる際に、その電気を認定事業者にて区分計量し、

FIT 外で売電することは、価格変更なしで可能。 
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2．陸上風力発電 

（1） 陸上風力入札の 2022年度の対象範囲 

◼ 昨年度の本委員会では、十分な入札容量を確保し、入札がもたらす競

争・価格低減のメカニズムをしっかりと機能させるとともに、事業者

の予見可能性を高める観点から、入札対象範囲「250kW以上」を 2021

～2023年度にわたり、維持することを原則としつつ、今後、入札結果

をふまえて、2022年度以降の入札対象範囲については、必要に応じて

見直すこととした。 

◼ 今年度の入札結果については、前述のとおり、概ね順調な結果であっ

たことから、2022年度についても、250kW以上は入札対象とすること

が適切だと考えられる。 

◼ その上で、50～250kWについては、これまで全く認定・導入のない規模

帯であるが、入札対象を引き続き 250kW以上とした場合に、入札制度

の適用を回避する可能性も排除できないことから、2023年度に FIP制

度のみ認められる対象と同様に、2022年度の入札対象範囲について

も、50kW以上とした。 

（2） 陸上風力入札の 2022年度の募集容量及び入札実施回数 

◼ 募集容量については、他の応札者との競争が働くよう、応札容量が上

回ることが想定されるような募集容量・入札実施回数の設定が重要で

ある。このため、以下の理由から、 2022年度の入札は実施回数を１

回、募集容量を 1.3GWとすることを基本とすることとした。 

➢ 直近５年間の年間認定量は 1～3GW程度であるが、これまでの年間

平均認定量は 1.3GWであること 

➢ 今年度入札で、入札参加資格の審査のために事業計画を提出した容

量が 1.5GW。このうち、実際の入札まで進まなかった容量が 0.5GW

であるが、その多くが、期日までの認定取得が困難なこと等を理由

とした辞退であり、継続的な入札参加が見込まれること 

◼ 一方で、委員から「陸上風力発電の導入加速化のため、仮に募集容量

1.3GWを大きく上回る積極的な入札参加が見られる場合には、競争性が

確保されることを前提としつつ、何らか制度的な工夫で対応できない

か検討」すべきとの趣旨の指摘があった。 
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◼ こうした指摘をふまえ、エネルギーミックスの実現に向けた導入加速

化のため、来年度の入札については、上述の基本設定のとおり、実施

した上で、当該入札で募集容量を大きく上回る入札があった場合に

は、同年度内に追加の入札を行うこととした。 

◼ 具体的には、直近５年間の年間認定量に 1～3GW程度の幅があることを

ふまえ、来年度初回の入札において、入札容量が直近５年間の年間平

均認定量である 1.7GWを超えた場合には、同年度内に追加の入札を実

施することとした。この追加入札の設計については、以下のとおりと

した。（参考 79） 

➢ 募集容量：入札の競争性の確保のため、太陽光入札と同様、初回入

札の非落札容量の 40％とする。 

➢ 上限価格：当該追加入札は補足的な位置付けであって、原則は初回

入札であることから、初回入札と追加入札で上限価格に差をつける

こととした。具体的には、初回入札の加重平均落札価格または

2023年度入札の上限価格（15円/kWh）のいずれか高い額とする。 

【参考 79】陸上風力発電の 2022年度の入札のイメージ 
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3．バイオマス発電 

（1） バイオマス入札の 2022 年度の対象範囲 

◼ 2018 年度から入札対象となっている一般木質等（10,000kW 以上）及び

液体燃料（全規模）については、十分な FIT認定量があることや、海外

ではより低コストで事業実施できていること等をふまえて入札対象と

されていることを鑑み、引き続き、2023年度も入札制の対象とした。 

（2） バイオマス入札の 2022 年度の上限価格の事前公表・非公表 

◼ これまでの入札において、入札容量が募集容量を大きく下回る傾向であ

ることから、引き続き、事前非公表として、上限価格を意識した競争を

促すこととした。 

（3） バイオマス入札の 2022 年度の募集容量 

◼ これまでの入札において、入札容量が募集容量を大きく下回る傾向であ

るものの、入札参加申込容量は各回とも 100MWを超えており、この中に

は、設備容量 112MWの大規模案件を予定する事業計画も存在することか

ら、こうした大規模案件が入札できる可能性も維持するため、120MW を

据え置くこととした。 
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4．入札実施スケジュール、その他の入札に係る制度見直し 

（1） 2022年度の入札実施スケジュール 

◼ 2022年度の入札実施スケジュールについて、 

➢ 太陽光発電は計 4回（第 12回、第 13回、第 14回、第 15回）。 

➢ 陸上風力発電は１回（第 2回）。ただし、1.7GWを超える入札容量

があった場合には、同年度内に追加の入札を実施する。 

➢ バイオマス発電は１回（第 5回） 

の入札を実施し、いずれの入札も FIT・FIP認定取得期限を、入札結果

公表後、７ヶ月が経過した期日とすることとし、詳細は参考 80のとお

りとした。 

【参考 80】2022年度の入札実施スケジュール 

 

（2） 地域公共案件の取扱い 

◼ 保証金については、 

➢ 適正な入札実施を担保するため、入札参加者に対して第１次保証金

（500円/kW） 

➢ 落札者の確実な事業実施を担保するため、落札者に対して第２次保
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証金（5,000円/kW） 

を求めることとしているが、地方公共団体の関与により、適正な事業

実施が担保されている「地域公共案件」については、第１次保証金・

第２次保証金のいずれについても、免除することとしている。 

◼ この地域公共案件の対象については、適正な事業実施が担保されてい

る案件に対して保証金の減免を行うとの趣旨を鑑み、 

A) 当該再エネ発電事業に対する地方公共団体の直接の出資が確認でき

るもの 

B) 法律に基づいて策定された基準に基づく認定等により地方公共団体

が強く関与しているもの27 

としており、（B）については、現時点では、「農林漁業の健全な発展と

調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」（農

山漁村再エネ法）に基づいて市町村が認定する案件を、その具体的な

対象としているが、その他の対象については、必要に応じて本委員会

で議論して決定することとされている。 

◼ 2021年５月に成立した改正地球温暖化対策推進法の下、2022年度４月

から施行される「地域脱炭素化促進事業の認定制度」では、  

➢ 「地域脱炭素化促進事業」を行おうとする事業者は、その計画を策

定し、「地方公共団体実行計画」への適合等について、市町村の認

定を受けることができる。 

➢ 認定を受けた事業者の認定事業については、関係許可等の手続のワ

ンストップ化等の特例を受けることができる。 

➢ また、国・都道府県は、市町村に対し、「地方公共団体実行計画」

の策定やその円滑かつ確実な実施に関し、必要な情報提供、助言そ

の他の援助を行うよう努める。 

こととされている。 

◼ こうした制度趣旨を鑑み、2022年度の地域公共案件（類型（B））の対

 

 

27 地方公共団体からの認定等に関して、国から地方公共団体に対する適切な指導・助言等が可

能であることが前提。 
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象に、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づいて市町村が認定

する案件を加えることとした。 

（3） 電源接続案件一括検討プロセスに係る対応 

◼ 保証金については、前述のとおり、第１次保証金・第２次保証金を求

めることとしている。また、落札後も、速やかな事業実施を促す観点

から、入札結果公表後から７か月以内の認定取得を求めることとして

いる。 

◼ こうした制度設計の下、今年度の陸上風力発電の入札においては、入

札案件が電源接続案件一括検討プロセスの対象であることが、落札後

に判明し、期日までの接続契約の締結が困難であることを理由に、辞

退される事例が、複数見られている。 

◼ こうした案件は、電力会社からの接続検討の回答を得ていない等、期

日までの接続契約の見込みが明らかでない中で、入札に参加している

という意味では、入札参加事業者のリスク判断に基づく結果とも評価

できるが、一方で、事業リスクをとって、早期の案件形成を試みてい

るものとも評価できる。 

◼ こうした点もふまえ、 

➢ これまでの入札において、当該案件が電源接続案件一括検討プロセ

スの対象となったことを理由に辞退した結果として保証金が没収と

なった案件と同一の案件であって、 

➢ 既に電源接続案件一括検討プロセスに参加しており、当該プロセス

において、期日までの接続契約が見込まれることが確認できた場合

には、 

これまでの入札で没収となった保証金を繰り越して利用できる（すな

わち、これまでの入札で没収となった保証金の額と同額の保証金を免

除とする）こととし、エネルギーミックスの実現に向けて、案件形成

の加速化を図ることとした。 
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Ⅴ. 調達価格等に関する結論  

 以上をふまえ、令和４年度以降の交付対象区分等、基準価格、交付期間、特

定調達対象区分等、調達価格、調達期間、入札対象区分等、入札実施指針のう

ち供給価格上限額及び解体積立基準額に関する調達価格等算定委員会の意見

を、別紙のとおり取りまとめた。 
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想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
2

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

設
備

利
用

率
1

3
.7

%
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
0

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

0
2

2
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

余
剰

売
電

比
率

7
0

%
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
0

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

0
2

2
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

自
家

消
費

分
の

便
益

2
6

.3
3

円
/
k
W

h
2

6
.4

4
円

/
k
W

h
2

6
.4

4
円

/
k
W

h
2

6
.3

4
円

/
k
W

h

調
達

期
間

終
了

後
の

売
電

価
格

9
.3

円
/
k
W

h
9

.0
円

/
k
W

h
9

.0
円

/
k
W

h
9

.5
円

/
k
W

h

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
3

.2
%

2
0

2
0

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
2

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

調
達

期
間

1
0

年
間

1
0

年
間

1
0

年
間

1
0

年
間

※
 太

陽
光

発
電

（
1

0
k
W

未
満

）
に

限
り

、
当

該
調

達
価

格
に

消
費

税
相

当
額

を
含

む
も

の
と

す
る

。
※

 2
0

2
2

年
度

は
、

F
IT

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
と

し
、

F
IP

制
度

が
認

め
ら

れ
る

対
象

と
し

な
い

。

（
全

電
源

共
通

事
項

）
※

 2
0

2
2

年
度

は
F
IP

制
度

が
認

め
れ

ら
れ

る
対

象
を

5
0

k
W

以
上

と
し

、
2

0
2

3
年

度
以

降
の

F
IP

制
度

が
認

め
ら

れ
る

対
象

の
下

限
は

、
来

年
度

以
降

の
本

委
員

会
で

検
討

す
る

。
※

 沖
縄

地
域

・
離

島
等

供
給

エ
リ

ア
に

つ
い

て
は

、
F
IP

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
と

さ
れ

て
い

る
場

合
に

も
、

F
IT

制
度

を
適

用
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

1
別

紙



（
参

考
）

2
0

2
0

年
度

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

2
0

2
3

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

1
3

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

2
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

1
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

資
本

費

シ
ス

テ
ム

費
用

2
1

.2
万

円
/
k
W

-
-

1
7

.8
万

円
/
k
W

土
地

造
成

費
0

.4
万

円
/
k
W

 
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

接
続

費
用

1
.3

5
万

円
/
k
W

  
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

地
域

活
用

要
件

具
備

に
要

す
る

費
用

0
.3

万
円

/
k
W

-
-

シ
ス

テ
ム

費
用

1
7

.8
万

円
/
k
W

の
内

数

運
転

維
持

費
0

.5
万

円
/
k
W

/年
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

設
備

利
用

率
1

7
.2

％
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

自
家

消
費

比
率

5
0

％
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

自
家

消
費

分
の

便
益

1
8

.7
4

円
/
k
W

h
-

-
1

8
.0

3
円

/
k
W

h

運
転

年
数

2
0

年
間

-
-

2
0

2
0

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
4

％
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

調
達

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

②
太

陽
光

発
電

（
1

0
k
W

以
上

5
0

k
W

未
満

）
：

※
 2

0
2

2
年

度
は

、
F
IT

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
と

し
、

F
IP

制
度

が
認

め
ら

れ
る

対
象

と
し

な
い

。
※

 自
家

消
費

型
の

地
域

活
用

要
件

を
適

用
。

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
2



③
太

陽
光

発
電

（
5

0
k
W

以
上

2
5

0
k
W

未
満

）
：

（
注

1
）

2
0

2
3

年
度

に
つ

い
て

は
、

入
札

対
象

は
来

年
度

の
本

委
員

会
で

検
討

す
る

た
め

、
当

該
調

達
価

格
・

基
準

価
格

の
適

用
対

象
は

、
5

0
k
W

以
上

か
つ

入
札

対
象

範
囲

外
の

も
の

。

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て

（
参

考
）

2
0

2
0

年
度

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

2
0

2
3

年
度

（
注

1
）

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

F
 I
 T

調
達

価
格

1
2

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

1
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
9

.5
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

1
0

円
/
k
W

h
9

.5
円

/
k
W

h

資 本 費

シ
ス

テ
ム

費
用

1
4

.2
万

円
/
k
W

-
-

1
1

.7
万

円
/
k
W

土
地

造
成

費
0

.4
万

円
/
k
W

 
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

接
続

費
用

1
.3

5
万

円
/
k
W

  
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

運
転

維
持

費
0

.5
万

円
/
k
W

/年
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

設
備

利
用

率
1

7
.2

％
-

-
1

7
.7

％

運
転

年
数

2
0

年
間

-
-

2
5

年
間

調
達

期
間

終
了

後
の

売
電

価
格

-
-

-
9

.4
円

/
k
W

h

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
4

％
-

-
2

0
2

0
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

3



④
太

陽
光

発
電

（
2

5
0

k
W

以
上

5
0

0
k
W

未
満

）
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

2
0

2
3

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能
2

0
2

4
年

度
（

注
2

）

F
 I
 T

調
達

価
格

入
札

制
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

入
札

制
（

注
3

）
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

入
札

制

F
 I
 P

基
準

価
格

1
0

円
/
k
W

h
9

.5
円

/
k
W

h
来

年
度

以
降

の
本

委
員

会
で

検
討

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

⑥
太

陽
光

発
電

（
1

,0
0

0
k
W

以
上

）
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

2
0

2
2

年
度

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

入
札

制
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

F
 I
 P

基
準

価
格

入
札

制
（

注
3

）
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

入
札

制
来

年
度

以
降

の
本

委
員

会
で

検
討

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て

⑤
太

陽
光

発
電

（
5

0
0

k
W

以
上

1
,0

0
0

k
W

未
満

）
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能
2

0
2

3
年

度
2

0
2

4
年

度

F
 I
 T

調
達

価
格

入
札

制
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

入
札

制
（

注
3

）
供

給
価

格
上

限
額

は
表

⑦
の

と
お

り
（

事
前

公
表

）

F
 I
 P

基
準

価
格

1
0

円
/
k
W

h
入

札
制

来
年

度
以

降
の

本
委

員
会

で
検

討

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

（
注

3
）

2
0

2
2

年
度

は
、

既
築

建
物

の
屋

根
に

設
置

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
入

札
対

象
範

囲
外

で
あ

り
、

調
達

価
格

・
基

準
価

格
は

表
③

の
と

お
り

。

4

（
注

2
）

2
0

2
4

年
度

に
、

F
IP

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
に

つ
い

て
は

、
原

則
2

5
0

k
W

以
上



⑦
太

陽
光

発
電

（
2

0
2

2
年

度
（

第
1

2
回

～
第

1
5

回
）

入
札

制
（

2
5

0
k
W

以
上

）
）

2
0

2
2

年
度

第
1

2
回

第
1

3
回

第
1

4
回

第
1

5
回

供
給

価
格

上
限

額
1

0
.0

0
円

9
.8

8
円

9
.7

5
円

9
.6

3
円

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

第
８

回
（

参
考

）
第

９
回

（
参

考
）

第
1

0
回

（
参

考
）

第
1

1
回

供
給

価
格

上
限

額
1

1
.0

0
円

1
0

.7
5

円
1

0
.5

0
円

1
0

.2
5

円

5



⑧
解

体
等

積
立

基
準

額
（

太
陽

光
（

1
0

k
W

以
上

）
）

：

認
定

年
度

（
注

4
）

（
参

考
）

調
達

価
格

/
基

準
価

格
解

体
等

積
立

基
準

額

2
0

1
2

年
度

4
0

円
/
k
W

h
1

.6
2

円
/
k
W

h

2
0

1
3

年
度

3
6

円
/
k
W

h
1

.4
0

円
/
k
W

h

2
0

1
4

年
度

3
2

円
/
k
W

h
1

.2
8

円
/
k
W

h

2
0

1
5

年
度

2
9

円
/
k
W

h
2

7
円

/
k
W

h
1

.2
5

円
/
k
W

h

2
0

1
6

年
度

2
4

円
/
k
W

h
1

.0
9

円
/
k
W

h

2
0

1
7

年
度

入
札

対
象

外
2

1
円

/
k
W

h
0

.9
9

円
/
k
W

h

第
１

回
入

札
対

象
落

札
者

ご
と

0
.8

1
円

/
k
W

h

2
0

1
8

年
度

入
札

対
象

外
1

8
円

/
k
W

h
0

.8
0

円
/
k
W

h

第
２

回
入

札
対

象
（

落
札

者
な

し
）

－

第
３

回
入

札
対

象
落

札
者

ご
と

0
.6

3
円

/
k
W

h

2
0

1
9

年
度

入
札

対
象

外
1

4
円

/
k
W

h
0

.6
6

円
/
k
W

h

第
４

回
入

札
対

象
落

札
者

ご
と

0
.5

4
円

/
k
W

h

第
５

回
入

札
対

象
落

札
者

ご
と

0
.5

2
円

/
k
W

h

2
0

2
0

年
度

1
0

k
W

以
上

5
0

k
W

未
満

1
3

円
/
k
W

h
1

.3
3

円
/
k
W

h

5
0

k
W

以
上

2
5

0
k
W

未
満

1
2

円
/
k
W

h
0

.6
6

円
/
k
W

h

2
5

0
k
W

以
上

落
札

者
ご

と
0

.6
6

円
/
k
W

h

2
0

2
1

年
度

1
0

k
W

以
上

5
0

k
W

未
満

1
2

円
/
k
W

h
1

.3
3

円
/
k
W

h

5
0

k
W

以
上

1
1

円
/
k
W

h
0

.6
6

円
/
k
W

h

2
0

2
2

年
度

1
0

k
W

以
上

5
0

k
W

未
満

1
1

円
/
k
W

h
1

.3
3

円
/
k
W

h

5
0

k
W

以
上

1
0

円
/
k
W

h
0

.6
6

円
/
k
W

h

2
0

2
3

年
度

1
0

k
W

以
上

5
0

k
W

未
満

表
②

の
と

お
り

1
.3

3
円

/
k
W

h

5
0

k
W

以
上

表
③

～
⑥

の
と

お
り

0
.6

4
円

/
k
W

h
（

注
4

）
簡

易
的

に
認

定
年

度
を

記
載

し
て

い
る

が
、

調
達

価
格

/
基

準
価

格
の

算
定

に
お

い
て

想
定

さ
れ

て
い

る
廃

棄
等

費
用

を
積

み
立

て
る

と
い

う
観

点
か

ら
、

実
際

に
は

、
適

用
さ

れ
る

調
達

価
格

/
基

準
価

格
に

対
応

す
る

解
体

等
積

立
基

準
額

が
適

用
さ

れ
る

こ
と

と
す

る
。

な
お

、
参

考
と

し
て

記
載

し
て

い
る

調
達

価
格

に
つ

い
て

は
「

＋
消

費
税

」
を

省
略

し
て

い
る

。
入

札
対

象
の

調
達

価
格

/
基

準
価

格
は

落
札

者
ご

と
。

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
6



⑨
陸

上
風

力
発

電
（

新
設

（
5

0
k
W

未
満

）
）

：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

1
7

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

6
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

5
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
5

）
1

4
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
5

）

資
本

費
2

8
.2

万
円

/
k
W

2
7

.9
万

円
/
k
W

2
7

.5
万

円
/
k
W

2
7

.1
万

円
/
k
W

運
転

維
持

費
0

.9
3

万
円

/
k
W

/
年

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

0
2

1
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
3

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

設
備

利
用

率
2

5
.6

%
2

6
.8

%
2

8
.0

%
2

0
2

3
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
7

%
7

%
7

%
6

%

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

（
注

5
）

2
0

2
3

年
度

・
2

0
2

4
年

度
は

自
家

消
費

/地
域

消
費

・
地

域
一

体
型

の
地

域
活

用
要

件
を

適
用

。

（
注

6
）

2
0

2
1

年
度

は
2

5
0

k
W

以
上

（
注

7
）

2
0

2
2

年
度

の
追

加
入

札
は

、
第

2
回

入
札

に
お

い
て

入
札

容
量

が
1

.7
G

W
を

超
え

た
場

合
に

実
施

。

⑩
陸

上
風

力
発

電
（

新
設

（
5

0
k
W

以
上

）
）

：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能
（

参
考

）
2

0
2

3
年

度
2

0
2

4
年

度

F
 I
 T

調
達

価
格

入
札

制
（

第
1

回
）

（
注

6
）

供
給

価
格

上
限

額
は

1
7

円
/
k
W

h
（

事
前

公
表

）

入
札

制
（

第
2

回
）

供
給

価
格

上
限

額
は

1
6

円
/k

W
h

（
注

7
）

追
加

入
札

の
供

給
価

格
上

限
額

は
、

第
2

回
入

札
の

加
重

平
均

落
札

価
格

ま
た

は
2

0
2

3
年

度
入

札
の

供
給

価
格

上
限

額
の

い
ず

れ
か

高
い

額
（

事
前

公
表

）

F
 I
 P

基
準

価
格

1
6

円
/
k
W

h
入

札
制

供
給

価
格

上
限

額
は

1
5

円
/
k
W

h
（

事
前

公
表

）

入
札

制
供

給
価

格
上

限
額

は
1

4
円

/
k
W

h
（

事
前

公
表

）

資
本

費
2

8
.2

万
円

/
k
W

2
7

.9
万

円
/
k
W

2
7

.5
万

円
/
k
W

2
7

.1
万

円
/
k
W

運
転

維
持

費
0

.9
3

万
円

/
k
W

/
年

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

0
2

1
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
3

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

設
備

利
用

率
2

5
.6

%
2

6
.8

%
2

8
.0

%
2

0
2

3
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
7

%
7

%
7

%
6

%

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
7



⑫
着

床
式

洋
上

風
力

発
電

（
再

エ
ネ

海
域

利
用

法
適

用
外

）
：

⑬
浮

体
式

洋
上

風
力

発
電

（
再

エ
ネ

海
域

利
用

法
適

用
外

）
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

2
0

2
3

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能
2

0
2

4
年

度

F
 I
 T

調
達

価
格

3
2

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
2

9
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
入

札
制

F
 I
 P

基
準

価
格

2
9

円
/
k
W

h
入

札
制

来
年

度
以

降
の

本
委

員
会

で
検

討

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

2
0

2
4

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

F
 I
 T

調
達

価
格

3
6

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
3

6
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

6
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

6
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

3
6

円
/
k
W

h
3

6
円

/
k
W

h
3

6
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

⑪
陸

上
風

力
発

電
（

リ
プ

レ
ー

ス
）

：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

F
 I
 T

調
達

価
格

1
5

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

4
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

1
4

円
/
k
W

h

資
本

費
2

7
.2

万
円

/
k
W

2
6

.9
万

円
/
k
W

運
転

維
持

費
0

.9
3

万
円

/
k
W

/
年

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

設
備

利
用

率
2

5
.6

%
2

6
.8

%

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
5

%
5

%

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
8

※
着

床
式

・
浮

体
式

と
も

に
、

F
IP

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
は

再
エ

ネ
海

域
利

用
法

適
用

対
象

も
同

様
。



⑭
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

未
満

）
新

設
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

（
注

8
）

4
0

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
4

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
4

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
4

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

4
0

円
/
k
W

h
4

0
円

/
k
W

h
4

0
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

⑮
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

未
満

）
全

設
備

更
新

型
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

（
注

8
）

3
0

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
3

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

0
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

3
0

円
/
k
W

h
3

0
円

/
k
W

h
3

0
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

⑯
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

未
満

）
地

下
設

備
流

用
型

：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

（
注

8
）

1
9

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

9
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

9
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
1

9
円

/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

1
9

円
/
k
W

h
1

9
円

/
k
W

h
1

9
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て

（
注

8
）

2
0

2
2

～
2

0
2

4
年

度
の

1
,0

0
0

k
W

未
満

に
つ

い
て

は
、

自
家

消
費

/地
域

消
費

・
地

域
一

体
型

の
地

域
活

用
要

件
を

満
た

す
も

の
の

み
、

F
IT

制
度

を
適

用
。

た
だ

し
、

沖
縄

・
離

島
等

供
給

エ
リ

ア
は

、
地

域
活

用
要

件
を

求
め

な
い

こ
と

と
す

る
。

ま
た

、
2

0
2

2
～

2
0

2
4

年
度

の
1

,0
0

0
k
W

以
上

に
つ

い
て

は
、

F
IP

制
度

の
み

認
め

ら
れ

る
対

象
と

し
、

F
IT

制
度

が
認

め
ら

れ
る

対
象

と
し

な
い

。

9



⑰
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

以
上

）
新

設
：

⑱
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

以
上

）
全

設
備

更
新

型
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

2
6

円
/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

2
6

円
/
k
W

h
2

6
円

/
k
W

h
2

6
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

2
0

円
/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

2
0

円
/
k
W

h
2

0
円

/
k
W

h
2

0
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

⑲
地

熱
発

電
（

1
5

,0
0

0
k
W

以
上

）
地

下
設

備
流

用
型

：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

2
0

2
4

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

1
2

円
/
k
W

h
＋

消
費

税

F
 I
 P

基
準

価
格

1
2

円
/
k
W

h
1

2
円

/
k
W

h
1

2
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

1
5

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
1

0



⑳
水

力
（

2
0

0
k
W

未
満

）
新

設
：

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

（
参

考
）

2
0

2
3

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

2
0

2
4

年
度

※
F
IT

/
F
IP

が
選

択
可

能

F
 I
 T

調
達

価
格

（
注

9
）

3
4

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
3

4
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

4
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
3

4
円

/
k
W

h
＋

消
費
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0

年
間

2
0

年
間

（
注

1
4

）
2

0
2

2
年

度
に

つ
い

て
は

、
1

0
,0

0
0

k
W

未
満

で
あ

っ
て

、
自

家
消

費
/地

域
消

費
・

地
域

一
体

型
の

地
域

活
用

要
件

を
満

た
す

も
の

の
み

、
F
IT

制
度

を
適

用
。

た
だ

し
、

沖
縄

・
離

島
等

供
給

エ
リ

ア
は

、
地

域
活

用
要

件
を

求
め

な
い

こ
と

と
す

る
。

（
注

1
5

）
2

0
2

3
年

度
に

つ
い

て
は

、
2

,0
0

0
k
W

未
満

で
あ

っ
て

、
自

家
消

費
/地

域
消

費
・

地
域

一
体

型
の

地
域

活
用

要
件

を
満

た
す

も
の

の
み

、
F
IT

制
度

を
適

用
。

た
だ

し
、

沖
縄

・
離

島
等

供
給

エ
リ

ア
は

、
地

域
活

用
要

件
を

求
め

な
い

こ
と

と
す

る
。

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

2
0

2
3

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

1
7

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
1

7
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
1

4
）

1
7

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
1

5
）

F
 I
 P

基
準

価
格

1
7

円
/
k
W

h
1

7
円

/
k
W

h

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

（
参

考
）

2
0

2
1

年
度

（
参

考
）

2
0

2
2

年
度

2
0

2
3

年
度

F
 I
 T

調
達

価
格

3
9

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
3

9
円

/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
1

4
）

3
5

円
/
k
W

h
＋

消
費

税
（

注
1

5
）

F
 I
 P

基
準

価
格

3
9

円
/
k
W

h
3

5
円

/
k
W

h

資
本

費
3

9
2

万
円

/
k
W

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
2

4
3

万
円

/
k
W

運
転

維
持

費
1

8
.4

万
円

/
k
W

/
年

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
1

8
.4

万
円

/
k
W

/
年

設
備

利
用

率
9

0
%

2
0

2
1

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き
7

0
%

IR
R

（
税

引
前

）
（

法
人

税
等

の
税

引
前

の
内

部
収

益
率

）
1

%
2

0
2

1
年

度
の

想
定

値
を

据
え

置
き

2
0

2
2

年
度

の
想

定
値

を
据

え
置

き

調
達

期
間

/交
付

期
間

2
0

年
間

2
0

年
間

2
0

年
間

令
和

4
年

度
以

降
（

2
0

2
2

年
度

以
降

）
の

調
達

価
格

等
に

つ
い

て
1

6



F
I
P
（
入
札
）

F
I
T

(入
札
対
象
外

)

F
I
T
 (
入
札
対
象
外

)

（
参
考
）

F
I
T
/
F
I
P
・
入
札
の
対
象
（
太
陽
光
・
風
力
）
の
イ
メ
ー
ジ

5
0
k
W

０
k
W

1
,0
0
0
k
W

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

2
5
0
k
W

F
I
T
（
入
札
）

F
I
P
（
入
札
）

F
I
T

(入
札
対
象
外

)

注
1
）
太
陽
光
の
2
0
2
3
年
度
、
2
0
2
4
年
度
の
入
札
対
象
の
閾
値
は
、
2
0
2
2
年
度
の
閾
値
を
そ
の
ま
ま
仮
定
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
。
注
2
）
2
0
2
4
年
度
に
F
IP
制
度
の
み
認
め
ら
れ
る
対
象
は
原
則
2
5
0
k
W
以
上

注
3
）
リ
プ
レ
ー
ス
は
入
札
対
象
外
。
な
お
か
つ
1
,0
0
0
k
W
未
満
は
、
F
IT
/F
IP
が
選
択
可
能
。
注
4
）
沖
縄
地
域
・
離
島
等
供
給
エ
リ
ア
は
地
域
活
用
要
件
な
し
で
F
IT
制
度
を
選
択
可
能
と
す
る
。
注
5
）
浮
体
式
洋
上
風
力
に
つ
い
て
は
、
F
IT
/F
IP
が
選
択
可
能
。

※
選
択
可
能

F
I
T

（
入
札
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

F
I
P
（
入
札
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

5
0
0
k
W

※
既
築
の
建
物
へ
の
屋
根
設
置
は
入
札
免
除

注
1
）

5
0
k
W

０
k
W

F
I
T
（
入
札
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

※
選
択
可
能

※
選
択
可
能

※
既
築
の
建
物
へ
の
屋
根
設
置
は
入
札
免
除

※
選
択
可
能

F
I
P
（
入
札
）

注
1
）

5
0
k
W

０
k
W

F
I
P
（
入
札
）

1
0
k
W

F
I
P
（
入
札
）

※
選
択
可
能

F
I
T
（
入
札
）

F
I
P
（
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
適
用
外
は
入
札
対
象
外
）

※
選
択
可
能

陸
上
風
力

2
0

2
2
年
度

2
0

2
3
年
度

F
I
T
 (
入
札
対
象
外

)

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）
注
4
）

F
I
T
（
再
エ
ネ
海
域
利
用
法
適
用
外
は
入
札
対
象
外
）

着
床
式

洋
上
風
力

2
0

2
2
年
度

2
0

2
3
年
度

2
0

2
4
年
度

注
5
）

太
陽
光

2
0

2
2
年
度

2
0

2
3
年
度

2
0

2
4
年
度

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
T
（
住
宅
用
）

注
2
）

注
3
）

注
3
）

1
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（
参
考
）

F
I
T
/
F
I
P
・
入
札
の
対
象
（
地
熱
・
中
小
水
力
・
バ
イ
オ
マ
ス
）
の
イ
メ
ー
ジ

5
0
k
W

０
k
W

1
,0
0
0
k
W

注
）
地
熱
・
中
小
水
力
発
電
の
リ
プ
レ
ー
ス
は
新
設
と
同
様
の
取
扱
い
。

※
沖
縄
地
域
・
離
島
等
供
給
エ
リ
ア
は
い
ず
れ
の
電
源
も
地
域
活
用
要
件
な
し
で
F
IT
を
選
択
可
能
と
す
る
。

5
0
k
W

０
k
W

F
I
P
（
入
札
）

バ
イ
オ
マ
ス

（
液
体
燃
料
）

2
0

2
2
・

2
0

2
3
年
度

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

F
I
P

（
入
札
対
象
外
）

※
選
択
可
能

地
熱
・

中
小
水
力

2
0

2
2
～

2
0

2
4
年
度

5
0
k
W

０
k
W

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

F
I
P

（
入
札
対
象
外
）

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

2
,0
0
0
k
W

1
0
,0
0
0
k
W

F
I
P

（
入
札
対
象
外
）

5
0
k
W

０
k
W

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）
※
選
択
可
能

F
I
T
（
地
域
活
用
要
件
あ
り
）

F
I
P
（
入
札
対
象
外
）

2
,0
0
0
k
W

1
0
,0
0
0
k
W

F
I
P

（
入
札
対
象
外
）

F
I
P
（
入
札
）

F
I
P
（
入
札
）

※
選
択
可
能

注
）

バ
イ
オ
マ
ス

（
一
般
木
質
等
）

2
0

2
2
年
度

2
0

2
3
年
度

バ
イ
オ
マ
ス

（
そ
の
他
）

2
0

2
2
年
度

2
0

2
3
年
度

※
選
択
可
能

※
選
択
可
能

1
8



 

          

（
裏
綴
じ
） 





附則

１この告示は、公布の日から施行する。

２この告示の施行前に実施された入札については、なお従前の規定を適用する。
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(
３
)
入
札
実
施
機
関
は

(
２
)
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
原
則
と
し

(
３
)
指
定
入
札
機
関
は

(
２
)
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は

原
則
と
し

、
、

、
、

て
落
札
者
決
定
の
取
消
し
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で

て
落
札
者
決
定
の
取
消
し
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で

、
、

き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
明
を
求
め
た
者
に
対
し

き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
明
を
求
め
た
者
に
対
し

、
、

、
、

回
答
す
る
も
の
と
す
る
説
明
を
求
め
た
者
が

「１
落
札
者
決
定
の
取

回
答
す
る
も
の
と
す
る
説
明
を
求
め
た
者
が

「１
落
札
者
決
定
の
取

。
。

消
し
事
由

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

消
し
事
由

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
は

(
１
)
の
通
知
を
取
り
消
し
そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の

い
て
は

(
１
)
の
通
知
を
取
り
消
し

そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の

、
、

、
、

と
す
る

と
す
る

。
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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で
あ
っ
て
当
該
電
気
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
若
し
く
は

で
あ
っ
て
当
該
電
気
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
を
除
く

当
該
電
気
の
供
給
に
あ
た
り
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合
又

）

。
。

は
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
新
た
に
法
第
９
条
第
４
項
の
認
定
を
受
け
た

場
合
で
あ
っ
て
市
場
取
引
等
に
よ
っ
て
電
気
を
供
給
す
る
事
業
を
行
う
場
合

を
除
く

）

。
。

(
７
)
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
が
当
該
落
札
に
係

(
７
)
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
が
当
該
落
札
に
係

る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ
ス
を
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
で
あ

る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ
ス
を
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
で
あ

る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
変
更
を
し
た
こ
と

る
と
き
は
次
に
掲
げ
る
変
更
を
し
た
こ
と

、
。

、
。

ア

［略
］

ア

［略

］

イ
当
該
設
備
に
お
い
て
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス

イ
当
該
設
備
に
お
い
て
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス

比
率
を
増
加
さ
せ
る
変
更

（当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力

比
率
を
増
加
さ
せ
る
変
更

（当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力

に
増
加
が
な
い
場
合
又
は
当
該
設
備
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気

に
増
加
が
な
い
場
合
又
は
当
該
設
備
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気

の
供
給
量
の
う
ち
調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い

の
供
給
量
の
う
ち
調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い

で
供
給
す
る
場
合
若
し
く
は
当
該
部
分
の
供
給
に
あ
た
り
供
給
促
進
交
付

で
供
給
す
る
場
合
を
除
く

）

。
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合
を
除
く

）

。
ウ

［略

］

ウ

［略

］

エ
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
再
生
可
能

エ
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
区
分
等
ご
と
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ

エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
区
分
等
ご
と
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ

る
変
更

（当
該
設
備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電
気
の
供
給
量

（併
せ

る
変
更

（当
該
設
備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電
気
の
供
給
量

（併
せ

て
当
該
設
備
の
出
力
を
減
少
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
減
少
前
の

て
当
該
設
備
の
出
力
を
減
少
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
減
少
前
の

、
、

出
力
を
基
礎
と
し
た
電
気
の
供
給
量

）に
占
め
る
当
該
増
加
に
係
る
再
生

出
力
を
基
礎
と
し
た
電
気
の
供
給
量

）に
占
め
る
当
該
増
加
に
係
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
量

（調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約

可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
量

（調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約

に
よ
ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
若
し
く
は
当
該
部
分
の
供
給
に
あ
た
り
供

に
よ
ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
調
達
上
限
量
に
含
ま

、
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
調
達
上
限

れ
る
部
分
に
限
る

）が
20
％
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る

）

、
。

。
量
に
含
ま
れ
る
部
分
に
限
る

）が
2
0
％
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る

）

。
。

(
８
)

～(
1
0
)

［略

］

(
８
)

～(
1
0
)

［略

］

(
1
1
)
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
入
札

(
1
1
)
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
指
定

実
施
機
関
に
提
出
し
た
保
証
書
の
効
力
が
消
滅
す
る
ま
で
に
有
効
な
別

入
札
機
関
に
提
出
し
た
保
証
書
の
効
力
が
消
滅
す
る
ま
で
に

有
効
な
別

、
、

の
保
証
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
こ
と
(
当
該
保
証
書
の
効
力
が
消
滅
す
る

の
保
証
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
こ
と
(
当
該
保
証
書
の
効
力
が
消
滅
す
る

ま
で
に
現
金
で
当
該
保
証
金
相
当
額
を
入
札
実
施
機
関
に
納
付
し
た
場
合

ま
で
に
現
金
で
当
該
保
証
金
相
当
額
を
指
定
入
札
機
関
に
納
付
し
た
場
合

を
除
く

)
を
除
く

)
。

。
。

。
(
1
2
)

～(
1
4
)

［略

］

(
1
2
)

～(
1
4
)

［略

］

２
落
札
者
決
定
の
取
消
し
通
知

２
落
札
者
決
定
の
取
消
し
通
知

(
１
)
入
札
実
施
機
関
は

「１
落
札
者
決
定
の
取
消
し
事
由

」の
規
定
に

(
１
)
指
定
入
札
機
関
は

「１
落
札
者
決
定
の
取
消
し
事
由

」の
規
定
に

、
、

基
づ
き
落
札
者
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
は

当
該
落
札
に
係
る
認
定
事

基
づ
き
落
札
者
決
定
を
取
り
消
し
た
場
合
は

当
該
落
札
に
係
る
認
定
事

、
、

業
者
に
対
し

様
式
第
２
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る

業
者
に
対
し

様
式
第
２
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る

、
。

、
。

(
２
)
入
札
実
施
機
関
は

(
１
)
の
通
知
に
当
た
っ
て

そ
の
落
札
者
決
定
の

(
２
)
指
定
入
札
機
関
は

(
１
)
の
通
知
に
当
た
っ
て
そ
の
落
札
者
決
定
の

、
、

、
、

取
消
し
の
理
由
を
付
す
と
と
も
に

通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５

取
消
し
の
理
由
を
付
す
と
と
も
に

通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５

、
、

日
以
内
に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

日
以
内
に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

。
。
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い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

(
ア
)
の
通
知
を
取
り
消
し

い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

(
ア
)
の
通
知
を
取
り
消
し

、
、

、
、

そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る

そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る

。
。

イ
第
２
次
保
証
金
の
没
収
通
知
等

イ
第
２
次
保
証
金
の
没
収
通
知
等

(
ア
)
入
札
実
施
機
関
は

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」

(ア
)
指
定
入
札
機
関
は

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」

、
、

の
規
定
に
基
づ
き
第
２
次
保
証
金
を
没
収
し
た
場
合
は

そ
の
旨
を

の
規
定
に
基
づ
き
第
２
次
保
証
金
を
没
収
し
た
場
合
は

そ
の
旨
を

、
、

当
該
第
２
次
保
証
金
に
係
る
認
定
事
業
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と

当
該
第
２
次
保
証
金
に
係
る
認
定
事
業
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と

す
る

す
る

。
。

(
イ
)
入
札
実
施
機
関
は

(
ア
)
の
通
知
に
当
た
っ
て
そ
の
没
収
の
理

(
イ
)
指
定
入
札
機
関
は

(
ア
)
の
通
知
に
当
た
っ
て

そ
の
没
収
の
理

、
、

、
、

由
を
付
す
と
と
も
に

通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内

由
を
付
す
と
と
も
に
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内

、
、

に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

。
。

(
ウ
)
入
札
実
施
機
関
は

(
イ
)
の
規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た

(
ウ
)
指
定
入
札
機
関
は

(
イ
)
の
規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た

、
、

と
き
は

原
則
と
し
て

没
収
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ

と
き
は

原
則
と
し
て

没
収
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ

、
、

、
、

と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
明
を
求
め
た

と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に
説
明
を
求
め
た

、
、

者
に
対
し

回
答
す
る
も
の
と
す
る

説
明
を
求
め
た
者
が

「(
４
)

者
に
対
し

回
答
す
る
も
の
と
す
る
説
明
を
求
め
た
者
が

「(
４
)

、
。

、
。

保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な

保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は

(
ア
)
の
通
知
を
取
り
消
し

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は

(
ア
)
の
通
知
を
取
り
消
し

、
、

、
、

そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る

そ
の
旨
を
併
せ
て
回
答
す
る
も
の
と
す
る

。
。

３
落
札
者
決
定
の
通
知

３
落
札
者
決
定
の
通
知

入
札
実
施
機
関
は

法
第
７
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
に
落
札
者
と

指
定
入
札
機
関
は

法
第
７
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
落
札
者
に
落
札
者
と

、
、

し
て
決
定
し
た
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
は
様
式
第
１
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

し
て
決
定
し
た
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
は

様
式
第
１
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

、
、

る
る

。
。

４
入
札
の
結
果
の
公
表

４
入
札
の
結
果
の
公
表

入
札
実
施
機
関
は

入
札
の
結
果
に
つ
い
て

原
則

当
該
入
札
の
受
付
を

指
定
入
札
機
関
は
入
札
の
結
果
に
つ
い
て

原
則
当
該
入
札
の
受
付
を

、
、

、
、

、
、

終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
入

終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
指

、
、

札
実
施
機
関
の
ホ

ーム
ペ

ージ
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ

定
入
札
機
関
の
ホ

ーム
ペ

ージ
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
こ

と
と
す
る

と
と
す
る

。
。

(
１
)

・(
２
)

［略

］

(
１
)

・(
２
)

［略

］

第
６

［略

］

第
６

［略

］

第
７

落
札
者
決
定
の
取
消
し
等

第
７
落
札
者
決
定
の
取
消
し
等

１
落
札
者
決
定
の
取
消
し
事
由

１
落
札
者
決
定
の
取
消
し
事
由

落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
に
係
る
認
定
事
業
者
が

次
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
に
係
る
認
定
事
業
者
が

次
、

、
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
当
該
落
札

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

当
該
落
札

、
、

者
に
係
る
落
札
者
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る

者
に
係
る
落
札
者
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る

。
。

(
１
)

～(
５
)

［略

］

(
１
)

～(
５
)

［略

］

(
６
)
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
が
太
陽
光
発
電
設

(
６
)
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
が
太
陽
光
発
電
設

備
で
あ
る
と
き
は

蓄
電
池
を
当
該
設
備
に
係
る
逆
変
換
装
置
よ
り
も
太
陽

備
で
あ
る
と
き
は

蓄
電
池
を
当
該
設
備
に
係
る
逆
変
換
装
置
よ
り
も
太
陽

、
、

電
池
側
に
新
設
又
は
増
設
し
た
こ
と

（当
該
設
備
に
係
る
太
陽
電
池
の
合
計

電
池
側
に
新
設
又
は
増
設
し
た
こ
と

（当
該
設
備
に
係
る
太
陽
電
池
の
合
計

出
力
が
当
該
設
備
の
出
力
よ
り
も
大
き
い
場
合
に
限
り

当
該
蓄
電
池
が
電

出
力
が
当
該
設
備
の
出
力
よ
り
も
大
き
い
場
合
に
限
り

当
該
蓄
電
池
が
電

、
、

気
事
業
者
に
供
給
す
る
電
気
の
量
を
的
確
に
計
測
で
き
る
構
造
で
あ
る
場
合

気
事
業
者
に
供
給
す
る
電
気
の
量
を
的
確
に
計
測
で
き
る
構
造
で
あ
る
場
合

15



し
た
場
合
に
お
け
る
第
２
次
保
証
金
の
没
収

（落
札
者
が
保
証
金
の
提
供

し
た
場
合
に
お
け
る
第
２
次
保
証
金
の
没
収

（落
札
者
が
保
証
金
の
提
供

に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は

入
札
実
施
機
関
が

に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
指
定
入
札
機
関
が

、
、

、
、

当
該
落
札
者
及
び
当
該
保
証
書
に
係
る
保
証
者
に
対
し
て
没
収
額
に
相
当

当
該
落
札
者
及
び
当
該
保
証
書
に
係
る
保
証
者
に
対
し
て
没
収
額
に
相
当

す
る
額
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
を
い
う
以
下
こ
の
(
５
)
及
び
(
６
)
に
お

す
る
額
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
を
い
う

以
下
こ
の
(
５
)
及
び
(
６
)
に
お

。
。

い
て
同
じ

）に
よ
る
事
業
リ
ス
ク
を
低
減
し
健
全
な
入
札
環
境
を
整

い
て
同
じ

）に
よ
る
事
業
リ
ス
ク
を
低
減
し

健
全
な
入
札
環
境
を
整

。
、

。
、

備
す
る
た
め

落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
に
つ
い
て

備
す
る
た
め

落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
に
つ
い
て

、
、

第
２
次
保
証
金
の
没
収
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
次
に
掲
げ

第
２
次
保
証
金
の
没
収
事
由
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も

次
に
掲
げ

、
、

る
と
お
り
不
可
抗
力
事
由
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り

第
２
次
保
証
金
の

る
と
お
り
不
可
抗
力
事
由
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り

第
２
次
保
証
金
の

、
、

没
収
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

没
収
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

。
。

ア

［略

］

ア

［略

］

イ
不
可
抗
力
事
由
の
適
用
に
よ
る
第
２
次
保
証
金
の
没
収
の
免
除
を
受
け

イ
不
可
抗
力
事
由
の
適
用
に
よ
る
第
２
次
保
証
金
の
没
収
の
免
除
を
受
け

る
た
め
の
要
件

る
た
め
の
要
件

落
札
者
が

第
２
次
保
証
金
の
没
収
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は

落
札
者
が

第
２
次
保
証
金
の
没
収
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は

、
、

、
、

「(
５
)
ア
不
可
抗
力
事
由
の
範
囲

」に
掲
げ
る
不
可
抗
力
事
由
に
該
当

「(
５
)
ア
不
可
抗
力
事
由
の
範
囲

」に
掲
げ
る
不
可
抗
力
事
由
に
該
当

し
た
上
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し
た
上
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
、

い
こ
と
と
す
る

ま
た

次
の
(
ア
)
又
は
(
イ
)
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

い
こ
と
と
す
る
ま
た
当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

。
、

。
、

、
て
は

当
該
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

経
済
産
業
大
臣
又

経
済
産
業
大
臣
又
は
指
定
入
札
機
関
が
行
う
現
地
調
査
に
よ
る
確
認
を
受

、
、

は
入
札
実
施
機
関
が
行
う
現
地
調
査
に
よ
る
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
い
こ
と
と
す
る
。

(
ア
)

～(
ウ
)

［略

］

(
ア
)

～(
ウ
)

［略

］

ウ
不
可
抗
力
事
由
が
適
用
可
能
な
第
２
次
保
証
金
没
収
事
由

ウ
不
可
抗
力
事
由
が
適
用
可
能
な
第
２
次
保
証
金
没
収
事
由

適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
第
２
次
保
証
金
の
没
収
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
第
２
次
保
証
金
の
没
収
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
不
可
抗
力
事
由
と
第
２
次
保
証
金
没
収
事
由
の
対
応
関
係
は

そ
れ

き
る
不
可
抗
力
事
由
と
第
２
次
保
証
金
没
収
事
由
の
対
応
関
係
は
そ
れ

、
、

ぞ
れ
の
事
由
の
性
質
を
踏
ま
え
入
札
実
施
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る

ぞ
れ
の
事
由
の
性
質
を
踏
ま
え
指
定
入
札
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る

、
、

。
。

(
６
)
没
収
通
知
等
に
関
す
る
事
項

(
６
)
没
収
通
知
等
に
関
す
る
事
項

ア
第
１
次
保
証
金
の
没
収
通
知
等

ア
第
１
次
保
証
金
の
没
収
通
知
等

(
ア
)
入
札
実
施
機
関
は

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」

(ア
)
指
定
入
札
機
関
は

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」

、
、

の
規
定
に
基
づ
き
第
１
次
保
証
金
を
没
収
し
た
場
合
は

そ
の
旨
を

の
規
定
に
基
づ
き
第
１
次
保
証
金
を
没
収
し
た
場
合
は

そ
の
旨
を

、
、

当
該
第
１
次
保
証
金
に
係
る
入
札
参
加
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と

当
該
第
１
次
保
証
金
に
係
る
入
札
参
加
者
に
対
し
通
知
す
る
も
の
と

す
る

す
る

。
。

(
イ
)
入
札
実
施
機
関
は

(
ア
)
の
通
知
に
当
た
っ
て
そ
の
没
収
の
理

(
イ
)
指
定
入
札
機
関
は

(
ア
)
の
通
知
に
当
た
っ
て

そ
の
没
収
の
理

、
、

、
、

由
を
付
す
と
と
も
に

通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内

由
を
付
す
と
と
も
に
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内

、
、

に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

に
当
該
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

。
。

(
ウ
)
入
札
実
施
機
関
は

(
イ
)
の
規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た

(
ウ
)
指
定
入
札
機
関
は

(
イ
)
の
規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た

、
、

と
き
は

原
則
と
し
て

没
収
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ

と
き
は

原
則
と
し
て

没
収
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ

、
、

、
、

と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
明
を
求
め
た

と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
明
を
求
め
た

、
、

者
に
対
し

回
答
す
る
も
の
と
す
る

説
明
を
求
め
た
者
が

「(
４
)

者
に
対
し

回
答
す
る
も
の
と
す
る

説
明
を
求
め
た
者
が

「(
４
)

、
。

、
。

保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な

保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
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マ
ス
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の

マ
ス
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の

区
分
等
ご
と
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ
る

区
分
等
ご
と
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ
る

変
更

（当
該
設
備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電

変
更

（当
該
設
備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電

気
の
供
給
量

（併
せ
て
当
該
設
備
の
出
力
を
減
少

気
の
供
給
量

（併
せ
て
当
該
設
備
の
出
力
を
減
少

さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
減
少
前
の
出
力

さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
減
少
前
の
出
力

、
、

を
基
礎
と
し
た
電
気
の
供
給
量

）に
占
め
る
当
該

を
基
礎
と
し
た
電
気
の
供
給
量

）に
占
め
る
当
該

増
加
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
量

増
加
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
量

（調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ

（調
達
上
限
量
を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ

ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
若
し
く
は
当
該
部
分
の

ら
な
い
で
供
給
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
調

、
供
給
に
あ
た
り
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け

達
上
限
量
に
含
ま
れ
る
部
分
に
限
る

）が
2
0
％

。
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
調
達
上
限
量
に
含

以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る

）

、
。

ま
れ
る
部
分
に
限
る

）が
2
0
％
以
上
で
あ
る
場

。
合
に
限
る

）

。

1
1

［略

］

［略

］

［略

］

1
1

［略

］

［略

］

［略

］

～
～

1
3

1
3

1
4
第
２
次
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
全
額

1
4
第
２
次
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
全
額

保
証
金
供
に
代
え
て
入
札
実
施
機
関
に
提
出
し
た
保
証
書
の

保
証
金
供
に
代
え
て
指
定
入
札
機
関
に
提
出
し
た
保
証
書
の

効
力
が
消
滅
す
る
ま
で
に

有
効
な
別
の
保
証
書
の

効
力
が
消
滅
す
る
ま
で
に

有
効
な
別
の
保
証
書
の

、
、

提
出
が
な
か
っ
た
こ
と
(
当
該
保
証
書
の
効
力
が
消
滅

提
出
が
な
か
っ
た
こ
と
(当
該
保
証
書
の
効
力
が
消
滅

す
る
ま
で
に
現
金
で
当
該
保
証
金
相
当
額
を
入
札
実

す
る
ま
で
に
現
金
で
当
該
保
証
金
相
当
額
を
指
定
入

施
機
関
に
納
付
し
た
場
合
を
除
く

)
札
機
関
に
納
付
し
た
場
合
を
除
く

)
。

。
。

。

1
5

［略

］

［略

］

［略

］

1
5

［略

］

［略

］

［略

］

・

・

1
6

1
6

備
考

［略

］

備
考

［略

］

イ
保
証
書
に
係
る
保
証
債
務
の
履
行

イ
保
証
書
に
係
る
保
証
債
務
の
履
行

入
札
参
加
者
又
は
落
札
者
が
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
入
札
実
施
機
関

入
札
参
加
者
又
は
落
札
者
が
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
指
定
入
札
機
関

に
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
没
収
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に

に
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て

没
収
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に

、
、

よ
り
入
札
実
施
機
関
が
当
該
保
証
書
に
係
る
保
証
者
に
当
該
保
証
書
に
係

よ
り
指
定
入
札
機
関
が
当
該
保
証
書
に
係
る
保
証
者
に
当
該
保
証
書
に
係

る
保
証
債
務
の
履
行
の
請
求
を
行
っ
た
と
き
は
当
該
保
証
者
は

入
札

る
保
証
債
務
の
履
行
の
請
求
を
行
っ
た
と
き
は

当
該
保
証
者
は
指
定

、
、

、
、

実
施
機
関
が
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
没
収
事
由
に
係
る
没
収
額
に
相
当
す

入
札
機
関
が
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
没
収
事
由
に
係
る
没
収
額
に
相
当
す

る
額
を
入
札
実
施
機
関
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

る
額
を
指
定
入
札
機
関
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

。
。

(
５
)
不
可
抗
力
事
由
に
よ
る
第
２
次
保
証
金
没
収
の
免
除

(
５
)
不
可
抗
力
事
由
に
よ
る
第
２
次
保
証
金
没
収
の
免
除

大
規
模
災
害
な
ど
落
札
前
に
は
予
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
象
が
発
生

大
規
模
災
害
な
ど
落
札
前
に
は
予
見
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
象
が
発
生
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１

［略

］

［略

］

［略

］

１

［略

］

［略

］

［略

］

～
～

８
８

９
第
２
次
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
全
額

９
第
２
次
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
全
額

保
証
金
が
太
陽
光
発
電
設
備
で
あ
る
と
き
は

蓄
電
池
を
当

保
証
金
が
太
陽
光
発
電
設
備
で
あ
る
と
き
は

蓄
電
池
を
当

、
、

該
設
備
に
係
る
逆
変
換
装
置
よ
り
も
太
陽
電
池
側
に

該
設
備
に
係
る
逆
変
換
装
置
よ
り
も
太
陽
電
池
側
に

新
設
又
は
増
設
し
た
こ
と

（当
該
設
備
に
係
る
太
陽

新
設
又
は
増
設
し
た
こ
と

（当
該
設
備
に
係
る
太
陽

電
池
の
合
計
出
力
が
当
該
設
備
の
出
力
よ
り
も
大
き

電
池
の
合
計
出
力
が
当
該
設
備
の
出
力
よ
り
も
大
き

い
場
合
に
限
り

当
該
蓄
電
池
が
電
気
事
業
者
に
供

い
場
合
に
限
り

当
該
蓄
電
池
が
電
気
事
業
者
に
供

、
、

給
す
る
電
気
の
量
を
的
確
に
計
測
で
き
る
構
造
で
あ

給
す
る
電
気
の
量
を
的
確
に
計
測
で
き
る
構
造
で
あ

る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
電
気
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な

る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
電
気
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な

い
で
供
給
す
る
場
合
若
し
く
は
当
該
電
気
の
供
給
に

い
で
供
給
す
る
場
合
を
除
く

）

。
。

あ
た
り
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合

又
は
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
新
た
に
法
第
９
条

第
４
項
の
認
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
市
場
取
引

等
に
よ
っ
て
電
気
を
供
給
す
る
事
業
を
行
う
場
合
を

除
く

）

。
。

1
0
第
２
次
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
全
額

1
0
第
２
次
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
全
額

保
証
金
が
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ

保
証
金
が
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
マ

ス
を
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
で
あ
る
と
き
は

ス
を
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
で
あ
る
と
き
は

次
に
掲
げ
る
変
更
を
し
た
こ
と

次
に
掲
げ
る
変
更
を
し
た
こ
と

、
。

、
。

ア

［略

］

ア

［略

］

イ
当
該
設
備
に
お
い
て
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
に
係

イ
当
該
設
備
に
お
い
て
用
い
る
バ
イ
オ
マ
ス
に
係

る
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ
る
変
更

る
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
を
増
加
さ
せ
る
変
更

（当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
に

（当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
に

増
加
が
な
い
場
合
又
は
当
該
設
備
に
よ
る
再
生
可

増
加
が
な
い
場
合
又
は
当
該
設
備
に
よ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供
給
量
の
う
ち

当
該
設

能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供
給
量
の
う
ち

当
該
設

、
、

備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電
気
の
供
給
量
に

備
を
用
い
て
行
う
発
電
に
係
る
電
気
の
供
給
量
に

当
該
変
更
前
の
当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率

当
該
変
更
前
の
当
該
合
計
の
バ
イ
オ
マ
ス
比
率

（以
下

「調
達
上
限
比
率

」と
い
う

）を
乗
じ

（以
下

「調
達
上
限
比
率

」と
い
う

）を
乗
じ

。
。

て
得
た
量

（以
下

「調
達
上
限
量

」と
い
う

）

て
得
た
量

（以
下

「調
達
上
限
量

」と
い
う

）

。
。

を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い
で
供
給

を
超
え
る
部
分
を
特
定
契
約
に
よ
ら
な
い
で
供
給

す
る
場
合
若
し
く
は
当
該
部
分
の
供
給
に
あ
た
り

す
る
場
合
を
除
く

）

。
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
な
い
場
合
を
除

く

）

。
ウ

［略

］

ウ
［略

］

エ
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ

エ
当
該
落
札
に
係
る
バ
イ
オ
マ
ス
以
外
の
バ
イ
オ
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入
札
に
再
度
参
加
し

当
初
の
落
札
価
格
以
下
の
価
格
で
入
札
す
る
こ
と

入
札
に
再
度
参
加
し

当
初
の
落
札
価
格
以
下
の
価
格
で
入
札
す
る
こ
と

、
、

を
条
件
に
１
回
に
限
り

第
２
次
保
証
金
を
繰
り
越
し

当
該
入
札
の

を
条
件
に
１
回
に
限
り
第
２
次
保
証
金
を
繰
り
越
し
当
該
入
札
の

、
、

、
、

、
、

第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る

（当
該

第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る

（当
該

落
札
者
が
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に

落
札
者
が
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
当
該
保
証
書
を
当
該
入
札
の
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保

あ
っ
て
は
当
該
保
証
書
を
当
該
入
札
の
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保

、
、

証
金
に
係
る
保
証
書
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

）こ
と
と
す
る

証
金
に
係
る
保
証
書
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

）こ
と
と
す
る

。
。

エ
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
関
す
る
不
備
等

エ
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
関
す
る
不
備
等

第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
ま
で
に
第
２
次
保
証
金
の
全
額
が
入
札
実

第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
ま
で
に
第
２
次
保
証
金
の
全
額
が
指
定
入

施
機
関
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は
当
該
落
札

札
機
関
に
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
場
合
は

当
該
落
札

、
、

者
の
落
札
は
無
効
と
す
る

者
の
落
札
は
無
効
と
す
る

。
。

(
３
)
保
証
金
の
免
除

(
３
)
保
証
金
の
免
除

ア
入
札
参
加
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
係
る
事
業
が

入
札
参
加
者
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
係
る
事
業
が

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
直
接
の
出
資
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
直
接
の
出
資
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当

該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

発
電
設
備
が
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ

発
電
設
備
が
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ

ー電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
2
5
年
法
律
第
8
1
号

）

ル
ギ

ー電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
2
5
年
法
律
第
8
1
号

）

第
７
条
第
３
項
に
基
づ
く
設
備
整
備
計
画
の
認
定
若
し
く
は
地
球
温
暖
化

第
７
条
第
３
項
に
基
づ
く
設
備
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
1
0
年
法
律
第
1
1
7
号

）第
2
2
条
の
２

場
合
は
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
免

、
第
３
項
に
基
づ
く
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
も
の

除
す
る
。

で
あ
る
場
合
は

第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
い
ず
れ
に
つ
い

、
て
も
免
除
す
る
。

イ
こ
れ
ま
で
の
入
札
に
お
い
て
当
該
案
件
が
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ

[
新
設
]

ロ
セ
ス
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
辞
退
が
な
さ
れ
た
結
果
と
し
て

保
証
金
が
没
収
と
な
っ
た
案
件
と
同
一
の
案
件
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

既
に
電
源
接
続
案
件
一
括
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
て
お
り
当
該
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
認
定
取
得
期
限
ま
で
の
接
続
同
意
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
場
合
に
は

こ
れ
ま
で
の
入
札
に
お
い
て
没
収
と
な
っ
た
第
１

、
次
保
証
金
又
は
第
２
次
保
証
金
の
額
と
同
額
を
第
１
次
保
証
金
又
は
第
２

次
保
証
金
か
ら
免
除
す
る
。

(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

ア
没
収
事
由
及
び
没
収
額

ア
没
収
事
由
及
び
没
収
額

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す
る
特

基
づ
く
入
札
実
施
機
関
に
関
す
る
省
令

（平
成
2
9
年
経
済
産
業
省
令
第
５

別
措
置
法
に
基
づ
く
指
定
入
札
機
関
に
関
す
る
省
令

（平
成
2
9
年
経
済
産

号

）第
５
条
に
規
定
す
る
入
札
実
施
指
針
に
定
め
る
事
由

（以
下

「没
収

業
省
令
第
５
号

）第
６
条
に
規
定
す
る
入
札
実
施
指
針
に
定
め
る
事
由

事
由

」と
い
う

）は
次
の
表
の
と
お
り
と
し
没
収
事
由
に
該
当
し
た

（以
下

「没
収
事
由

」と
い
う

）は
次
の
表
の
と
お
り
と
し
没
収
事

。
、

。
、

場
合
に
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
庫
納
付
す
べ
き
額

（以
下

「没
収
額

」

由
に
該
当
し
た
場
合
に
同
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
庫
納
付
す
べ
き
額

（以
と
い
う

）は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

下
「没

収
額

」と
い
う

）は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。
。

。
。

保
証
金
没
収
事
由

没
収
額

保
証
金
没
収
事
由

没
収
額

の
種
類

の
種
類
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る

（落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場

る

（落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は

当
該
保
証
書
は
当
該
落
札
者
に
返
還
せ
ず
当
該
落
札

合
に
あ
っ
て
は

当
該
保
証
書
は
当
該
落
札
者
に
返
還
せ
ず

当
該
落
札

、
、

、
、

者
が
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の
一
部
に
係
る
保
証

者
が
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の
一
部
に
係
る
保
証

書
と
み
な
す

）こ
と
と
す
る

書
と
み
な
す

）こ
と
と
す
る

。
。

(
２
)
第
２
次
保
証
金

(
２
)
第
２
次
保
証
金

ア
第
２
次
保
証
金
の
額

ア
第
２
次
保
証
金
の
額

第
２
次
保
証
金
の
単
価
は

5
,
0
0
0
円
/
k
W
と
す
る

し
た
が
っ
て

落
第
２
次
保
証
金
の
単
価
は

5
,
0
0
0
円
/
k
W
と
す
る

し
た
が
っ
て

落
、

。
、

、
。

、
札
者
が
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の
額
は
当
該
落

札
者
が
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の
額
は
当
該
落

、
、

札
者
が
落
札
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
出
力

（バ
イ
オ
マ

札
者
が
落
札
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
出
力

（バ
イ
オ
マ

ス
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は

入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力

）に
当

ス
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力

）に
当

、
、

該
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

た
だ
し

「(
１
)
ウ

第
１
次
保
証

該
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

た
だ
し

「(
１
)
ウ
第
１
次
保
証

。
、

。
、

金
の
返
還
及
び
第
２
次
保
証
金
へ
の
充
当

」の
規
定
に
よ
り
落
札
者
が

金
の
返
還
及
び
第
２
次
保
証
金
へ
の
充
当

」の
規
定
に
よ
り

落
札
者
が

、
、

第
１
次
保
証
金
と
し
て
提
供
し
た
額
が
第
２
次
保
証
金
に
充
当
さ
れ
る

第
１
次
保
証
金
と
し
て
提
供
し
た
額
が
第
２
次
保
証
金
に
充
当
さ
れ
る

（落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合

（落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
て
保
証
書
を
提
出
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は

当
該
保
証
書
が
第
２
次
保
証
金
の
一
部
に
係
る
保
証
書
と

に
あ
っ
て
は

当
該
保
証
書
が
第
２
次
保
証
金
の
一
部
に
係
る
保
証
書
と

、
、

み
な
さ
れ
る

）た
め

落
札
者
が
第
２
次
保
証
金
の
提
供
の
た
め
に
追
加

み
な
さ
れ
る

）た
め

落
札
者
が
第
２
次
保
証
金
の
提
供
の
た
め
に
追
加

、
、

的
に
納
付
す
べ
き
額
は

当
該
落
札
者
が
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の

的
に
納
付
す
べ
き
額
は
当
該
落
札
者
が
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
の

、
、

額
か
ら
当
該
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
と
し
て
提
供
し
た
額
を
減
じ
て
得

額
か
ら
当
該
落
札
者
が
第
１
次
保
証
金
と
し
て
提
供
し
た
額
を
減
じ
て
得

た
額
と
す
る

た
額
と
す
る

。
。

イ
第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限

イ
第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限

第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
は

当
該
落
札
に
係
る
入
札
の
結
果
が
公

第
２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
は

当
該
落
札
に
係
る
入
札
の
結
果
が
公

、
、

表
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
と
す
る

た
だ
し

年
表
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
と
す
る
た
だ
し

年
。

、
。

、
末
年
始
等
の
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は

入
札
実
施
機
関
が
当
該
期
間

末
年
始
等
の
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は

指
定
入
札
機
関
が
当
該
期
間

、
、

を
考
慮
し
て
定
め
る
日
ま
で
と
す
る
ま
た

繰
上
げ
落
札
者
に
係
る
第

を
考
慮
し
て
定
め
る
日
ま
で
と
す
る

ま
た

繰
上
げ
落
札
者
に
係
る
第

。
、

。
、

２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
は

入
札
実
施
機
関
が
定
め
る
日
ま
で
と
す
る

２
次
保
証
金
の
提
供
期
限
は

指
定
入
札
機
関
が
定
め
る
日
ま
で
と
す
る

、
、

。
。

ウ
第
２
次
保
証
金
の
返
還
又
は
翌
年
度
の
入
札
の
第
１
次
保
証
金
及
び
第

ウ
第
２
次
保
証
金
の
返
還
又
は
翌
年
度
の
入
札
の
第
１
次
保
証
金
及
び
第

２
次
保
証
金
へ
の
充
当

２
次
保
証
金
へ
の
充
当

入
札
実
施
機
関
は

落
札
者
が
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

指
定
入
札
機
関
は

落
札
者
が
当
該
落
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

、
、

ー発
電
設
備
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供
給
を
開
始
し
た
場

ー発
電
設
備
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供
給
を
開
始
し
た
場

合
に
は

原
則
と
し
て

当
該
供
給
を
開
始
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

合
に
は
原
則
と
し
て
当
該
供
給
を
開
始
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

、
、

、
、

て
３
カ
月
以
内
に
当
該
落
札
者
が
提
供
し
た
第
２
次
保
証
金
の
額
を

て
３
カ
月
以
内
に
当
該
落
札
者
が
提
供
し
た
第
２
次
保
証
金
の
額
を

、
、

、
、

当
該
落
札
者

（再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
者
の
変
更
の
認
定
が
あ

当
該
落
札
者

（再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
者
の
変
更
の
認
定
が
あ

っ
た
場
合
に
は

当
該
変
更
後
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
者
を

っ
た
場
合
に
は
当
該
変
更
後
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
者
を

、
、

い
う

以
下
こ
の
ウ
に
お
い
て
同
じ

）に
返
還
す
る
こ
と
と
す
る

た
い
う

以
下
こ
の
ウ
に
お
い
て
同
じ

）に
返
還
す
る
こ
と
と
す
る

た
。

。
。

。
。

。
だ
し

当
該
落
札
者
が

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規

だ
し

当
該
落
札
者
が

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規

、
、

定
す
る
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

こ
の

定
す
る
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
お
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
こ
の

、
。

、
。

場
合
に
お
い
て

当
該
落
札
者
が

「第
６

２
落
札
者
の
認
定
の
取
得

場
合
に
お
い
て

当
該
落
札
者
が

「第
６

２
落
札
者
の
認
定
の
取
得

、
、

期
限

」で
定
め
る
期
限
ま
で
に
認
定
を
取
得
で
き
な
い
と
き
は
当
該
落

期
限

」で
定
め
る
期
限
ま
で
に
認
定
を
取
得
で
き
な
い
と
き
は
当
該
落

、
、

札
に
係
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
当
該
期
限
の
経
過
後
初
め
て
実
施
さ
れ
る

札
に
係
る
事
業
計
画
に
つ
い
て
当
該
期
限
の
経
過
後
初
め
て
実
施
さ
れ
る
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札
量
が
入
札
量
を
上
回
っ
た
区
分
に
お
い
て
低
価
の
非
落
札
者
か
ら
順
次

追
加
の
落
札
者
を
決
定
す
る
。

(
７
)

［略

］

(
６
)

［略

］

２
保
証
金

２
保
証
金

恣
意
的
に
供
給
価
格
を
低
く
設
定
し
て
複
数
の
入
札
を
行
う
こ
と
等
に
よ
る

恣
意
的
に
供
給
価
格
を
低
く
設
定
し
て
複
数
の
入
札
を
行
う
こ
と
等
に
よ
る

入
札
の
不
正
操
作
や
過
当
な
価
格
競
争
を
防
ぎ

適
正
な
入
札
の
実
施
を
担
保

入
札
の
不
正
操
作
や
過
当
な
価
格
競
争
を
防
ぎ

適
正
な
入
札
の
実
施
を
担
保

、
、

す
る
た
め

入
札
参
加
者
に
対
す
る
保
証
金

（以
下

「第
１
次
保
証
金

」と
い

す
る
た
め

入
札
参
加
者
に
対
す
る
保
証
金

（以
下

「第
１
次
保
証
金

」と
い

、
、

う

）を
求
め
る
こ
と
と
す
る

ま
た

入
札
対
象
区
分
等
に
お
い
て
は
落

う

）を
求
め
る
こ
と
と
す
る
ま
た

入
札
対
象
区
分
等
に
お
い
て
は
落

。
。

、
、

。
。

、
、

札
者
の
み
が
認
定
を
取
得
し
事
業
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め

落
札

札
者
の
み
が
認
定
を
取
得
し
事
業
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
落
札

、
、

者
の
確
実
な
事
業
実
施
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る

こ
の
た
め

落
札
者
に
対

者
の
確
実
な
事
業
実
施
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る

こ
の
た
め
落
札
者
に
対

。
、

。
、

す
る
保
証
金

（以
下

「第
２
次
保
証
金

」と
い
う

）を
求
め
る
こ
と
と
す
る

す
る
保
証
金

（以
下

「第
２
次
保
証
金

」と
い
う

）を
求
め
る
こ
と
と
す
る

。
。

。
。

入
札
参
加
者
は

保
証
金
に
相
当
す
る
額
を
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
る
こ

入
札
参
加
者
は

保
証
金
に
相
当
す
る
額
を
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
る
こ

、
、

と
を
担
保
す
る
書
面

（当
該
保
証
金
に
相
当
す
る
額
の
提
供
を
担
保
す
る
者

と
を
担
保
す
る
書
面

（当
該
保
証
金
に
相
当
す
る
額
の
提
供
を
担
保
す
る
者

（以
下

「保
証
者

」と
い
う

）が
入
札
実
施
機
関
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す

（以
下

「保
証
者

」と
い
う

）が
指
定
入
札
機
関
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す

。
。

る
場
合
に
限
る
以
下

「保
証
書

」と
い
う

）を
入
札
実
施
機
関
に
提
出
す

る
場
合
に
限
る
以
下

「保
証
書

」と
い
う

）を
指
定
入
札
機
関
に
提
出
す

。
。

。
。

る
こ
と
に
よ
り
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
る
こ
と

る
こ
と
に
よ
り
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
提
供
に
代
え
る
こ
と

、
、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

入
札
実
施
機
関
は
当
該
保
証
書
を
返
還

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

指
定
入
札
機
関
は
当
該
保
証
書
を
返
還

。
、

、
。

、
、

す
る
こ
と
に
よ
り

保
証
金
の
返
還
に
代
え
る
こ
と
と
す
る

ま
た
入
札
参

す
る
こ
と
に
よ
り

保
証
金
の
返
還
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
ま
た
入
札
参

、
。

、
、

。
、

加
者
は
保
証
金
の
全
額
を
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り

入
札

加
者
は
保
証
金
の
全
額
を
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定

、
、

、
、

実
施
機
関
か
ら
当
該
保
証
書
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

入
札
機
関
か
ら
当
該
保
証
書
の
返
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

。
。

な
お
同
一
の
入
札
の
回
に
お
い
て

複
数
の
発
電
設
備
に
つ
い
て
入
札
す

な
お
同
一
の
入
札
の
回
に
お
い
て

複
数
の
発
電
設
備
に
つ
い
て
入
札
す

、
、

、
、

る
者
は
第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
発
電
設

る
者
は

第
１
次
保
証
金
及
び
第
２
次
保
証
金
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
発
電
設

、
、

備
ご
と
に
提
供
す
る
こ
と
と
す
る

備
ご
と
に
提
供
す
る
こ
と
と
す
る

。
。

(
１
)
第
１
次
保
証
金

(
１
)
第
１
次
保
証
金

ア
第
１
次
保
証
金
の
額

ア
第
１
次
保
証
金
の
額

第
１
次
保
証
金
の
単
価
は

5
0
0円

/
k
W
と
す
る

し
た
が
っ
て

入
札

第
１
次
保
証
金
の
単
価
は

5
0
0円

/
k
W
と
す
る
し
た
が
っ
て
入
札

、
。

、
、

。
、

参
加
者
が
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
１
次
保
証
金
の
額
は

当
該

参
加
者
が
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
１
次
保
証
金
の
額
は
当
該

、
、

入
札
参
加
者
の
当
該
入
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
出

入
札
参
加
者
の
当
該
入
札
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
出

力

（バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は

入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮

力

（バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮

、
、

後
出
力

）に
当
該
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

後
出
力

）に
当
該
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

。
。

イ

［略

］

イ

［略

］

ウ
第
１
次
保
証
金
の
返
還
及
び
第
２
次
保
証
金
へ
の
充
当

ウ
第
１
次
保
証
金
の
返
還
及
び
第
２
次
保
証
金
へ
の
充
当

入
札
実
施
機
関
は

入
札
参
加
者
の
う
ち

落
札
者
と
し
て
決
定
し
た

指
定
入
札
機
関
は

入
札
参
加
者
の
う
ち

落
札
者
と
し
て
決
定
し
た

、
、

、
、

者
及
び

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に

者
及
び

「(
４
)
保
証
金
の
没
収
に
関
す
る
事
項

」に
規
定
す
る
事
由
に

該
当
し
た
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
に
対
し
て
入
札
の
結
果
が

該
当
し
た
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
に
対
し
て

入
札
の
結
果
が

、
、

公
表
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
に
当
該
者
が
提
供

公
表
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
週
間
以
内
に
当
該
者
が
提
供

、
、

し
た
第
１
次
保
証
金
の
額
を
返
還
す
る
こ
と
と
す
る

し
た
第
１
次
保
証
金
の
額
を
返
還
す
る
こ
と
と
す
る

。
。

落
札
者
が
提
供
し
た
第
１
次
保
証
金
は

当
該
落
札
者
に
返
還
せ
ず

落
札
者
が
提
供
し
た
第
１
次
保
証
金
は
当
該
落
札
者
に
返
還
せ
ず

、
、

、
、

当
該
落
札
者
が
入
札
実
施
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
に
充
当
す

当
該
落
札
者
が
指
定
入
札
機
関
に
提
供
す
べ
き
第
２
次
保
証
金
に
充
当
す
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そ
の
他

入
札
実
施
機
関
に
手
数
料
を
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
こ
と
を

そ
の
他

指
定
入
札
機
関
に
手
数
料
を
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
る
こ
と
を

、
、

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
と
す
る

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
と
す
る

。
。

２
入
札
参
加
の
可
否
に
関
す
る
通
知

２
入
札
参
加
の
可
否
に
関
す
る
通
知

(
１
)
入
札
実
施
機
関
は

原
則

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
事
業
計

(
１
)
指
定
入
札
機
関
は
原
則

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
事
業
計

、
、

、
、

画
の
提
出
が
あ
っ
た
日

（当
該
事
業
計
画
が
入
札
実
施
機
関
に
到
達
し
た

画
の
提
出
が
あ
っ
た
日

（当
該
事
業
計
画
が
指
定
入
札
機
関
に
到
達
し
た

日
）の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
ヶ
月
以
内
に

当
該
事
業
計
画
の
提
出
者

日

）の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
ヶ
月
以
内
に

当
該
事
業
計
画
の
提
出
者

、
、

に
対
し

法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
入
札
へ
の
参
加
の
可

に
対
し
法
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
入
札
へ
の
参
加
の
可

、
、

否
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

同
一
の
入
札
の
回
に
お
い
て
複
数
の
発
電

否
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

同
一
の
入
札
の
回
に
お
い
て
複
数
の
発
電

。
。

設
備
に
つ
い
て
事
業
計
画
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は

発
電
設
備
ご
と
に

設
備
に
つ
い
て
事
業
計
画
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は

発
電
設
備
ご
と
に

、
、

通
知
す
る
こ
と
と
す
る

通
知
す
る
こ
と
と
す
る

。
。

(
２
)
入
札
実
施
機
関
は

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
通
知
す

(
２
)
指
定
入
札
機
関
は

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
通
知
す

、
、

る
に
当
た
っ
て

入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
を
付
す
と
と
も

る
に
当
た
っ
て

入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
を
付
す
と
と
も

、
、

に
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に
当
該
理
由
に
つ
い
て

に
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に
当
該
理
由
に
つ
い
て

、
、

書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

書
面
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る

。
。

(
３
)
入
札
実
施
機
関
は

（２
）の

規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と

(
３
)
指
定
入
札
機
関
は

（２

）の
規
定
に
基
づ
き
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と

、
、

き
は

原
則
と
し
て

入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て

き
は

原
則
と
し
て
入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て

、
、

、
、

説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
最
終
日
か
ら
起
算
し
て
５
日
以
内
に

説
、

、
明
を
求
め
た
者
に
対
し
回
答
す
る
も
の
と
す
る

説
明
を
求
め
た
者
に

明
を
求
め
た
者
に
対
し
回
答
す
る
も
の
と
す
る
説
明
を
求
め
た
者
に

、
。

、
。

つ
い
て
入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は

当
該
入
札
に

つ
い
て
入
札
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
当
該
入
札
に

、
、

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
通
知
を
取
り
消
し

入
札
に
参
加
す
る

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
通
知
を
取
り
消
し

入
札
に
参
加
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る
旨
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

。
。

(
４
)
入
札
実
施
機
関
は

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
通
知
し
た

(
４
)
指
定
入
札
機
関
は

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
通
知
し
た

、
、

者
に
つ
い
て

当
該
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
当
該
通
知
に
係
る
入
札
の
結

者
に
つ
い
て

当
該
通
知
を
行
っ
た
日
か
ら
当
該
通
知
に
係
る
入
札
の
結

、
、

果
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
当
該
者
が
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基

果
が
公
表
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
当
該
者
が
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基

、
、

準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
当
該
者
に
対
す
る
当
該
通
知
を
取
り
消

準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
当
該
者
に
対
す
る
当
該
通
知
を
取
り
消

、
、

し
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

し
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
通
知
す
る
こ
と
と
す
る

、
。

、
。

こ
の
通
知
に
つ
い
て

(
３
)
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る

こ
の
通
知
に
つ
い
て

(
３
)
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と
す
る

、
。

、
。

第
５

入
札
の
実
施
等

第
５

入
札
の
実
施
等

１
入
札
の
実
施
方
法

１
入
札
の
実
施
方
法

(
１
)

～(
３
)

［略

］

(
１
)

～(
３
)

［略

］

(
４
)
入
札
参
加
者
が

「２

（１

）

第
１
次
保
証
金

」に
基
づ
き
第
１
次
保

(
４
)
入
札
参
加
者
が

「２

（１

）

第
１
次
保
証
金

」に
基
づ
き
第
１
次
保

証
金

（
「２

保
証
金

」に
規
定
す
る
第
１
次
保
証
金
を
い
う

）の
全

証
金

（
「２

保
証
金

」に
規
定
す
る
第
１
次
保
証
金
を
い
う

）の
全

。
。

額
を
提
供
期
限
ま
で
に
入
札
実
施
機
関
に
提
供
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
な

額
を
提
供
期
限
ま
で
に
指
定
入
札
機
関
に
提
供
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
な

い
場
合
に
は

当
該
入
札
は
無
効
と
す
る

い
場
合
に
は
当
該
入
札
は
無
効
と
す
る

、
。

、
。

(
５
)

［略

］

(
５
)

［略

］
(
６
)
太
陽
光
発
電
設
備
に
お
い
て

1
,
0
0
0
k
W
未
満
又
は
1
,0
0
0
kW
以
上
の
い

[
新
設
]

、
ず
れ
か
の
区
分
に
お
い
て
応
札
量
が
入
札
量
を
下
回
り
も
う
一
方
の
区

、
分
に
お
い
て
応
札
量
が
入
札
量
を
上
回
っ
た
場
合
に
は

両
区
分
の
入
札

、
量
の
合
計
の
7
9
％
の
量
に
両
区
分
の
応
札
量
の
合
計
が
達
す
る
ま
で

応
、

8



１
入
札
参
加
希
望
者
は
施
行
規
則
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
き

「２
事
業

１
入
札
参
加
希
望
者
は
施
行
規
則
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
き

「２
事
業

、
、

、
、

計
画
の
提
出
期
間

」に
規
定
す
る
期
間
内
に
事
業
計
画
及
び
添
付
書
類
を
入

計
画
の
提
出
期
間

」に
規
定
す
る
期
間
内
に

事
業
計
画
及
び
添
付
書
類
を
指

、
、

札
実
施
機
関
に
対
し
て
提
出

（電
子
情
報
処
理
組
織

（入
札
実
施
機
関
の
使
用

定
入
札
機
関
に
対
し
て
提
出

（電
子
情
報
処
理
組
織

（指
定
入
札
機
関
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
札
参
加
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通

に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
札
参
加
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通

、
、

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う

以
下
同
じ

）を
使
用
す

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う

以
下
同
じ

）を
使
用
す

。
。

。
。

る
方
法
に
よ
る
も
の
を
含
む

）し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

同
一
の
入
札
の
回

る
方
法
に
よ
る
も
の
を
含
む

）し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

同
一
の
入
札
の
回

。
。

。
。

に
お
い
て

入
札
大
正
区
文
頭
に
該
当
す
る
複
数
の
発
電
設
備
に
つ
い
て
入
札

に
お
い
て

入
札
大
正
区
文
頭
に
該
当
す
る
複
数
の
発
電
設
備
に
つ
い
て
入
札

、
、

し
よ
う
と
す
る
入
札
参
加
希
望
者
は
発
電
設
備
ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

し
よ
う
と
す
る
入
札
参
加
希
望
者
は
発
電
設
備
ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

、
、

ら
な
い
ま
た
落
札
し
た
場
合
に
速
や
か
に
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

ら
な
い
ま
た
落
札
し
た
場
合
に
速
や
か
に
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

。
、

よ
う

入
札
参
加
希
望
者
は
入
札
実
施
機
関
に
提
出
し
た
書
類
と
同
様
の
書
類

よ
う
入
札
参
加
希
望
者
は
指
定
入
札
機
関
に
提
出
し
た
書
類
と
同
様
の
書
類

、
、

を
経
済
産
業
大
臣
に
も
提
出
す
る
こ
と
と
す
る

を
経
済
産
業
大
臣
に
も
提
出
す
る
こ
と
と
す
る

。
。

２
事
業
計
画
の
提
出
期
間

２
事
業
計
画
の
提
出
期
間

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
事
業
計
画
の
提
出
期
間
は

事
業
計
画
の

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
事
業
計
画
の
提
出
期
間
は
事
業
計
画
の

、
、

審
査
に
要
す
る
期
間

（原
則
２
週
間

）

及
び
入
札
実
施
機
関
が
入
札
に
参
加

審
査
に
要
す
る
期
間

（原
則
２
週
間

）

及
び
指
定
入
札
機
関
が
入
札
に
参
加

、
、

で
き
る
者
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
た
め
の
期
間
を
考
慮
し
た
上
で

入
で
き
る
者
に
対
し
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
た
め
の
期
間
を
考
慮
し
た
上
で

入
、

、
札
の
回
ご
と
に
入
札
実
施
要
綱
に
お
い
て
そ
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
と
す
る

札
の
回
ご
と
に
入
札
実
施
要
綱
に
お
い
て
そ
の
期
日
を
定
め
る
こ
と
と
す
る

。
。

な
お
事
業
計
画
の
提
出
期
間
内
に
入
札
実
施
機
関
に
事
業
計
画

（添
付
書

な
お
事
業
計
画
の
提
出
期
間
内
に
指
定
入
札
機
関
に
事
業
計
画

（添
付
書

、
、

類
を
含
む

）が
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
は
入
札
実
施
機
関
は
当
該
事
業
計

類
を
含
む

）が
到
達
し
な
か
っ
た
場
合
は

指
定
入
札
機
関
は
当
該
事
業
計

。
、

。
、

画
を
受
理
し
な
い
こ
と
と
し

入
札
実
施
機
関
は
そ
の
旨
を
当
該
事
業
計
画
の

画
を
受
理
し
な
い
こ
と
と
し
指
定
入
札
機
関
は
そ
の
旨
を
当
該
事
業
計
画
の

、
、

提
出
者
に
連
絡
し

当
該
事
業
計
画
を
返
却
す
る
こ
と
と
す
る

提
出
者
に
連
絡
し

当
該
事
業
計
画
を
返
却
す
る
こ
と
と
す
る

、
。

、
。

３
入
札
参
加
希
望
者
は
手
数
料
と
し
て
法
第
７
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ

３
入
札
参
加
希
望
者
は
手
数
料
と
し
て

法
第
７
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ

、
、

、
、

き
政
令
で
定
め
ら
れ
た
額
を

事
業
計
画
の
提
出
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

き
政
令
で
定
め
ら
れ
た
額
を
事
業
計
画
の
提
出
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１

、
、

週
間
以
内
に
入
札
実
施
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

週
間
以
内
に
指
定
入
札
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る

。
。

第
４

入
札
参
加
資
格
等

第
４

入
札
参
加
資
格
等

１
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準

１
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
は
事
業
計
画
が
施
行
規
則
第
５
条
及
び

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
は
事
業
計
画
が

施
行
規
則
第
５
条
及
び

、
、

、
、

第
５
条
の
２

（同
条
第
１
号
を
除
く

）並
び
に
法
第
９
条
第
４
項
第
４
号
に

第
５
条
の
２

（同
条
第
１
号
を
除
く

）並
び
に
法
第
９
条
第
３
項
第
４
号
に

。
。

規
定
す
る
認
定
に
係
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
な
お

規
定
す
る
認
定
に
係
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
な
お

。
、

。
、

施
行
規
則
第
５
条
の
２
第
１
号
に
規
定
す
る
接
続
の
同
意
に
係
る
基
準
に
つ
い

施
行
規
則
第
５
条
の
２
第
１
号
に
規
定
す
る
接
続
の
同
意
に
係
る
基
準
に
つ
い

て
は

当
該
同
意
を
得
る
た
め
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
考
慮
し

入
て
は
当
該
同
意
を
得
る
た
め
に
一
定
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
考
慮
し

入
、

、
、

、
札
の
参
加
に
当
た
っ
て
事
業
計
画
が
適
合
す
べ
き
基
準
か
ら
除
く
こ
と
と
す
る

札
の
参
加
に
当
た
っ
て
事
業
計
画
が
適
合
す
べ
き
基
準
か
ら
除
く
こ
と
と
す
る

。
。

ま
た

入
札
対
象
区
分
等
の
う
ち
出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

ま
た

入
札
対
象
区
分
等
の
う
ち
出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

、
、

出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上
の
陸
上
風
力
発
電
設
備
及
び
出
力
1
0
,
0
0
0
k
W
以
上
の
一

出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上
の
陸
上
風
力
発
電
設
備
及
び
出
力
1
0
,
0
0
0
k
W
以
上
の
一

、
、

般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
は

比
較
的
大
規
模
な

般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
は

比
較
的
大
規
模
な

、
、

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
域
住
民
及
び
そ
の
周
辺
環
境
に
対
す
る
配
慮
は
不

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
域
住
民
及
び
そ
の
周
辺
環
境
に
対
す
る
配
慮
は
不

、
、

可
欠
で
あ
る

よ
っ
て
地
域
と
の
共
生
を
図
る
た
め
の
取
組
を
求
め
る
こ
と

可
欠
で
あ
る
よ
っ
て
地
域
と
の
共
生
を
図
る
た
め
の
取
組
を
求
め
る
こ
と

。
、

。
、

と
し

次
に
掲
げ
る
事
項
を
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
に
加
え
る
こ
と
と

と
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
基
準
に
加
え
る
こ
と
と

、
、

す
る

す
る

。
。

(
１
)
・
(
２
)

［略

］

(
１
)
・
(
２
)

［略
］
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入
札
対
象
で
な
い
事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備
と
同
様

2
0
年
間
と
す
る

入
札
対
象
で
な
い
事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備
と
同
様

2
0
年
間
と
す
る

、
、

た
だ
し
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

（認
定
の
申
請
の
際

た
だ
し
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

（認
定
の
申
請
の
際

。
、

。
、

現
に
当
該
設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
つ
い
て

現
に
当
該
設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
つ
い
て

環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は

５
年

）を
経
過
し
た

環
境
影
響
評
価
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
５
年

）を
経
過
し
た

、
、

日
を
運
転
開
始
期
限
日
と
し

こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

日
を
運
転
開
始
期
限
日
と
し

こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

、
、

電
気
の
供
給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

2
0
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を

電
気
の
供
給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

20
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を

、
、

超
過
し
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
交
付
期
間
又
は

超
過
し
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
調
達
期
間
と
す

調
達
期
間
と
す
る

る
。

。
(
２
)
陸
上
風
力
発
電
設
備
に
係
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

(
２
)
陸
上
風
力
発
電
設
備
に
係
る
調
達
期
間

入
札
対
象
で
な
い
風
力
発
電
設
備
と
同
様

2
0
年
間
と
す
る
た
だ
し

入
札
対
象
で
な
い
風
力
発
電
設
備
と
同
様

2
0
年
間
と
す
る
た
だ
し

、
。

、
。

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
年

（認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
年

（認
定
の
申
請
の
際
現
に
当
該

、
、

設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
つ
い
て
環
境
影
響

設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
に
つ
い
て
環
境
影
響

評
価
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
８
年

）を
経
過
し
た
日
を
運
転

評
価
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は

８
年

）を
経
過
し
た
日
を
運
転

、
、

開
始
期
限
日
と
し
こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供

開
始
期
限
日
と
し
こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供

、
、

給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

2
0
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を
超
過
し
た

給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

2
0
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を
超
過
し
た

、
、

期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
調
達
期
間
と
す
る
。

と
す
る
。

(
３
)
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

(
３
)
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
調
達
期
間

入
札
対
象
で
な
い
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
と
同
様

20
年
間
と
す
る

入
札
対
象
で
な
い
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
と
同
様

2
0
年
間
と
す
る

、
。

、
。

た
だ
し

認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
年
を
経
過
し
た
日
を
運
転

た
だ
し
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
４
年
を
経
過
し
た
日
を
運
転

、
、

開
始
期
限
日
と
し
こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供

開
始
期
限
日
と
し
こ
の
日
よ
り
後
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
供

、
、

給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

2
0
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を
超
過
し
た

給
を
開
始
し
た
場
合
に
は

2
0
年
間
か
ら
運
転
開
始
期
限
日
を
超
過
し
た

、
、

期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
減
じ
て
得
た
期
間
を
調
達
期
間
と
す
る
。

と
す
る
。

７
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
の
量
の

７
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
の
量
の

上
限
及
び
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ
ギ

ー電
気
の

上
限

量
の
上
限

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

落
札
し

認
定
を
受
け
た
後
に
入
札

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

落
札
し

認
定
を
受
け
た
後
に
入
札

、
、

、
、

バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
を
増
加
さ
せ
た
場
合
結
果
と
し
て
全
体
の
入

バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
を
増
加
さ
せ
た
場
合

結
果
と
し
て
全
体
の
入

、
、

札
量
を
超
過
し
当
初
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
国
民
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
に

札
量
を
超
過
し
当
初
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
国
民
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
に

、
、

な
る

こ
の
た
め

当
該
発
電
設
備
が
発
電
し
供
給
す
る
電
力
量
に
認
定
時

な
る
こ
の
た
め

当
該
発
電
設
備
が
発
電
し
供
給
す
る
電
力
量
に
認
定
時

。
、

、
。

、
、

の
入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
を
当
該
発
電
設
備
の
出
力
で
除
し
て
得

の
入
札
バ
イ
オ
マ
ス
比
率
考
慮
後
出
力
を
当
該
発
電
設
備
の
出
力
で
除
し
て
得

た
値
を
乗
じ
て
得
た
量
を

法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
に
基
づ

た
値
を
乗
じ
て
得
た
量
を

法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
契
約
に
基
づ

、
、

き
電
気
事
業
者
が
調
達
す
る
入
札
対
象
区
分
等
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

き
電
気
事
業
者
が
調
達
す
る
入
札
対
象
区
分
等
に
係
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー

電
気
の
量
の
上
限
及
び
法
第
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
供
給
促
進
交
付
金

電
気
の
量
の
上
限
と
す
る
。

の
交
付
対
象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
量
の
上
限
と
す
る
。

［削
る

］

８
入
札
実
施
主
体

今
後
入
札
対
象
件
数
が
増
加
す
る
可
能
性
等
に
鑑
み

指
定
入
札
機
関
を

、
、

入
札
実
施
主
体
と
す
る
。

第
３

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
等
第
３

入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
た
め
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事
業
計
画
等
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３
入
札
量

３
入
札
量

［略

］

［略

］

(
１
)
太
陽
光
発
電
設
備

(
１
)
出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

第
1
2回
に
お
け
る
入
札
量
は
2
2
5M
W

（1
,
0
0
0
kW
未
満
が
5
0
MW

1
,
0
0
0
k

第
８
回
に
お
け
る
入
札
量
は
2
0
8
M
W
と
し

第
９
回
か
ら
第
1
1
回
ま
で

、
、

W
以
上
が
1
7
5
M
W
を
そ
れ
ぞ
れ
上
限
と
す
る

）と
し

第
1
3
回
か
ら
第
1
5
回

の
入
札
量
は

以
下
の
と
お
り
と
す
る

、
、

。
ま
で
の
入
札
量
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る

、
。

ア
前
回
入
札
に
お
い
て

応
札
量
が
2
2
5
M
W
を
下
回
っ
た
場
合

2
2
5
M
W

ア
前
回
入
札
に
お
い
て
応
札
量
が
2
0
8
M
W
を
下
回
っ
た
場
合

2
0
8
M
W

、
、

イ
前
回
入
札
に
お
い
て

応
札
量
が
2
2
5
M
W
を
上
回
り

か
つ
入
札
量
を

イ
前
回
入
札
に
お
い
て

応
札
量
が
2
0
8
M
W
を
上
回
り

か
つ
入
札
量
を

、
、

、
、

下
回
っ
た
場
合

前
回
入
札
に
お
け
る
応
札
さ
れ
な
か
っ
た
容
量
に

そ
下
回
っ
た
場
合

前
回
入
札
に
お
け
る
応
札
量

、
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
お
け
る
入
札
量
か
ら
応
札
量
を
差
し
引
い
た
容
量
の
比

を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
量
を

前
回
入
札
の
入
札
量
か
ら
差
し
引
い
た
量

、

（た
だ
し

1
,
0
0
0
k
W
未
満
は
5
0
M
W

1
,
0
0
0
k
W
以
上
は
1
7
5
M
W
を
下
限
と

、
、

す
る

）

ウ
前
回
入
札
に
お
い
て

応
札
量
が
2
2
5
M
W
を
上
回
り

か
つ
入
札
量
を

ウ
前
回
入
札
に
お
い
て

応
札
量
が
2
0
8
M
W
を
上
回
り

か
つ
入
札
量
を

、
、

、
、

上
回
っ
た
場
合

前
回
入
札
に
お
け
る
応
札
量
と
落
札
量
の
差
分
の
量
の

上
回
っ
た
場
合
前
回
入
札
量
に

応
札
量
と
落
札
量
の
差
分
の
容
量
の

、
４
割
に

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
お
け
る
応
札
量
か
ら
入
札
量
を
差
し
引
い

４
割
を
加
え
た
量

、
た
量
の
比
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
量
を
前
回
入
札
の
入
札
量
に
加
え
た

、
量

(
２
)
陸
上
風
力
発
電
設
備

(
２
)
陸
上
風
力
発
電
設
備

第
２
回
に
お
け
る
入
札
量
は
1
,
3
0
0
M
W
と
す
る

た
だ
し

追
加
入
札

第
１
回
に
お
け
る
入
札
量
は
1
,
0
0
0
M
W
と
す
る

。
、

。
を
実
施
す
る
場
合
に
は

入
札
量
は

第
２
回
入
札
に
お
い
て
落
札
さ
れ

、
、

な
か
っ
た
容
量
の
４
割
の
量
と
す
る
。

(
３
)
出
力
1
0
,
0
0
0
k
W
以
上
の
一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス

(
３
)
出
力
1
0
,
0
0
0
k
W
以
上
の
一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス

発
電
設
備
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

発
電
設
備
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

第
５
回
に
お
け
る
入
札
量
は
1
2
0
M
W
と
す
る

第
４
回
に
お
け
る
入
札
量
は
1
2
0
M
W
と
す
る

。
。

４
供
給
価
格
上
限
額

４
供
給
価
格
上
限
額

供
給
価
格
上
限
額
は
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

第
1
2
回
1
0

.

0
0
円

供
給
価
格
上
限
額
は
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

第
８
回
1
1

.

0
0
円

、
、

、
、

第
1
3
回
9

.

8
8
円

第
1
4
回
9

.

7
5
円

第
1
5
回
9

.

6
3
円

陸
上
風
力
発
電

第
９
回
1
0

.

7
5
円
第
1
0
回
1
0

.

5
0
円

第
1
1
回
1
0

.

2
5
円
陸
上
風
力
発

、
、

、
、

、
、

、
、

設
備

（第
２
回

）に
つ
い
て
は

16

.

00
円
と
し

追
加
入
札
を
実
施
す
る
場

電
設
備

（第
１
回

）に
つ
い
て
は

1
7

.

0
0
円
と
す
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設

、
、

、
。

合
は

第
２
回
入
札
の
加
重
平
均
落
札
価
格
又
は
1
5

.

0
0
円
の
い
ず
れ
か
高
い

備

（第
４
回

）に
つ
い
て
は
非
公
表
と
し

各
回
の
入
札
募
集
開
始
の
日
ま

、
、

、
額
と
す
る

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

（第
５
回

）に
つ
い
て
は

非
公
表
と
し

で
に
設
定
す
る
こ
と
と
す
る

。
、

。
各
回
の
入
札
募
集
開
始
の
日
ま
で
に
設
定
す
る
こ
と
と
す
る

、
。

５
基
準
価
格
又
は
調
達
価
格
の
額
の
決
定
の
方
法

５
調
達
価
格
の
額
の
決
定
の
方
法

事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら

落
札
者
が
入
札
し
た
額
に
基

事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら

落
札
者
が
入
札
し
た
額
に
基

、
、

づ
い
て
基
準
価
格
又
は
調
達
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
し
た
が
っ
て

づ
い
て
調
達
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る

し
た
が
っ
て

入
札
に
基
づ
く

。
、

。
、

入
札
に
基
づ
く
基
準
価
格
又
は
調
達
価
格
の
額
は

落
札
者
が
入
札
し
た
額

調
達
価
格
の
額
は

落
札
者
が
入
札
し
た
額

（円
/
k
W
h

）に
消
費
税
及
び
地
方

、
、

（円
/
k
W
h

）
（調

達
価
格
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
加
え

消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。

て
得
た
額

）と
す
る
。

６
入
札
対
象
区
分
等
に
係
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

６
入
札
対
象
区
分
等
に
係
る
調
達
期
間

(
１
)
太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
交
付
期
間
又
は
調
達
期
間

(
１
)
太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
調
達
期
間

5



事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備

（出
力
1
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

）は
F
I

事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備

（出
力
10
k
W以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

）は
F
I

、
、

T
創
設
後

他
電
源
と
比
べ
導
入
が
大
幅
に
進
ん
で
お
り

F
I
T
に
お
け
る
認
定

T
創
設
後
他
電
源
と
比
べ
導
入
が
大
幅
に
進
ん
で
お
り

F
I
T
に
お
け
る
認
定

、
、

、
、

件
数
の
う
ち
約
９
割
を
占
め
か
つ
今
後
発
電
コ
ス
ト
が
低
減
す
る
こ
と

件
数
の
う
ち
約
９
割
を
占
め
か
つ
今
後

発
電
コ
ス
ト
が
低
減
す
る
こ
と

、
、

、
、

、
、

が
見
込
ま
れ
る
事
業
者
間
の
競
争
を
よ
り
一
層
促
す
た
め
コ
ス
ト
動
向
等

が
見
込
ま
れ
る
事
業
者
間
の
競
争
を
よ
り
一
層
促
す
た
め
コ
ス
ト
動
向
等

。
、

。
、

を
勘
案
し
て
競
争
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
で

で
き
る
だ
け
多
く
の
事
業

を
勘
案
し
て
競
争
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
で

で
き
る
だ
け
多
く
の
事
業

、
、

者
を
入
札
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ

出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発

者
を
入
札
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ

出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発

、
、

電
設
備
は
事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備
の
F
I
T
に
お
け
る
認
定
容
量
の
う
ち
約
７

電
設
備
は
事
業
用
太
陽
光
発
電
設
備
の
F
I
T
に
お
け
る
認
定
容
量
の
う
ち
約
７

割
を
占
め
て
い
る

ま
た

平
成
3
0
年
度
ま
で
は
出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上

令
和

割
を
占
め
て
い
る

ま
た

平
成
3
0
年
度
ま
で
は
出
力
2
,
0
0
0
k
W
以
上

令
和

。
、

、
。

、
、

元
年
度
は
出
力
5
00
k
W以
上
令
和
２
年
度
及
び
令
和
３
年
度
は
出
力
2
5
0
k
W
以

元
年
度
は
出
力
5
0
0
k
W
以
上
を
入
札
対
象
範
囲
と
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ

、
上
を
入
札
対
象
範
囲
と
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ

入
札
対
象
範
囲
は
段

つ
入
札
対
象
範
囲
は
段
階
的
に
拡
大
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る

、
、

。
階
的
に
拡
大
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る

一
方
で

新
た
な
エ
ネ
ル
ギ

ーミ
ッ

ま
た
陸
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

案
件
の
大
規
模
化
や
メ
ン
テ
ナ

。
、

、
、

ク
ス
の
実
現
に
向
け
て
地
域
と
共
生
可
能
な
形
で
の
太
陽
光
発
電
の
導
入
加

ン
ス
方
法
の
改
善
等
に
よ
る
今
後
の
コ
ス
ト
低
減
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
大
き
い
電

、
速
化
を
図
る
必
要
が
あ
る

源
と
考
え
ら
れ

F
I
T
開
始
前
の
導
入
量
と
F
I
T
に
お
け
る
認
定
量
の
合
計
が

。
、

、
ま
た

陸
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
案
件
の
大
規
模
化
や
メ
ン
テ
ナ

エ
ネ
ル
ギ

ーミ
ッ
ク
ス
の
水
準
を
上
回
る
状
況
と
な
っ
て
い
る

、
、

。
ン
ス
方
法
の
改
善
等
に
よ
る
今
後
の
コ
ス
ト
低
減
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
大
き
い
電

さ
ら
に

一
般
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
及
び
農
産
物
の
収
穫
に
伴
っ
て
生
じ
る
バ

、
源
と
考
え
ら
れ
る

イ
オ
マ
ス
の
う
ち
固
体
で
あ
る
も
の

（以
下

「一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス

」と
。

さ
ら
に

一
般
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
及
び
農
産
物
の
収
穫
に
伴
っ
て
生
じ
る
バ

い
う

）に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
並
び
に
農
産
物
の
収
穫
に
伴
っ
て
生

、
。

イ
オ
マ
ス
の
う
ち
固
体
で
あ
る
も
の

（以
下

「一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス

」と
じ
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
う
ち
液
体
で
あ
る
も
の

（以
下

「バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃

い
う

）に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
並
び
に
農
産
物
の
収
穫
に
伴
っ
て
生

料

」と
い
う

）に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
の
F
I
T
に
お
け
る
認
定
量
は

。
。

じ
る
バ
イ
オ
マ
ス
の
う
ち
液
体
で
あ
る
も
の

（以
下

「バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃

近
年
エ
ネ
ル
ギ

ーミ
ッ
ク
ス
で
想
定
し
た
2
0
3
0
年
度
の
導
入
水
準
の
２
倍

、
、

料

」と
い
う

）に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
の
本
制
度
に
お
け
る
認
定
量

程
度
に
ま
で
達
し
て
い
る

こ
の
う
ち

一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ

。
。

、
は

2
0
3
0年
度
に
見
込
ん
だ
導
入
水
準
の
２
倍
程
度
に
ま
で
達
し
て
い
る

こ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
は
特
に
大
規
模
事
業
者
間
の
競
争
に
よ
る
コ
ス
ト
低
減

、
。

、
の
う
ち
一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
は

特
に

が
見
込
ま
れ
る
一
方
地
域
分
散
型
エ
ネ
ル
ギ

ー源
と
な
り
得
る
比
較
的
小
規

、
、

、
大
規
模
事
業
者
間
の
競
争
に
よ
る
コ
ス
ト
低
減
が
見
込
ま
れ
る
一
方
地
域
分

模
な
案
件
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

ま
た

バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料

、
。

、
散
型
エ
ネ
ル
ギ

ー源
と
な
り
得
る
比
較
的
小
規
模
な
案
件
に
配
慮
す
る
こ
と
が

に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
は
規
模
に
関
わ
ら
ず
十
分
な
競
争
環
境
が
整

、
必
要
で
あ
る

ま
た

バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

っ
た
状
況
に
あ
る

。
、

。
は

規
模
に
関
わ
ら
ず
十
分
な
競
争
環
境
が
整
っ
た
状
況
に
あ
る

し
た
が
っ
て

入
札
対
象
区
分
等
は

出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設

、
。

、
、

し
た
が
っ
て
交
付
対
象
区
分
等
の
う
ち
入
札
対
象
区
分
等
は
出
力
1
,
0
0

備
出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
陸
上
風
力
発
電
設
備

出
力
1
0
,
0
0
0
k
W
以
上
の
一
般

、
、

、
、

0k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

（た
だ
し
建
物

（不
動
産
登
記
規
則

（平
成
1

木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

（石
炭
を
原
料
と
す
る
燃

、
7
年
法
務
省
令
第
1
8
号

）第
1
1
1
条
に
規
定
す
る
建
物
を
い
い
令
和
４
年
１
月

料
を
混
焼
さ
せ
る
も
の
を
除
く
以
下
同
じ

）及
び
バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料

、
。

。
1
7
日
以
前
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
以
下
同
じ

）の
屋
根
に
設
置

に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
と
す
る

。
。

。
す
る
場
合
を
除
く

）

出
力
1
0
,0
0
0
kW
以
上
の
一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に

。
、

よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

（石
炭
を
原
料
と
す
る
燃
料
を
混
焼
さ
せ
る
も
の

を
除
く

以
下
同
じ

）及
び
バ
イ
オ
マ
ス
液
体
燃
料
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発

。
。

電
設
備
と
す
る
ま
た
特
定
調
達
対
象
区
分
等
の
う
ち
入
札
対
象
区
分
等
は

。
、

出
力
2
5
0
k
W
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備

（た
だ
し

建
物
の
屋
根
に
設
置
す

、
、

る
場
合
を
除
く

）

出
力
5
0k
W
以
上
の
陸
上
風
力
発
電
設
備

出
力
1
0
,0
0
0

。
、

、
k
W
以
上
の
一
般
木
材
等
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備

（石
炭
を

原
料
と
す
る
燃
料
を
混
焼
さ
せ
る
も
の
を
除
く

以
下
同
じ

）及
び
バ
イ
オ

。
。

マ
ス
液
体
燃
料
に
よ
る
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
と
す
る
。

4



札
対
象
区
分
等

」と
い
う

）を
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
し

実
施
す
る
も
の

び
規
模

（以
下

「入
札
対
象
区
分
等

」と
い
う

）を
経
済
産
業
大
臣
が
指
定

。
、

。
で
あ
り
平
成
2
9
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
に
太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て

し
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
平
成
2
9
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
に
太
陽
光

、
、

、
1
1
回

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
つ
い
て
４
回

着
床
式
洋
上
風
力
発
電
設
備

発
電
設
備
に
つ
い
て
７
回

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
つ
い
て
３
回
着
床
式

、
、

、
、

に
つ
い
て
１
回
陸
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
１
回
の
入
札
が
行
わ
れ
た
と

洋
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
１
回
の
入
札
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

、
。

こ
ろ
で
あ
る
。

本
指
針
は

法
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
上

本
指
針
は
法
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り

上
、

、
、

、
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

ま
た
入
札
対
象
区
分
等
に
お
い
て
適
正
な
競

記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

ま
た
入
札
対
象
区
分
等
に
お
い
て
適
正
な
競

、
、

、
、

争
を
促
し
入
札
の
公
正
を
図
る
た
め
入
札
を
実
施
す
る
場
合
の
基
本
事
項
及

争
を
促
し
入
札
の
公
正
を
図
る
た
め
入
札
を
実
施
す
る
場
合
の
基
本
事
項
及

、
、

び
運
用
方
針
を
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
に
よ
り
行
わ
れ
た
平
成
2
9年
度
か

び
運
用
方
針
を
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
に
よ
り
行
わ
れ
た
平
成
2
9年
度
か

、
、

ら
令
和
３
年
度
ま
で
の
入
札
結
果
の
検
証
を
踏
ま
え
定
め
る
も
の
で
あ
る

ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
入
札
結
果
の
検
証
を
踏
ま
え

定
め
る
も
の
で
あ
る

、
。

、
。

２
定
義

２
定
義

(
１
)

・(
２
)

［略
］

(
１
)

・(
２
)

［略

］

(
３
)
入
札
参
加
資
格
法
第
５
条
第
２
項
第
３
号
及
び
同
条
第
４
項
第
３
号

(
３
)
入
札
参
加
資
格
法
第
５
条
第
２
項
第
３
号
に
規
定
す
る
入
札
の
参
加

に
規
定
す
る
入
札
の
参
加
者
の
資
格
を
い
う

者
の
資
格
を
い
う

。
。

(
４
)

［略

］

(
４
)

［略

］

(
５
)
こ
の
ほ
か

本
指
針
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は

法
及
び
再
生
可
能

(
５
)
こ
の
ほ
か

本
指
針
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は

法
及
び
電
気
事
業

、
、

、
、

エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
(
平
成
2

者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

4
年
経
済
産
業
省
令
第
4
6
号

以
下

「施
行
規
則

」と
い
う

)
に
お
い
て
使

規
則
(
平
成
2
4
年
経
済
産
業
省
令
第
4
6
号

以
下

「施
行
規
則

」と
い
う

)
。

。
。

。
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る

。
。

３

［略

］

３

［略

］

第
２

入
札
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

第
２

入
札
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
事
項

１
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方

１
入
札
の
実
施
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方

(
１
)
我
が
国
全
体
で
の
低
コ
ス
ト
か
つ
効
率
的
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ーの
(
１
)

F
I
T
に
お
い
て

我
が
国
全
体
で
の
低
コ
ス
ト
か
つ
効
率
的
な
再
生
可

、
導
入
を
進
め
る
た
め

全
国
一
律
で
行
う
も
の
と
す
る

こ
れ
ま
で
特
定

能
エ
ネ
ル
ギ

ーの
導
入
を
進
め
る
た
め

入
札
に
つ
い
て
も
全
国
一
律
で
行

、
。

、
調
達
対
象
区
分
等
を
対
象
と
し
て
い
た
が

令
和
４
年
度
よ
り
交
付
対

う
も
の
と
す
る

、
、

。
象
区
分
等
を
対
象
に
加
え
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(
２
)
入
札
に
お
け
る
公
正
か
つ
適
正
な
競
争
を
促
進
す
る
た
め
入
札
は
入

(
２
)
入
札
に
お
け
る
公
正
か
つ
適
正
な
競
争
を
促
進
す
る
た
め

入
札
は
入

、
、

札
対
象
区
分
等
ご
と
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
た
だ
し

バ
イ
オ
マ
ス

札
対
象
区
分
等
ご
と
に
実
施
す
る
こ
と
と
す
る

た
だ
し
バ
イ
オ
マ
ス

。
、

。
、

発
電
設
備
に
つ
い
て
は
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
３
年
度
ま
で
の
入
札
結

発
電
設
備
に
つ
い
て
は
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
入
札
結

、
、

果
の
検
証
を
踏
ま
え

入
札
の
競
争
性
を
確
保
す
る
た
め

バ
イ
オ
マ
ス

果
の
検
証
を
踏
ま
え
入
札
の
競
争
性
を
確
保
す
る
た
め
バ
イ
オ
マ
ス

、
、

、
、

発
電
設
備
に
係
る
全
て
の
入
札
対
象
区
分
等
の
入
札
を
合
わ
せ
て
実
施
す

発
電
設
備
に
係
る
全
て
の
入
札
対
象
区
分
等
の
入
札
を
合
わ
せ
て
実
施
す

る
こ
と
と
す
る

る
こ
と
と
す
る

。
。

(
３
)
事
業
機
会
の
分
散
化
と
入
札
に
係
る
手
続
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
し

(
３
)
事
業
機
会
の
分
散
化
と
入
札
に
係
る
手
続
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
し

、
、

太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
入
札
対
象
区
分
等
の
入
札
は

各
年
度
４
回
の

太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
入
札
対
象
区
分
等
の
入
札
は
各
年
度
４
回
の

、
、

実
施
と
し
陸
上
風
力
発
電
設
備
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
入

実
施
と
し
陸
上
風
力
発
電
設
備
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
係
る
入

、
、

札
対
象
区
分
等
の
入
札
は

各
年
度
１
回
の
実
施
と
す
る

た
だ
し
陸

札
対
象
区
分
等
の
入
札
は
各
年
度
１
回
の
実
施
と
す
る

、
。

、
、

。
上
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
は

応
札
量
が
1
,
7
0
0
M
W
を
超
え
た
場
合
に

、
は
同
年
度
内
に
追
加
入
札
を
行
う
こ
と
と
す
る

、
。

(
４
)

［略

］

(
４
)

［略
］

２
入
札
の
対
象
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
区
分
等

２
入
札
の
対
象
と
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
区
分
等

3



改

正

後

改

正

前

第
１

総
論

第
１

総
論

１
趣
旨

１
趣
旨

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
固
定
価
格
買
取
制
度

（以
下

「F
I
T

」と
い

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
固
定
価
格
買
取
制
度

（以
下

「F
I
T

」と
い

う

）は
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す

う

）は
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す

。
、

。
、

る
特
別
措
置
法

（平
成
2
3
年
法
律
第
1
0
8
号

）に
基
づ
い
て
平
成
2
4
年
７
月
に

る
特
別
措
置
法

（平
成
2
3
年
法
律
第
1
0
8
号

以
下

「法

」と
い
う

）に
基

。
。

創
設
さ
れ
た

F
IT
創
設
か
ら
９
年
間
で

F
I
T
の
対
象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ

づ
い
て
平
成
2
4年
７
月
に
創
設
さ
れ
た

F
I
T創
設
か
ら
８
年
間
で

F
IT
の
対

。
、

。
、

ル
ギ

ーの
設
備
導
入
量
が
概
ね
３
倍
に
拡
大
す
る
と
い
っ
た
成
果
を
挙
げ
て
き

象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ーの
設
備
導
入
量
が
概
ね
３
倍
に
拡
大
す
る
と

て
い
る

ま
た
令
和
３
年
1
0
月
に
策
定
し
た

「第
６
次
エ
ネ
ル
ギ

ー基
本
計

い
っ
た
成
果
を
挙
げ
て
き
て
い
る
ま
た

平
成
2
7
年
７
月
に
策
定
し
た

「長
。

、
。

、
画

」で
は

2
0
3
0
年
度

（令
和
1
2
年
度

）に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
期
エ
ネ
ル
ギ

ー需
給
見
通
し

」
（以

下

「エ
ネ
ル
ギ

ーミ
ッ
ク
ス

」と
い
う

、
気
が
電
源
構
成
比
率
の
3
6

～3
8
％

（発
電
量
ベ

ース

）を
占
め
る
と
の
見
通
し

）で
は

2
0
3
0
年
度

（令
和
1
2
年
度

）に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
。

、
を
示
し
て
お
り

こ
の
実
現
に
向
け
て

F
I
T
に
は
引
き
続
き
重
要
な
役
割
が

気
が
電
源
構
成
比
率
の
22

～2
4
％

（発
電
量
ベ

ース

）を
占
め
る
と
の
見
通
し

、
、

期
待
さ
れ
て
い
る

を
示
し
て
お
り

こ
の
実
現
に
向
け
て

F
I
T
に
は
引
き
続
き
重
要
な
役
割
が

。
、

、
期
待
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で

F
I
T
創
設
以
来

特
に
太
陽
光
発
電
へ
の
参
入
が
急
拡
大
し

こ
一
方
で

F
I
T
創
設
以
来

特
に
太
陽
光
発
電
へ
の
参
入
が
急
拡
大
し

こ
、

、
、

、
、

、
れ
に
伴
っ
て
F
I
T
に
基
づ
く
買
取
費
用
総
額
も
急
増
し

国
民
負
担
の
増
大
へ

れ
に
伴
っ
て
F
I
T
に
基
づ
く
買
取
費
用
総
額
も
急
増
し

国
民
負
担
の
増
大
へ

、
、

の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
の
た
め

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ーの
最
大
限
の

の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
の
た
め

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ーの
最
大
限
の

。
、

。
、

導
入
と
国
民
負
担
の
抑
制
と
の
両
立
を
図
る
た
め

導
入
が
進
ん
だ
太
陽
光
発

導
入
と
国
民
負
担
の
抑
制
と
の
両
立
を
図
る
た
め

導
入
が
進
ん
だ
太
陽
光
発

、
、

電
等
に
つ
い
て
は

早
期
の
自
立
化
に
軸
足
を
置
き
つ
つ

低
コ
ス
ト
か
つ
効

電
等
に
つ
い
て
は

早
期
の
自
立
化
に
軸
足
を
置
き
つ
つ

低
コ
ス
ト
か
つ
効

、
、

、
、

率
的
な
形
で
の
導
入
を
進
め
る
仕
組
み
を
作
る
一
方
で

リ

ード
タ
イ
ム
が
長

率
的
な
形
で
の
導
入
を
進
め
る
仕
組
み
を
作
る
一
方
で
リ

ード
タ
イ
ム
が
長

、
、

く
導
入
の
進
ん
で
い
な
い
電
源
に
つ
い
て
は
導
入
拡
大
を
更
に
強
力
に
推
進

く
導
入
の
進
ん
で
い
な
い
電
源
に
つ
い
て
は

導
入
拡
大
を
更
に
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力
に
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進

、
、

す
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た
め
の
制
度
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革
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求
め
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て
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る
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事
情
を
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に
電

す
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た
め
の
制
度
改
革
が
求
め
ら
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て
い
る

こ
れ
ら
の
事
情
を
背
景
に
電

。
、

。
、

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法

気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
2
8
年
法
律
第
5
9
号

以
下

「改
正
法

」と
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
2
8
年
法
律
第
5
9
号

）が
制
定
さ
れ
た
と
こ

。
い
う

）が
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定
さ
れ
さ
ら
に
強
靱
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つ
持
続
可
能
な
電
気
供
給
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制
を
図

ろ
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あ
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、

。
る
た
め
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気
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、
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2
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年
法
律
第
1
0
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）へ
と
改
正
さ
れ
た
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。

と
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ろ
で
あ
る
。
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正
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低
コ
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つ
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率
的
な
再
生
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能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事

本
改
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か
つ
効
率
的
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
事

、
、

業
者
の
参
入
を
促
す
た
め
に

事
業
者
間
の
競
争
を
通
じ
た
調
達
価
格
の
決
定

業
者
の
参
入
を
促
す
た
め
に
事
業
者
間
の
競
争
を
通
じ
た
調
達
価
格
の
決
定

、
、

方
式
の
一
つ
と
し
て

新
た
に
入
札
制
度
が
導
入
さ
れ
た

こ
の
入
札
は
法

方
式
の
一
つ
と
し
て
新
た
に
入
札
制
度
が
導
入
さ
れ
た

こ
の
入
札
は
法

、
。

、
、

。
、

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

入
札

（法
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま
で
に
規

第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き

入
札

（法
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま
で
に
規

、
、

定
す
る
手
続
に
よ
る
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）に
よ
り
法
第
９
条
第
４
項

定
す
る
手
続
に
よ
る
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）に
よ
り
法
第
９
条
第
３
項

。
。

。
。

の
規
定
に
基
づ
く
認
定

（以
下
単
に

「認
定

」と
い
う

）を
受
け
る
こ
と
が

の
規
定
に
基
づ
く
認
定

（以
下
単
に

「認
定

」と
い
う

）を
受
け
る
こ
と
が

。
。

で
き
る
者
を
決
定
す
る
こ
と
が

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
利
用
に
伴
う

で
き
る
者
を
決
定
す
る
こ
と
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー電
気
の
利
用
に
伴
う

、
、

電
気
の
使
用
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

電
気
の
使
用
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

、
、

入
札
対
象
と
な
る
交
付
対
象
区
分
等
及
び
特
定
調
達
対
象
区
分
等

（以
下

「入
入
札
対
象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー発
電
設
備
の
区
分

設
置
の
形
態
及

、
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○経済産業省告示第九十四号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第五条第七項の

規定に基づき、同法第四条第一項の規定により入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区

分等における入札の実施に関する指針の一部を改正する告示を次のように定める。

令和四年四月五日経済産業大臣萩生田光一

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針の

一部を改正する告示

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針（平成

三十年経済産業省告示第五十三号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲

げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ

ていないものは、これを加える。
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備の区分等とする。

３同法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等（電気事業法

第二条第一項第八号イに規定する離島等をいう。）に属する場合の入札の対象とする特定調達対象対象区

分等は、前項に規定するものに加え、施行規則第三条第四号の二、第二十七号及び二十八号に掲げる設備

の区分等とする。

４交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場

合であって、建物（不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第百十一条に規定する建物をいい、

令和四年一月十七日以前に設置されていたものに限る。）の屋根に設置する場合には、前各項の規定にか

かわらず、当該設備の区分等は入札の対象としない。

附則

１この告示は、公布の日から施行する。

２令和三年経済産業省告示第六十四号は、令和四年三月三十一日限り、廃止する。

○経済産業省告示第九十三号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第四条第一項の

規定に基づき、入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件を次のように定める。

令和四年四月五日経済産業大臣萩生田光一

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対

象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件

１交付対象区分等（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定す

る交付対象区分等をいう。以下同じ。）のうち、入札の対象とする交付対象区分等は、再生可能エネルギ

ー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規

則」という。）第三条に規定する設備の区分等（以下単に「設備の区分等」という。）のうち、同条第四

号の二、第二十七号及び第二十八号に掲げる設備の区分等とする。

２特定調達対象区分等（同法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。以下同じ。）のうち、

入札の対象とする特定調達対象区分等は、施行規則第三条第三号の三、第四号及び第五号の二に掲げる設

1



附則

１この告示は、令和四年四月一日から施行する。

２強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和二年法

律第四十九号）第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法（次項において「新法」という。）第九条第三項の認定の日が令和四年三月三十一日以前の場合

であって、令和四年四月一日以降に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（次項に

おいて「法」という。）第九条第四項の認定を受けた場合であって、市場取引等により電気を供給する場

合にあっては、当該設備に従前適用されていた調達価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を除

いた額を基準価格とし、当該設備に従前適用されていた調達期間の残余の期間を交付期間とし、当該設備

に従前適用されていた解体等積立基準額を当該認定後の解体等積立基準額とする。

３新法第九条第三項の認定の日が令和四年三月三十一日以前であり、令和四年四月一日以降に、法第九条

第四項の認定を受けた場合（市場取引等により電気を供給する場合に限る。）であって、同日以降に法第

九条第四項の認定を受けた場合（特定契約により電気を供給する場合に限る。）にあっては、当該設備に

従前適用されていた基準価格に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた額を調達価格とし、当該

設備に従前適用されていた交付期間の残余の期間を調達期間とし、当該設備に従前適用されていた解体等

積立基準額を当該認定後の解体等積立基準額とする。
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る件の一部を改正する告示の一部改正）

第二条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を

定める件の一部を改正する告示（平成三十年経済産業省告示第五十号）の一部を次のように改正する。

附則第二条第一号ロ中「この条及び次条において」を「以下」に改める。

（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定め

る件の一部を改正する告示の一部改正）

第三条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を

定める件の一部を改正する告示（令和二年経済産業省告示第二百五十三号）の一部を次のように改正する。

附則第二条第一項中「法第九条第三項」を「新法第九条第三項」に、「第一条第二項第八号イ」を「 (
2
)

第一条第二項第十二号イ」に改め、同条第二項中「法第九条第三項」を「新法第九条第三項」に、「第 (
2
)

一条第二項第八号イ」を「第一条第二項第十二号イ」に改め、同条第三項中「法第九条第三項」を「 (
3
)

(
3
)

新法第九条第三項」に、「第一条第二項第八号イ」を「第一条第二項第十二号イ」に改め、同条第四 (
4
)

(
4
)

項中「法第九条第三項」を「新法第九条第三項」に、「第一条第二項第八号イ」を「第一条第二項第十 (
5
)

二号イ」に改める。 (
5
)
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達価格等は、当該受領の日を新法第九条第三項達価格等は、当該受領の日を法第九条第三項の

の認定の日とみなして、第四条第三項の規定を認定の日とみなして、第四条第三項の規定を適

適用する。用する。

６改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の６改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、地熱発電設備に係る旧接続請求を規定により、地熱発電設備に係る旧接続請求を

行う場合であって、当該接続に係る契約の申込行う場合であって、当該接続に係る契約の申込

みの内容を記載した書面の当該契約に係る一般みの内容を記載した書面の当該契約に係る一般

送配電事業者等による受領の日が平成二十九年送配電事業者等による受領の日が平成二十九年

四月一日以降であるときは、当該設備に係る調四月一日以降であるときは、当該設備に係る調

達価格等は、当該受領の日を新法第九条第三項達価格等は、当該受領の日を法第九条第三項の

の認定の日とみなして、第五条第二項の規定を認定の日とみなして、第五条第二項の規定を適

適用する。用する。

７改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の７改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、バイオマス発電設備に係る旧接続規定により、バイオマス発電設備に係る旧接続

請求を行う場合であって、当該接続に係る契約請求を行う場合であって、当該接続に係る契約

の申込みの内容を記載した書面の当該契約に係の申込みの内容を記載した書面の当該契約に係

る一般送配電事業者等による受領の日が平成二る一般送配電事業者等による受領の日が平成二

十九年四月一日以降であるときは、当該設備に十九年四月一日以降であるときは、当該設備に

係る調達価格等は、当該受領の日を新法第九条係る調達価格等は、当該受領の日を法第九条第

第三項の認定の日とみなして、第六条第三項の三項の認定の日とみなして、第六条第三項の規

規定を適用する。定を適用する。

備考表中の［］の記載は注記である。

（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定め
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３改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の３改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、風力発電設備であって、その出力規定により、風力発電設備であって、その出力

が二十キロワット未満のものに係る旧接続請求が二十キロワット未満のものに係る旧接続請求

を行う場合であって、当該接続に係る契約の申を行う場合であって、当該接続に係る契約の申

込みの内容を記載した書面の当該契約に係る一込みの内容を記載した書面の当該契約に係る一

般送配電事業者等による受領の日が平成二十九般送配電事業者等による受領の日が平成二十九

年四月一日以降であるときは、当該設備に係る年四月一日以降であるときは、当該設備に係る

調達価格等は、当該受領の日を新法第九条第三調達価格等は、当該受領の日を法第九条第三項

項の認定の日とみなして、第三条第三項の規定の認定の日とみなして、第三条第三項の規定を

を適用する。適用する。

４改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の４改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、風力発電設備であって、その出力規定により、風力発電設備であって、その出力

が二十キロワット以上のものに係る旧接続請求が二十キロワット以上のものに係る旧接続請求

を行う場合であって、当該接続に係る契約の申を行う場合であって、当該接続に係る契約の申

込みの内容を記載した書面の当該契約に係る一込みの内容を記載した書面の当該契約に係る一

般送配電事業者等による受領の日が平成二十九般送配電事業者等による受領の日が平成二十九

年四月一日以降であるときは、当該設備に係る年四月一日以降であるときは、当該設備に係る

調達価格等は、当該受領の日を新法第九条第三調達価格等は、当該受領の日を法第九条第三項

項の認定の日とみなして、第三条第四項の規定の認定の日とみなして、第三条第四項の規定を

を適用する。適用する。

５改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の５改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、水力発電設備に係る旧接続請求を規定により、水力発電設備に係る旧接続請求を

行う場合であって、当該接続に係る契約の申込行う場合であって、当該接続に係る契約の申込

みの内容を記載した書面の当該契約に係る一般みの内容を記載した書面の当該契約に係る一般

送配電事業者等による受領の日が平成二十九年送配電事業者等による受領の日が平成二十九年

四月一日以降であるときは、当該設備に係る調四月一日以降であるときは、当該設備に係る調
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（当該旧接続請求を行う改正法附則第五条第一（当該旧接続請求を行う改正法附則第五条第一

項に規定する旧接続請求者の責に帰すべき事由項に規定する旧接続請求者の責に帰すべき事由

によらず、当該契約の申込みの内容を記載したによらず、当該契約の申込みの内容を記載した

書面の当該契約に係る一般送配電事業者等によ書面の当該契約に係る一般送配電事業者等によ

る受領の日の翌日から起算して二百七十日を経る受領の日の翌日から起算して二百七十日を経

過した日までに当該契約の締結に至らない場合過した日までに当該契約の締結に至らない場合

にあっては、当該経過した日。以下この項及びにあっては、当該経過した日。以下この項及び

次項において同じ。）が平成二十九年四月一日次項において同じ。）が平成二十九年四月一日

以降であるときは、当該設備に係る調達価格等以降であるときは、当該設備に係る調達価格等

は、当該契約の締結の日を新法第九条第三項のは、当該契約の締結の日を法第九条第三項の認

認定の日とみなして、第二条第六項の規定を適定の日とみなして、第二条第六項の規定を適用

用する。する。

２改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の２改正法附則第五条第一項又は第六条第一項の

規定により、太陽光発電設備であって、その出規定により、太陽光発電設備であって、その出

力が十キロワット以上のものに係る旧接続請求力が十キロワット以上のものに係る旧接続請求

を行う場合であって、当該接続に係る契約の締を行う場合であって、当該接続に係る契約の締

結の日が平成二十九年四月一日以降であるとき結の日が平成二十九年四月一日以降であるとき

は、当該設備に係る調達価格等は、当該契約のは、当該設備に係る調達価格等は、当該契約の

締結の日を新法第九条第三項の認定の日とみな締結の日を法第九条第三項の認定の日とみなし

して、第二条第七項の規定を適用する。この場て、第二条第七項の規定を適用する。この場合

合において、当該契約に係る設備が法第四条第において、当該契約に係る設備が法第四条第一

一項の規定により経済産業大臣が指定する再生項の規定により経済産業大臣が指定する再生可

可能エネルギー発電設備の区分等に該当すると能エネルギー発電設備の区分等に該当するとき

きは、当該設備は太陽光発電設備であって、そは、当該設備は太陽光発電設備であって、その

の出力が十キロワット以上二千キロワット未満出力が十キロワット以上二千キロワット未満の

のものとみなす。ものとみなす。
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例太陽光調達期間」という。）は、本則の規定太陽光調達期間」という。）は、本則の規定に

にかかわらず、次の表の設備の区分等の欄に応かかわらず、次の表の設備の区分等の欄に応じ

じて、それぞれ同表の特例太陽光価格の欄に掲て、それぞれ同表の特例太陽光価格の欄に掲げ

げる価格及び特例太陽光調達期間の欄に掲げるる価格及び特例太陽光調達期間の欄に掲げる期

期間とする。間とする。

一・二[略]一・二[略]

表[略]表[略]

２[略]２[略]

（新エネルギー等認定設備であったものに係る（新エネルギー等認定設備であったものに係る

調達期間）調達期間）

第五条新法第九条第三項の認定を受ける前に法第五条法第九条第三項の認定を受ける前に法附

附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備則第四条に規定する新エネルギー等認定設備と

として再生可能エネルギー電気の発電を行ってして再生可能エネルギー電気の発電を行ってい

いたものに係る調達期間は、本則の規定にかかたものに係る調達期間は、本則の規定にかかわ

わらず、本則に規定する調達期間から、当該発らず、本則に規定する調達期間から、当該発電

電を行っていた期間（試運転を行っていた期間を行っていた期間（試運転を行っていた期間を

を除く。）に相当する期間を除いた期間とす除く。）に相当する期間を除いた期間とする。

る。
（旧接続請求者に係る調達価格等）（旧接続請求者に係る調達価格等）

第七条改正法附則第五条第一項又は第六条第一第七条改正法附則第五条第一項又は第六条第一

項（整備令第四条第二項において準用する場合項（整備令第四条第二項において準用する場合

を含む。以下同じ。）の規定により、太陽光発を含む。以下同じ。）の規定により、太陽光発

電設備であって、その出力が十キロワット未満電設備であって、その出力が十キロワット未満

のものに係る旧法第五条第一項に規定する接続のものに係る旧法第五条第一項に規定する接続

の請求（以下「旧接続請求」という。）を行うの請求（以下「旧接続請求」という。）を行う

場合であって、当該接続に係る契約の締結の日場合であって、当該接続に係る契約の締結の日

73



備考[略]備考[略]

附則附則

（特例太陽光発電設備に係る調達価格等）（特例太陽光発電設備に係る調達価格等）

第二条旧法附則第六条第一項の規定により旧認第二条旧法附則第六条第一項の規定により旧認

定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光

発電設備（改正法附則第四条第一項の規定によ発電設備（改正法附則第四条第一項の規定によ

り新法第九条第三項の認定を受けたものとみなり法第九条第三項の認定を受けたものとみなさ

されるものに係る旧法第三条第二項に規定するれるものに係る旧法第三条第二項に規定する認

認定発電設備であって、次に掲げる要件のいず定発電設備であって、次に掲げる要件のいずれ

れにも適合しているものに限る。以下「特例太にも適合しているものに限る。以下「特例太陽

陽光発電設備」という。）であって、平成二十光発電設備」という。）であって、平成二十三

三年三月三十一日までに当該特例太陽光発電設年三月三十一日までに当該特例太陽光発電設備

備を用いて発電された電気の調達を旧一般電気を用いて発電された電気の調達を旧一般電気事

事業者（電気事業法等の一部を改正する法律（業者（電気事業法等の一部を改正する法律（平

平成二十六年法律第七十二号）第一条の規定に成二十六年法律第七十二号）第一条の規定によ

よる改正前の電気事業法（昭和三十九年法律第る改正前の電気事業法（昭和三十九年法律第百

百七十号）第二条第一項第二号に規定する一般七十号）第二条第一項第二号に規定する一般電

電気事業者をいう。以下この項及び次項におい気事業者をいう。以下この項及び次項において

て同じ。）に申し込んだものに係る旧法附則第同じ。）に申し込んだものに係る旧法附則第六

六条第二項の規定により読み替えて適用する旧条第二項の規定により読み替えて適用する旧法

法第四条第一項の特例太陽光価格及び旧法第三第四条第一項の特例太陽光価格及び旧法第三条

条の規定（調達期間に係る部分に限る。）の例の規定（調達期間に係る部分に限る。）の例に

に準じて経済産業大臣が定める期間（以下「特準じて経済産業大臣が定める期間（以下「特例
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供給量（併せて当該設備の出力を減少させ供給量（併せて当該設備の出力を減少させ

る場合にあっては、当該減少前の出力を基る場合にあっては、当該減少前の出力を基

礎とした電気の供給量とする。）に占める礎とした電気の供給量とする。）に占める

当該増加に係る再生可能エネルギー電気の当該増加に係る再生可能エネルギー電気の

量（調達上限量を超える部分を特定契約に量（調達上限量を超える部分を特定契約に

よらないで供給する場合又は当該供給にあよらないで供給する場合にあっては、当該

たり供給促進交付金の交付を受けない場合調達上限量に含まれる部分に限る。）が二

にあっては、当該調達上限量に含まれる部十パーセント未満である場合（バイオマス

分に限る。）が二十パーセント未満である比率考慮後出力に増加がない場合に限る。

場合（バイオマス比率考慮後出力に増加が）における変更

ない場合に限る。）における変更

ホ[略]ホ[略]

四［略］四［略］

基準価格又は調達価格交付期間又は調達価格調達期間

調達期間

法第七条第八項の規定に基づき入［略］法第七条第八項の規定に基づき入［略］

札の結果が公表されている直近の札の結果が公表されている直近の

バイオマス発電設備に係る入札にバイオマス発電設備に係る入札に

おいて適用された供給価格上限額おいて適用された供給価格上限額

と、当該バイオマス発電設備の基と、当該バイオマス発電設備の調

準価格又は調達価格のうち、いず達価格のうち、いずれか低い額に

れか低い額（調達価格は、消費税消費税及び地方消費税の額に相当

及び地方消費税の額に相当する額する額を加えて得た額

を加えて得た額）
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相手方である一般送配電事業者等による接続一般送配電事業者等による接続の検討の結果

の検討の結果、出力を変更しなければならな、出力を変更しなければならない場合を除

い場合を除く。)の認定く。)の認定

二当該設備に係る交付期間又は調達期間の起二当該設備に係る調達期間の起算日以後にお

算日以後における出力の変更(出力を減少さける出力の変更(出力を減少させる変更を除

せる変更を除く。)の認定く。)の認定

三当該設備に係るバイオマス比率の変更（次三当該設備に係るバイオマス比率の変更（次

に掲げる変更を除く。）の認定に掲げる変更を除く。）の認定

イ[略]イ[略]

ロバイオマス比率を増加させる変更であっロバイオマス比率を増加させる変更であっ

て、バイオマス比率考慮後出力に増加がなて、バイオマス比率考慮後出力に増加がな

い場合又は当該設備による再生可能エネルい場合又は当該設備による再生可能エネル

ギー電気の供給量のうち、当該設備を用いギー電気の供給量のうち、当該設備を用い

て行う発電に係る電気の供給量に当該変更て行う発電に係る電気の供給量に当該変更

前のバイオマス比率（ハにおいて「調達上前のバイオマス比率（ハにおいて「調達上

限比率」という。）を乗じて得た量（ニに限比率」という。）を乗じて得た量（ニに

おいて「調達上限量」という。）を超えるおいて「調達上限量」という。）を超える

部分を特定契約によらないで供給する場合部分を特定契約によらないで供給する場合

又は当該供給にあたり供給促進交付金の交における変更

付を受けない場合における変更

ハ[略]ハ[略]

ニ再生可能エネルギー発電設備の区分等ごニ再生可能エネルギー発電設備の区分等ご

とのバイオマス比率を減少させる変更又はとのバイオマス比率を減少させる変更又は

再生可能エネルギー発電設備の区分等ごと再生可能エネルギー発電設備の区分等ごと

のバイオマス比率を増加させる変更であっのバイオマス比率を増加させる変更であっ

て当該設備を用いて行う発電に係る電気のて当該設備を用いて行う発電に係る電気の
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を交付期間又は調達期間から除く。

ニ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ハ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複

格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。

６次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日６次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日

が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日

までの間に属する場合におけるバイオマス発電までの間に属する場合における施行規則第三条

設備であって、入札対象区分等に該当するもの第二十七号及び第二十八号(木質バイオマスを

(木質バイオマスを用いる場合にあっては、林用いる場合にあっては、林野庁作成の「発電利

野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマス用に供する木質バイオマスの証明のためのガイ

の証明のためのガイドライン(平成二十四年六ドライン(平成二十四年六月十八日)」に準拠し

月十八日)」に準拠して分割管理が行われたこて分割管理が行われたことが確認されたものに

とが確認されたものに限る。)に係る基準価格限る。)に規定する発電設備に係る調達価格等

等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらは、前各項の規定にかかわらず、次の表のとお

ず、次の表のとおりとする。りとする。

一当該設備に係る交付期間又は調達期間の起一当該設備に係る調達期間の起算日前におけ

算日前における出力の変更(出力を減少させる出力の変更(出力を減少させる変更であっ

る変更であって当該減少が十キロワット未満て当該減少が十キロワット未満若しくは当該

若しくは当該設備の出力の二十パーセント未設備の出力の二十パーセント未満である場合

満である場合又は当該設備に係る接続契約の又は当該設備に係る接続契約の相手方である
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業大臣(新法第七条第十項の規定に業大臣(同条第十項の規定により指

より指定入札機関が入札業務を行う定入札機関が入札業務を行う場合に

場合にあっては、指定入札機関、法あっては、指定入札機関)が公表す

第七条第十項の規定により推進機関る落札者ごとの落札に係る供給価格

が入札業務を行う場合にあっては、の額に消費税及び地方消費税の額に

推進機関)が公表する落札者ごとの相当する額を加えて得た額

落札に係る供給価格の額（調達価格

は、消費税及び地方消費税の額に相

当する額を加えて得た額）

備考備考

イ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はイ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限

日より後の日である場合には、当該設備に係日より後の日である場合には、当該設備に係

る交付期間又は調達期間は、交付期間又は調る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間か

達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期ら当該運転開始期限日から当該供給開始日ま

限日から当該供給開始日までの期間を除いたでの期間を除いたものとする。

ものとする。

ハ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に［新設］

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発

電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

68



電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

を交付期間又は調達期間から除く。

ホ［略］ニ［略］

ヘ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複

格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。

５法第七条第三項に規定する落札者の当該落札５法第七条第三項に規定する落札者の当該落札

に係るバイオマス発電設備であって、同項又はに係るバイオマス発電設備であって、同項又は

同条第六項の規定による当該落札者の決定の日同条第六項の規定による当該落札者の決定の日

が平成三十年四月一日から令和五年三月三十一が平成三十年四月一日から令和四年三月三十一

日までの間に属する場合における当該バイオマ日までの間に属する場合における当該バイオマ

ス発電設備に係る基準価格等及び調達価格等はス発電設備に係る調達価格等は、第一項から第

、第一項から第四項までの規定にかかわらず、四項までの規定にかかわらず、次の表のとおり

次の表のとおりとする。とする。

基準価格又は調達価格交付期間又調達価格調達期間

は調達期間

法第七条第八項の規定により経済産［略］法第七条第八項の規定により経済産［略］
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和六年三税及び地和四年三費税の額

月三十一方消費税月三十一に相当す

日までの額に相日までる額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

備考備考

イ基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格はイ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワッ

、一キロワット時当たりのものとする。ト時当たりのものとする。

ロ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はロ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に新法ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に法第

第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認九条第三項の認定を受けた認定事業者に係る

定を受けた認定事業者に係るものである場合ものである場合であって、当該設備に係る供

であって、当該設備に係る供給開始日が運転給開始日が運転開始期限日より後の日である

開始期限日より後の日である場合には、当該場合には、当該設備に係る調達期間は、調達

設備に係る交付期間又は調達期間は、交付期期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限

間又は調達期間の欄に掲げる期間から当該運日から当該供給開始日までの期間を除いたも

転開始期限日から当該供給開始日までの期間のとする。

を除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に［新設］

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発
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）

四[略]平成三十二十四円[略]四[略]平成三十二十四円[略]

年四月一（調達価年四月一に消費税

日から令格は、消日から令及び地方

和六年三費税及び和四年三消費税の

月三十一地方消費月三十一額に相当

日まで税の額に日までする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）

五[略]平成三十十三円（[略]五[略]平成三十十三円に[略]

年四月一調達価格年四月一消費税及

日から令は、消費日から令び地方消

和六年三税及び地和四年三費税の額

月三十一方消費税月三十一に相当す

日までの額に相日までる額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

六[略]平成三十十七円（[略]六[略]平成三十十七円に二十年

年四月一調達価格年四月一消費税及間

日から令は、消費日から令び地方消
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三十一日地方消費

まで税の額に

相当する

額を加え

て得た額

）

二[略]平成三十四十円（[略]二[略]平成三十四十円に[略]

年四月一調達価格年四月一消費税及

日から令は、消費日から令び地方消

和六年三税及び地和四年三費税の額

月三十一方消費税月三十一に相当す

日までの額に相日までる額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

三[略]平成三十三十二円二十年三[略]平成三十三十二円[略]

年四月一（調達価間年四月一に消費税

日から令格は、消日から令及び地方

和六年三費税及び和四年三消費税の

月三十一地方消費月三十一額に相当

日まで税の額に日までする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額
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十パーセント未満である場合（バイオマ増加がない場合に限る。）

ス比率考慮後出力に増加がない場合に限

る。）
[略][略] (

5
)

(
5
)

ホ[略]ホ[略]

再生可能エネル価格決定基準価格交付期再生可能エネル価格決定調達価格調達期

ギー発電設備の日が属す又は調達間又はギー発電設備の日が属す間

区分等る期間価格調達期区分等る期間

間

一[略]平成三十三十九円[略]一[略]平成三十三十九円[略]

年四月一（調達価年四月一に消費税

日から令格は、消日から令及び地方

和五年三費税及び和四年三消費税の

月三十一地方消費月三十一額に相当

日まで税の額に日までする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）

令和五年三十五円[新設][新設]

四月一日（調達価

から令和格は、消

六年三月費税及び
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バイオマス比率を増加させる変更であバイオマス比率を増加させる変更であ (
2
)

(
2
)

って、バイオマス比率考慮後出力に増加って、バイオマス比率考慮後出力に増加

がない場合又は当該設備による再生可能がない場合又は当該設備による再生可能

エネルギー電気の供給量のうち、当該設エネルギー電気の供給量のうち、当該設

備を用いて行う発電に係る電気の供給量備を用いて行う発電に係る電気の供給量

に当該変更前のバイオマス比率（におに当該変更前のバイオマス比率（にお (
3
)

(
3
)

いて「調達上限比率」という。）を乗じいて「調達上限比率」という。）を乗じ

て得た量（において「調達上限量」とて得た量（において「調達上限量」と (
4
)

(
4
)

いう。）を超える部分を特定契約によらいう。）を超える部分を特定契約によら

ないで供給する場合又は当該供給にあたないで供給する場合

り供給促進交付金の交付を受けない場合

[略][略] (
3
)

(
3
)

再生可能エネルギー発電設備の区分再生可能エネルギー発電設備の区分 (
4
)

(
4
)

等ごとのバイオマス比率を減少させる変等ごとのバイオマス比率を減少させる変

更又は再生可能エネルギー発電設備の区更又は再生可能エネルギー発電設備の区

分等ごとのバイオマス比率を増加させる分等ごとのバイオマス比率を増加させる

変更であって当該設備を用いて行う発電変更であって当該設備を用いて行う発電

に係る電気の供給量（併せて当該設備のに係る電気の供給量（併せて当該設備の

出力を減少させる場合にあっては、当該出力を減少させる場合にあっては、当該

減少前の出力を基礎とした電気の供給量減少前の出力を基礎とした電気の供給量

）に占める当該増加に係る再生可能エネ）に占める当該増加に係る再生可能エネ

ルギー電気の量（調達上限量を超える部ルギー電気の量（調達上限量を超える部

分を特定契約によらないで供給する場合分を特定契約によらないで供給する場合

又は当該供給にあたり供給促進交付金のにあっては、当該調達上限量に含まれる

交付を受けない場合にあっては、当該調部分に限る。）が二十パーセント未満で

達上限量に含まれる部分に限る。）が二ある場合（バイオマス比率考慮後出力に
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する次の表の再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備の区分等に係

の区分等に係る基準価格又は調達価格の欄る調達価格の欄に掲げる価格が当該変更前

に掲げる価格が当該変更前の当該設備に係の当該設備に係る調達価格より高い場合、

る基準価格又は調達価格より高い場合、出出力を増加させる変更であって当該増加後

力を増加させる変更であって当該増加後にに当該設備が該当する再生可能エネルギー

当該設備が該当する再生可能エネルギー発発電設備の区分等が法第四条第一項の規定

電設備の区分等が入札対象区分等となる場による指定を受けた区分等となる場合又は

合又は当該設備に係る接続契約の相手方で当該設備に係る接続契約の相手方である一

ある一般送配電事業者等による接続の検討般送配電事業者等による接続の検討の結果

の結果、出力を変更しなければならない場、出力を変更しなければならない場合を除

合を除く。)の認定く。)の認定

ロ当該設備に係る交付期間又は調達期間のロ当該設備に係る調達期間の起算日以後に

起算日以後における出力の変更(出力を増おける出力の変更(出力を増加させる変更

加させる変更であって、当該増加後に当該であって、当該増加後に当該設備が該当す

設備が該当する次の表の再生可能エネルギる次の表の再生可能エネルギー発電設備の

ー発電設備の区分等に係る基準価格又は調区分等に係る調達価格の欄に掲げる価格が

達価格の欄に掲げる価格が当該変更前の当当該変更前の当該設備に係る調達価格より

該設備に係る基準価格又は調達価格より高高い場合若しくは当該増加後に当該設備が

い場合若しくは当該増加後に当該設備が該該当する再生可能エネルギー発電設備の区

当する再生可能エネルギー発電設備の区分分等が法第四条第一項の規定による指定を

等が入札対象区分等となる場合又は出力を受けたものとなる場合又は出力を減少させ

減少させる変更を除く。)の認定る変更を除く。)の認定

ハ[略]ハ[略]

ニ当該設備に係るバイオマス比率の変更（ニ当該設備に係るバイオマス比率の変更（

次に掲げる変更を除く。）次に掲げる変更を除く。）

[略][略] (
1
)

(
1
)
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二[略]二[略]
表[略]表[略]

４次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下こ４次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下こ

の項において「価格決定日」という。)が平成の項において「価格決定日」という。)が平成

三十年四月一日から令和六年三月三十一日まで三十年四月一日から令和四年三月三十一日まで

の間に属する場合におけるバイオマス発電設備の間に属する場合におけるバイオマス発電設備

に係る基準価格等及び調達価格等(第二号ハにに係る調達価格等(第二号ハに掲げる変更の認

掲げる変更の認定の日が価格決定日となる場合定の日が価格決定日となる場合にあっては、当

にあっては、当該変更の認定に係る再生可能エ該変更の認定に係る再生可能エネルギー発電設

ネルギー発電設備の区分等に係るものに限る。備の区分等に係るものに限る。)は、前各項の

)は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギ

生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決ー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期

定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄

の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格及びに掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる

同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間期間とする。

とする。

一新法第九条第三項の認定又は法第九条第四一法第九条第三項の認定の日

項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定(次に掲げる二法第十条第一項の変更の認定(次に掲げる

変更の認定に限る。)の日変更の認定に限る。)の日

イ当該設備に係る交付期間又は調達期間のイ当該設備に係る調達期間の起算日前にお

起算日前における出力の変更(出力を減少ける出力の変更(出力を減少させる変更で

させる変更であって当該減少が十キロワッあって当該減少が十キロワット未満若しく

ト未満若しくは当該設備の出力の二十パーは当該設備の出力の二十パーセント未満で

セント未満である場合、出力を増加させるある場合、出力を増加させる変更であって

変更であって当該増加後に当該設備が該当当該増加後に当該設備が該当する次の表の
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転開始期限日から当該供給開始日までの期間のとする。

を除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に[新設]

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発

電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

を交付期間又は調達期間から除く。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ニ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複

格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。

（バイオマス発電設備に係る基準価格等及び調（バイオマス発電設備に係る調達価格等）

達価格等）

第六条[略]第六条[略]

２[略]２[略]

３[略]３[略]

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日
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の額に相当る額を加え

する額を加て得た額

えて得た額

）

六[略]十二円（調[略]六[略]十二円に消[略]
達価格は、費税及び地

消費税及び方消費税の

地方消費税額に相当す

の額に相当る額を加え

する額を加て得た額

えて得た額

）

備考備考

イ基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格はイ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワッ

、一キロワット時当たりのものとする。ト時当たりのものとする。

ロ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はロ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に新法ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に法第

第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認九条第三項の認定を受けた認定事業者に係る

定を受けた認定事業者に係るものである場合ものである場合であって、当該設備に係る供

であって、当該設備に係る供給開始日が運転給開始日が運転開始期限日より後の日である

開始期限日より後の日である場合には、当該場合には、当該設備に係る調達期間は、調達

設備に係る交付期間又は調達期間は、交付期期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限

間又は調達期間の欄に掲げる期間から当該運日から当該供給開始日までの期間を除いたも
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する額を加て得た額

えて得た額

）

三[略]十九円（調[略]三[略]十九円に消[略]

達価格は、費税及び地

消費税及び方消費税の

地方消費税額に相当す

の額に相当る額を加え

する額を加て得た額

えて得た額

）

四[略]二十六円（[略]四[略]二十六円に[略]

調達価格は消費税及び

、消費税及地方消費税

び地方消費の額に相当

税の額に相する額を加

当する額をえて得た額

加えて得た

額）

五[略]二十円（調[略]五[略]二十円に消[略]

達価格は、費税及び地

消費税及び方消費税の

地方消費税額に相当す

57



更(当該設備の出力のみの変更によるものをの出力のみの変更によるものを除く。)の認

除く。)の認定に限る。)の日定に限る。)の日

三当該設備に係る交付期間又は調達期間の起三当該設備に係る調達期間の起算日以後の法

算日以後の法第十条第一項の変更の認定(当第十条第一項の変更の認定(当該設備の出力

該設備の出力の変更(出力を減少させる変更の変更(出力を減少させる変更を除く。)の認

を除く。)の認定に限る。)の日定に限る。)の日

四[略]四[略]

再生可能エネルギ基準価格又交付期間再生可能エネルギ調達価格調達期間

ー発電設備の区分は調達価格又は調達ー発電設備の区分

等期間等

一[略]四十円（調[略]一[略]四十円に消[略]

達価格は、費税及び地

消費税及び方消費税の

地方消費税額に相当す

の額に相当る額を加え

する額を加て得た額

えて得た額

）

二[略]三十円（調[略]二[略]三十円に消[略]

達価格は、費税及び地

消費税及び方消費税の

地方消費税額に相当す

の額に相当る額を加え
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（地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格（地熱発電設備に係る調達価格等）

等）

第五条[略]第五条[略]

２次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二２次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二

十九年四月一日から令和七年三月三十一日まで十九年四月一日から令和四年三月三十一日まで

の間に属する場合における地熱発電設備に係るの間に属する場合における地熱発電設備に係る

基準価格等及び調達価格等は、前項の規定にか調達価格等は、前項の規定にかかわらず、次の

かわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄

備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げ

価格又は調達価格の欄に掲げる価格及び同表のる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間と

交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とすする。

る。
一新法第九条第三項の認定又は法第九条第四一法第九条第三項の認定の日

項の認定の日

二当該設備に係る交付期間又は調達期間の起二当該設備に係る調達期間の起算日前の法第

算日前の法第十条第一項の変更の認定(当該十条第一項の変更の認定(当該設備の出力の

設備の出力の変更(出力を減少させる変更で変更(出力を減少させる変更であって当該減

あって当該減少が十キロワット未満若しくは少が十キロワット未満若しくは当該設備の出

当該設備の出力の二十パーセント未満である力の二十パーセント未満である場合又は当該

場合又は当該設備に係る接続契約の相手方で設備に係る接続契約の相手方である一般送配

ある一般送配電事業者等による接続の検討の電事業者等による接続の検討の結果、出力を

結果、出力を変更しなければならない場合を変更しなければならない場合を除く。)の認

除く。)の認定又は次の表各号に掲げる設備定又は次の表各号に掲げる設備の再生可能エ

の再生可能エネルギー発電設備の区分等の変ネルギー発電設備の区分等の変更(当該設備
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、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に新法ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に法第

第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認九条第三項の認定を受けた認定事業者に係る

定を受けた認定事業者に係るものである場合ものである場合であって、当該設備に係る供

であって、当該設備に係る供給開始日が運転給開始日が運転開始期限日より後の日である

開始期限日より後の日である場合には、当該場合には、当該設備に係る調達期間は、調達

設備に係る交付期間又は調達期間は、交付期期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限

間又は調達期間の欄に掲げる期間から当該運日から当該供給開始日までの期間を除いたも

転開始期限日から当該供給開始日までの期間のとする。

を除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に[新設]

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発

電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

を交付期間又は調達期間から除く。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ニ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複

格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。
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得た額）

八[略]平成二十九十二円（[略]八[略]平成二十九十二円に[略]

年四月一日調達価格年四月一日消費税及

から令和五は、消費から令和四び地方消

年三月三十税及び地年三月三十費税の額

一日まで方消費税一日までに相当す

の額に相る額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

令和五年四九円（調[新設][新設]

月一日から達価格は

令和六年三、消費税

月三十一日及び地方

まで消費税の

額に相当

する額を

加えて

得た額）

備考備考

イ基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格はイ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワッ

、一キロワット時当たりのものとする。ト時当たりのものとする。

ロ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はロ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日
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一日まで方消費税一日までに相当す

の額に相る額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

七[略][略][略][略]七[略][略][略][略]

平成二十九二十円（平成二十九二十円に

年十月一日調達価格年十月一日消費税及

から令和五は、消費から令和四び地方消

年三月三十税及び地年三月三十費税の額

一日まで方消費税一日までに相当す

の額に相る額を加

当する額えて得た

を加えて額

得た額）

令和五年四十六円（[新設][新設]

月一日から調達価格

令和六年三は、消費

月三十一日税及び地

まで方消費税

の額に相

当する額

を加えて
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四[略]平成二十九二十一円[略]四[略]平成二十九二十一円[略]

年四月一日（調達価年四月一日に消費税

から令和七格は、消から令和四及び地方

年三月三十費税及び年三月三十消費税の

一日まで地方消費一日まで額に相当

税の額にする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）

五[略]平成二十九二十七円[略]五[略]平成二十九二十七円[略]

年四月一日（調達価年四月一日に消費税

から令和六格は、消から令和四及び地方

年三月三十費税及び年三月三十消費税の

一日まで地方消費一日まで額に相当

税の額にする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）

六[略]平成二十九十五円（[略]六[略]平成二十九十五円に[略]

年四月一日調達価格年四月一日消費税及

から令和六は、消費から令和四び地方消

年三月三十税及び地年三月三十費税の額
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額を加えた額

て得た額

）

二[略]平成二十九二十五円[略]二[略]平成二十九二十五円[略]
年四月一日（調達価年四月一日に消費税

から令和七格は、消から令和四及び地方

年三月三十費税及び年三月三十消費税の

一日まで地方消費一日まで額に相当

税の額にする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）

三[略]平成二十九二十九円[略]三[略]平成二十九二十九円[略]

年四月一日（調達価年四月一日に消費税

から令和七格は、消から令和四及び地方

年三月三十費税及び年三月三十消費税の

一日まで地方消費一日まで額に相当

税の額にする額を

相当する加えて得

額を加えた額

て得た額

）
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設備の再生可能エネルギー発電設備の区分等分等の変更（当該設備の出力のみの変更によ

の変更（当該設備の出力のみの変更によるもるものを除く。）の認定に限る。）の日

のを除く。）の認定に限る。）の日

三当該設備に係る交付期間又は調達期間の起三当該設備に係る調達期間の起算日以後の法

算日以後の法第十条第一項の変更の認定（当第十条第一項の変更の認定（当該設備の出力

該設備の出力の変更（出力を増加させる変更の変更（出力を増加させる変更であって当該

であって当該増加後に当該設備が該当する次増加後に当該設備が該当する次の表の再生可

の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等能エネルギー発電設備の区分等に係る調達価

に係る基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格の欄に掲げる価格が当該変更前の当該設備

格が当該変更前の当該設備に係る基準価格又に係る調達価格より高い場合又は出力を減少

は調達価格より高い場合又は出力を減少させさせる場合を除く。）の認定に限る。）の日

る場合を除く。）の認定に限る。）の日

四[略]四[略]

再生可能エネル価格決定日基準価格交付期再生可能エネ価格決定日調達価格調達期

ギー発電設備のが属する期又は調達間又はルギー発電設が属する期間

区分等間価格調達期備の区分等間

間

一[略]平成二十九三十四円[略]一[略]平成二十九三十四円[略]

年四月一日（調達価年四月一日に消費税

から令和七格は、消から令和四及び地方

年三月三十費税及び年三月三十消費税の

一日まで地方消費一日まで額に相当

税の額にする額を

相当する加えて得
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３次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ３次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ

の項において「価格決定日」という。）が平成の項において「価格決定日」という。）が平成

二十九年四月一日から令和七年三月三十一日ま二十九年四月一日から令和四年三月三十一日ま

での間に属する場合における水力発電設備に係での間に属する場合における水力発電設備に係

る基準価格等又は調達価格等は、前二項の規定る調達価格等は、前二項の規定にかかわらず、

にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等

電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、そ

欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達れぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同

価格の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は表の調達期間の欄に掲げる期間とする。

調達期間の欄に掲げる期間とする。

一新法第九条第三項の認定又は法第九条第四一法第九条第三項の認定の日

項の認定の日

二当該設備に係る交付期間又は調達期間の起二当該設備に係る調達期間の起算日前の法第

算日前の法第十条第一項の変更の認定（当該十条第一項の変更の認定（当該設備の出力の

設備の出力の変更（出力を減少させる変更で変更（出力を減少させる変更であって当該減

あって当該減少が十キロワット未満若しくは少が十キロワット未満若しくは当該設備の出

当該設備の出力の二十パーセント未満である力の二十パーセント未満である場合、出力を

場合、出力を増加させる変更であって当該増増加させる変更であって当該増加後に当該設

加後に当該設備が該当する次の表の再生可能備が該当する次の表の再生可能エネルギー発

エネルギー発電設備の区分等に係る基準価格電設備の区分等に係る調達価格の欄に掲げる

又は調達価格の欄に掲げる価格が当該変更前価格が当該変更前の当該設備に係る調達価格

の当該設備に係る基準価格又は調達価格よりより高い場合又は当該設備に係る接続契約の

高い場合又は当該設備に係る接続契約の相手相手方である一般送配電事業者等による接続

方である一般送配電事業者等による接続の検の検討の結果、出力を変更しなければならな

討の結果、出力を変更しなければならない場い場合を除く。）の認定又は次の表各号に掲

合を除く。）の認定又は次の表各号に掲げるげる設備の再生可能エネルギー発電設備の区
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備考前項の表中の「備考」に同じ。備考第七項の表中の「備考」に同じ。

選定事業者が提出した公募占用計画に関する９選定事業者が提出した公募占用計画に関する 1
0

風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等風力発電設備に係る調達価格等は、前各項の規

は、前各項の規定に関わらず、次の表のとおり定に関わらず、次の表のとおりとする。

とする。

基準価格又は調達価格交付期間又は調調達価格調達期間

達期間

促進法第十七条第二項の規定に[略]促進法第十七条第二項の規定[略]

基づき経済産業大臣及び国土交に基づき経済産業大臣及び国

通大臣が公示する選定事業者ご土交通大臣が公示する選定事

との選定に係る公募占用計画に業者ごとの選定に係る公募占

記載された供給価格の額（調達用計画に記載された供給価格

価格は、消費税及び地方消費税の額に消費税及び地方消費税

の額に相当する額を加えて得たの額に相当する額を加えて得

額）た額

備考第八項の表中の「備考」に同じ。備考第七項の表中の「備考」に同じ。

（水力発電設備に係る基準価格等及び調達価格（水力発電設備に係る調達価格等）

等）

第四条[略]第四条[略]

２[略]２[略]
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格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。

９次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日８次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日

が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日

までの間に属する場合における風力発電設備でまでの間に属する場合における施行規則第三条

あって、入札対象区分等に該当するものに係る第五号の二に規定する風力発電設備に係る調達

基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定に価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表

かかわらず、次の表のとおりとする。のとおりとする。

一～三[略]一～三[略]

基準価格又は調達価格交付期間又は調調達価格調達期間

達期間

法第七条第八項の規定に基づき[略]法第七条第八項の規定に基づき[略]

入札の結果が公表されている直入札の結果が公表されている直

近の風力発電設備に係る入札に近の風力発電設備に係る入札に

おいて適用された供給価格上限おいて適用された供給価格上限

額と、当該風力発電設備の基準額と、当該風力発電設備の調達

価格又は調達価格のうち、いず価格のうち、いずれか低い額に

れか低い額（調達価格は消費税消費税及び地方消費税の額に相

及び地方消費税の額に相当する当する額を加えて得た額

額を加えて得た額）
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る落札者ごとの落札に係る供給価得た額

格の額（調達価格は、消費税及び

地方消費税の額に相当する額を加

えて得た額）

備考備考

イ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はイ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限

日より後の日である場合には、当該設備に係日より後の日である場合には、当該設備に係

る交付期間又は調達期間は、交付期間又は調る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間か

達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期ら当該運転開始期限日から当該供給開始日ま

限日から当該供給開始日までの期間を除いたでの期間を除いたものとする。

ものとする。

ハ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に[新設]

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発

電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

を交付期間又は調達期間から除く。

ニ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ハ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複
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した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価

格は、当該複数設備に適用される基準価格又

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価

格の低いものを適用するものとし、交付期間

又は調達期間もこれに従う。

８法第七条第三項に規定する落札者の当該落札７法第七条第三項に規定する落札者の当該落札

に係る風力発電設備であって、同項又は同条第に係る風力発電設備であって、同項又は同条第

六項の規定による当該落札者の決定の日が令和六項の規定による当該落札者の決定の日が令和

二年四月一日から令和五年三月三十一日までの二年四月一日から令和四年三月三十一日までの

間に属する場合における当該風力発電設備に係間に属する場合における当該風力発電設備に係

る基準価格等又は調達価格等は、前各項の規定る調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、

にかかわらず、次の表のとおりとする。次の表のとおりとする。

基準価格又は調達価格交付期間又は調達価格調達期間

調達期間

法第七条第八項の規定により経済[略]法第七条第八項の規定により経済[略]

産業大臣（新法第七条第十項の規産業大臣（同条第十項の規定によ

定により指定入札機関が入札業務り指定入札機関が入札業務を行う

を行う場合にあっては、指定入札場合にあっては、指定入札機関）

機関、法第七条第十項の規定によが公表する落札者ごとの落札に係

り推進機関が入札業務を行う場合る供給価格の額に消費税及び地方

にあっては、推進機関）が公表す消費税の額に相当する額を加えて
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当する額を加

えて得た額）

備考
イ基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格は

、一キロワット時当たりのものとする。

ロ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間は

、供給開始日を起算日とする。

ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に新法

第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認

定を受けた認定事業者に係るものである場合

であって、当該設備に係る供給開始日が運転

開期限日より後の日である場合には、当該設

備に係る交付期間又は調達期間は、交付期間

又は調達期間の欄に掲げる期間から当該運転

開始期限日から当該供給開始日までの期間を

除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、その認定を受けて当該設備を用いて発

電した電気を供給した期間又は当該設備に係

る運転開始期限日から供給開始日までの期間

を交付期間又は調達期間から除く。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設
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月一日から価格は、消費

令和七年三税及び地方消

月三十一日費税の額に相

当する額を加

えて得た額）

二洋上風力発電令和四年四二十九円（調二十

設備（次号及月一日から達価格は、消年間

び第四号に掲令和五年三費税及び地方

げるものを除月三十一日消費税の額に

く。）相当する額を

加えて得た額

）

三浮体式洋上風令和四年四三十六円（調二十

力発電設備（月一日から達価格は、消年間

次号に掲げる令和七年三費税及び地方

ものを除く。月三十一日消費税の額に

）相当する額を

加えて得た額

）

四特定風力発電令和四年四十四円（調達二十

設備月一日から価格は、消費年間

令和五年三税及び地方消

月三十一日費税の額に相
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ハ当該設備を電気事業者が維持し、及び運

用する電線路に電気的に接続することにつ

いての電気事業者の同意に係る主要な事項

の変更の認定

再生可能エネ価格決定日基準価格又は交付

ルギー発電設が属する期調達価格期間

備の区分等間又は
調達

期間

一風力発電設備令和四年四十六円（調達二十

（次号から第月一日から価格は、消費年間

四号までに掲令和五年三税及び地方消

げるもの及び月三十一日費税の額に相

入札対象区分当する額を加

等に該当するえて得た額）

ものを除く。

）令和五年四十五円（調達

月一日から価格は、消費

令和六年三税及び地方消

月三十一日費税の額に相

当する額を加

えて得た額）

令和六年四十四円（調達
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変更の認定に限る。）の日

イ当該設備に係る交付期間又は調達期間の

起算日前における次に掲げる変更の認定

当該設備の出力の変更の認定（出力を (
1
)

減少させる変更であって当該減少が十キ

ロワット未満若しくは当該設備の出力の

二十パーセント未満である場合、次の表

第一号に掲げる設備の出力を増加させる

変更であって増加後の出力の該当する再

生可能エネルギー発電設備の区分等が入

札対象区分等となる場合又は当該設備に

係る接続契約の相手方である一般送配電

事業者等による接続の検討の結果、出力

を変更しなければならない場合における

当該変更の認定を除く。）

次の表第一号又は第四号に掲げる設備 (
2
)

の再生可能エネルギー発電設備の区分等

の変更の認定

ロ当該設備に係る交付期間又は調達期間の

起算日以後における出力の変更の認定（出

力を減少させる変更の認定又は次の表第一

号に掲げる設備の出力を増加させる変更で

あって増加後の出力の該当する再生可能エ

ネルギー発電設備の区分等が入札対象区分

等となる場合における当該変更の認定を除

く。）
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発電設備の区分等発電設備の区分等

一[略][略][略]一[略][略][略]

～～

三三

四特定風力発電設備[略][略]四施行規則第三条第八[略][略]

号イからハまでに掲

げる事項のいずれか

に該当する風力発電

設備

備考[略]備考[略]

７次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ[新設]

の項において「価格決定日」という。）が令和

四年四月一日から令和七年三月三十一日までの

間に属する場合における風力発電設備に係る基

準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にか

かわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設

備の区分等及び価格決定日の属する期間の欄に

応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格

の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達

期間の欄に掲げる期間とする。

一法第九条第四項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定（次に掲げる
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備考備考

イ・ロ[略]イ・ロ[略]

ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に新法ハ当該設備が平成三十年四月一日以降に法第

第九条第三項の認定を受けた認定事業者に係九条第三項の認定を受けた認定事業者に係る

るものである場合であって、当該設備に係るものである場合であって、当該設備に係る供

供給開始日が運転開始期限日より後の日であ給開始日が運転開始期限日より後の日である

る場合には、当該設備に係る調達期間は、調場合には、当該設備に係る調達期間は、調達

達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限

限日から当該供給開始日までの期間を除いた日から当該供給開始日までの期間を除いたも

ものとする。のとする。

ニ[略]ニ[略]

６次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ６次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ

の項において「価格決定日」という。）が令和の項において「価格決定日」という。）が令和

三年四月一日から令和四年三月三十一日までの三年四月一日から令和四年三月三十一日までの

間に属する場合における風力発電設備に係る調間に属する場合における風力発電設備に係る調

達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の

表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄

に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げに応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げ

る価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間と

する。する。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

再生可能エネルギー調達価格調達期間再生可能エネルギー調達価格調達期間
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の項において「価格決定日」という。）が平成の項において「価格決定日」という。）が平成

三十年四月一日から令和三年三月三十一日まで三十年四月一日から令和三年三月三十一日まで

の間に属する場合における風力発電設備に係るの間に属する場合における風力発電設備に係る

調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次

の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及

び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それび価格決定日が属する期間の欄に応じて、それ

ぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表ぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表

の調達期間の欄に掲げる期間とする。の調達期間の欄に掲げる期間とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

再生可能エネ価格決定日調達価格調達期再生可能エネ価格決定日調達価格調達期

ルギー発電設が属する期間ルギー発電設が属する期間

備の区分等間備の区分等間

一[略][略][略][略]一[略][略][略][略]

～～

三三

四特定風力発電[略][略][略]四施行規則第三[略][略][略]

設備条第八号イか

らハまでに掲

げる事項のい

[略][略]ずれかに該当[略][略]

する風力発電

設備
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とする。とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

再生可能エネ価格決定日調達価格調達期再生可能エネ価格決定日調達価格調達期

ルギー発電設が属する期間ルギー発電設が属する期間

備の区分等間備の区分等間

一[略][略][略][略]一[略][略][略][略]

・・

二二

三特定風力発電[略][略][略]三施行規則第三[略][略][略]

設備であって条第八号イか

、その出力がらハまでに掲

二十キロワッげる事項のい

ト以上のものずれかに該当

する風力発電

設備であって

、その出力が

二十キロワッ

ト以上のもの

備考[略]備考[略]

５次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ５次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ
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当該設備に従前適用されていた解体等積立基準

額と同額とする。

（風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格（風力発電設備に係る調達価格等）

等）

第三条[略]第三条[略]

１・２[略]１・２[略]

３次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二３次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二

十九年四月一日から平成三十年三月三十一日ま十九年四月一日から平成三十年三月三十一日ま

での間に属する場合における風力発電設備であでの間に属する場合における風力発電設備であ

って、その出力が二十キロワット未満のものにって、その出力が二十キロワット未満のものに

係る調達価格等は、前二項の規定にかかわらず係る調達価格等は、前二項の規定にかかわらず

、次の表のとおりとする。、次の表のとおりとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

４次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ４次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ

の項において「価格決定日」という。）が平成の項において「価格決定日」という。）が平成

二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日

までの間に属する場合における風力発電設備でまでの間に属する場合における風力発電設備で

あって、その出力が二十キロワット以上のものあって、その出力が二十キロワット以上のもの

に係る調達価格等は、第一項及び第二項の規定に係る調達価格等は、第一項及び第二項の規定

にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発

電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の

欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲

げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間
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けた場合であって当該設備で発電された電気

を市場取引等によって供給する場合を除く。

）の認定に限る。）

基準価格又は調達価格交付期間又解体等積立基調達価格調達期間解体等積立基

は調達期間準額準額

法第七条第八項の規定[略][略]法第七条第八項の規定[略][略]

に基づき入札の結果がに基づき入札の結果が

公表されている直近の公表されている直近の

太陽光発電設備に係る太陽光発電設備に係る

入札において適用され入札において適用され

た供給価格上限額と、た供給価格上限額と、

当該太陽光発電設備の当該太陽光発電設備の

基準価格又は調達価格調達価格のうち、いず

のうち、いずれか低いれか低い額に消費税及

額（調達価格は、消費び地方消費税の額に相

税及び地方消費税の額当する額を加えて得た

に相当する額を加えて額

得た額）

備考前項の表中の「備考」に同じ。備考第二十項の表中の「備考」に同じ。

法第二条の七第一項の規定に基づき一時調達[新設] 2
9

契約を締結した太陽光発電設備に係る一時契約

期間において適用される解体等積立基準額は、
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一当該設備に係る交付期間又は調達期間の起一当該設備に係る調達期間の起算日前におけ

算日前における次に掲げる変更の認定る次に掲げる変更の認定

イ当該設備の出力の変更の認定（出力を減イ当該設備の出力の変更の認定（当該設備

少させる変更の認定又は当該設備に係る接に係る接続契約の相手方である一般送配電

続契約の相手方である一般送配電事業者等事業者等による接続の検討の結果、出力を

による接続の検討の結果、出力を変更しな変更しなければならない場合における当該

ければならない場合における当該変更の認変更の認定を除く。）

定を除く。）

ロ[略]ロ[略]

二当該設備に係る交付期間又は調達期間の起二当該設備に係る調達期間の起算日以後にお

算日以後における次に掲げる変更の認定ける次に掲げる変更の認定

イ当該設備の出力の変更の認定（出力を減イ当該設備の出力の変更の認定

少させる変更の認定を除く。）

ロ[略]ロ[略]

三[略]三[略]

四当該設備とともに設置される蓄電池に係る四当該設備とともに設置される蓄電池に係る

変更の認定（当該設備に係る太陽電池の合計変更の認定（当該設備に係る太陽電池の合計

出力が当該設備の出力よりも大きい場合であ出力が当該設備の出力よりも大きい場合であ

って、蓄電池を当該設備に係る逆変換装置よって、蓄電池を当該設備に係る逆変換装置よ

りも太陽電池側に新設又は増設する変更（当りも太陽電池側に新設又は増設する変更（当

該蓄電池が電気事業者に供給する電気の量を該蓄電池が電気事業者に供給する電気の量を

的確に計測できる構造である場合であって当的確に計測できる構造である場合であって当

該電気を特定契約によらないで供給する場合該電気を特定契約によらないで供給する場合

若しくは当該電気の供給にあたり供給促進交を除く。）の認定に限る。）

付金の交付を受けない場合又は令和四年四月

一日以降に新たに法第九条第四項の認定を受
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ハ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に[新設]

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等又は特定契約により供給

するものとして同項の認定を受けている場合

には、当該設備を用いて発電した電気を供給

した期間又は当該設備に係る運転開始期限日

から供給開始日までの期間を交付期間又は調

達期間から除く。

ニ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設ハ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがでエネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格又は調達価きない場合に適用される調達価格は、当該複

格は、当該複数設備に適用される基準価格又数設備に適用される調達価格のうち、最も調

は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価達価格の低いものを適用するものとし、調達

格の低いものを適用するものとし、交付期間期間もこれに従う。

又は調達期間もこれに従う。

ホ[略]ニ[略]

次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日 2
8

2
1

が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日

までの間に属する場合における太陽光発電設備までの間に属する場合における太陽光発電設備

であって、入札対象区分等に該当するものに係であって、その出力が二百五十キロワット以上

る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基のものに係る調達価格等及び解体等積立基準額

準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表のは、第一項から第五項まで、第七項、第八項、

とおりとする。第十項及び第十五項から前項までの規定にかか

わらず、次の表のとおりとする。
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より指定入札機関六六定入札機関が入札]

が入札業務を行う円業務を行う場合に

場合にあっては、あっては、指定入

第十三回指定入札機関、法〇．[新設]札機関）が公表す[新設

第七条第十項の規六六る落札者ごとの落]

定により推進機関円札に係る供給価格

が入札業務を行うの額に消費税及び

第十四回場合にあっては、〇．[新設]地方消費税の額に[新設

推進機関）が公表六六相当する額を加え]

する落札者ごとの円て得た額

落札に係る供給価

第十五回格の額（調達価格〇．[新設][新設

は、消費税及び地六六]

方消費税の額に相円

当する額を加えて

得た額）

備考備考

イ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間はイ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

、供給開始日を起算日とする。を起算日とする。

ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限

日より後の日である場合には、当該設備に係日より後の日である場合には、当該設備に係

る交付期間又は調達期間は、交付期間又は調る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間か

達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期ら当該運転開始期限日から当該供給開始日ま

限日から当該供給開始日までの期間を除いたでの期間を除いたものとする。

ものとする。
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日を当該再度の提出に係る系統連系工事着工申とみなして、前項の規定を適用する。

込みの受領の日とみなして、前項の規定を適用

する。
法第七条第三項に規定する落札者の当該落札法第七条第三項に規定する落札者の当該落札 2
7

2
0

に係る太陽光発電設備であって、同項又は同条に係る太陽光発電設備であって、同項又は同条

第六項の規定による当該落札者（以下「落札者第六項の規定による当該落札者（以下「落札者

」という。）の決定の日が平成二十九年四月一」という。）の決定の日が平成二十九年四月一

日から令和五年三月三十一日までの間に属する日から令和四年三月三十一日までの間に属する

場合における当該太陽光発電設備に係る基準価場合における当該太陽光発電設備に係る調達価

格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は前格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五

各項の規定にかかわらず、次の表の落札者を決項まで、第七項、第八項、第十項及び第十五項

定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表のから前項までの規定にかかわらず、次の表の落

基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞ

の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及びれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調

同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とす達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立

る。基準額の欄に掲げる額とする。

落札者を決定基準価格又は調達交付期解体落札者を決定調達価格調達期解体

した入札の回価格間又は等積した入札の回間等積

調達期立基立基

間準額準額

第一回～第十法第七条第八項の[略][略]第一回～第十法第七条第八項の[略][略]

一回規定により経済産一回規定により経済産

業大臣（新法第七業大臣（同条第十

第十二回条第十項の規定に〇．[新設]項の規定により指[新設
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定事業者に係るもののうちその出力が二百五十

キロワット以上のもの」と、同項第二号ロ中 (
1
)

「次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲

げる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日

の変更の認定」とする。

第二十一項から前項までの規定は、系統連系第十五項から第十七項までの規定は、系統連 2
5

1
8

工事着工申込書を一般送配電事業者等に提出し系工事着工申込書を一般送配電事業者等に提出

たみなし認定事業者が供給開始日までの間に法したみなし認定事業者が供給開始日までの間に

第十条第一項の変更の認定を申請（施行規則第法第十条第一項の変更の認定を申請した場合そ

九条第一項第十五号の二に基づく申請を除く。の他当該一般送配電事業者等から系統連系工事

）した場合その他当該一般送配電事業者等から着工申込書の再度の提出を求められた場合にお

系統連系工事着工申込書の再度の提出を求めらいて、当該みなし認定事業者が行った当該再度

れた場合において、当該みなし認定事業者が行の提出に係る系統連系工事着工申込みの受領の

った当該再度の提出に係る系統連系工事着工申日について準用する。

込みの受領の日について準用する。

系統連系工事着工申込書を一般送配電事業者系統連系工事着工申込書を一般送配電事業者 2
6

1
9

等に提出したみなし認定事業者が供給開始日ま等に提出したみなし認定事業者が供給開始日ま

での間に法第十条第一項の変更の認定を申請（での間に法第十条第一項の変更の認定を申請し

施行規則第九条第一項第十五号の二に基づく申た場合その他当該一般送配電事業者等から系統

請を除く。）した場合その他当該一般送配電事連系工事着工申込書の再度の提出を求められた

業者等から系統連系工事着工申込書の再度の提場合において、当該みなし認定事業者が供給開

出を求められた場合において、当該みなし認定始日までの間に当該再度の提出を行わなかった

事業者が供給開始日までの間に当該再度の提出とき、又は系統連系工事着工申込書の再度の提

を行わなかったとき、又は系統連系工事着工申出を行うべきであったことが供給開始日以降に

込書の再度の提出を行うべきであったことが供判明したときは、当該供給開始日を当該再度の

給開始日以降に判明したときは、当該供給開始提出に係る系統連系工事着工申込みの受領の日
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運転開始予定日の変更の認定とみなして、第十適用する。この場合において、同項本文中「令

項の規定を適用する。この場合において、同項和二年三月三十一日まで」とあるのは「令和四

本文中「令和二年三月三十一日まで」とあるの年三月三十一日まで」と、「五百キロワット未

は「令和四年三月三十一日まで」と、「五百キ満のもの」とあるのは「五百キロワット未満の

ロワット未満のもの」とあるのは「五百キロワもの又はみなし認定事業者に係るもののうちそ

ット未満のもの又はみなし認定事業者に係るもの出力が五百キロワット以上のもの」と、同項

ののうちその出力が五百キロワット以上のもの第二号ロ中「次に掲げる変更の認定」とある (
1
)

」と、同項第二号ロ中「次に掲げる変更の認のは「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運 (
1
)

定」とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当転開始予定日の変更の認定」とする。

該設備の運転開始予定日の変更の認定」とす

る。
系統連系工事着工申込みの受領の日が令和四[新設] 2
4

年四月一日から令和五年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備（第十二

項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項

及び第二十項に掲げるものを除く。）について

は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、

第十項及び第二十一項から前項までの規定にか

かわらず、当該設備に係る系統連系工事着工申

込みの受領を法第十条第一項の規定による当該

設備の運転開始予定日の変更の認定とみなして

、第十二項の規定を適用する。この場合におい

て、同項本文中「令和三年三月三十一日まで」

とあるのは「令和五年三月三十一日まで」と、

「二百五十キロワット未満のもの」とあるのは

「二百五十キロワット未満のもの又はみなし認
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に属する場合における太陽光発電設備（第八項に属する場合における太陽光発電設備（第八項

、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第、第十項及び第十二項に掲げるものを除く。）

十七項、第十九項及び第二十項に掲げるものをについては、第一項から第五項まで、第七項及

除く。）については、第一項から第五項まで、び前項の規定にかかわらず、当該設備に係る系

第七項及び前項の規定にかかわらず、当該設備統連系工事着工申込みの受領を法第十条第一項

に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十の規定による当該設備の運転開始予定日の変更

条第一項の規定による当該設備の運転開始予定の認定とみなして、第八項の規定を適用する。

日の変更の認定とみなして、第八項の規定を適この場合において、同項本文中「平成三十一年

用する。この場合において、同項本文中「平成三月三十一日まで」とあるのは「令和三年三月

三十一年三月三十一日まで」とあるのは「令和三十一日まで」と、「二千キロワット未満のも

三年三月三十一日まで」と、「二千キロワットの」とあるのは「二千キロワット未満のもの又

未満のもの」とあるのは「二千キロワット未満はみなし認定事業者に係るもののうちその出力

のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちが二千キロワット以上のもの」と、同項第二号

その出力が二千キロワット以上のもの」と、同ロ（１）中「次に掲げる変更の認定」とあるの

項第二号ロ（１）中「次に掲げる変更の認定」は「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転

とあるのは「次に掲げる変更の認定及び当該設開始予定日の変更の認定」とする。

備の運転開始予定日の変更の認定」とする。

系統連系工事着工申込みの受領の日が令和三系統連系工事着工申込みの受領の日が令和三 2
3

1
7

年四月一日から令和四年三月三十一日までの間年四月一日から令和四年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備（第十項に属する場合における太陽光発電設備（第十項

、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、及び第十二項に掲げるものを除く。）について

第十九項及び第二十項に掲げるものを除く。）は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、

については、第一項から第五項まで、第七項、第十五項及び前項の規定にかかわらず、当該設

第八項、第二十一項及び前項の規定にかかわら備に係る系統連系工事着工申込みの受領を法第

ず、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの十条第一項の規定による当該設備の運転開始予

受領を法第十条第一項の規定による当該設備の定日の変更の認定とみなして、第十項の規定を
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にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申

込書」という。）の当該一般送配電事業者等に込書」という。）の当該一般送配電事業者等に

よる受領（以下「系統連系工事着工申込みの受よる受領（以下「系統連系工事着工申込みの受

領」という。）の日が第二号に掲げる期間に属領」という。）の日が第二号に掲げる期間に属

する場合における太陽光発電設備（その出力がする場合における太陽光発電設備（その出力が

十キロワット以上のものであって、みなし認定十キロワット以上のものであって、みなし認定

事業者に係るもののうち、平成二十九年三月三事業者に係るもののうち、平成二十九年三月三

十一日以前に旧認定を受け、平成二十八年七月十一日以前に旧認定を受け、平成二十八年七月

三十一日以前に当該設備に係る接続契約が締結三十一日以前に当該設備に係る接続契約が締結

されたものに限る。次項から第二十四項においされたものに限る。次項及び第十七項において

て同じ。）（第七項、第八項、第十項、第十二同じ。）（第七項、第八項、第十項及び第十二

項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項項に掲げるものを除く。）については、第一項

及び第二十項に掲げるものを除く。）についてから第五項までの規定にかかわらず、当該設備

は、第一項から第五項までの規定にかかわらずに係る系統連系工事着工申込みの受領を法第十

、当該設備に係る系統連系工事着工申込みの受条第一項の規定による当該設備の運転開始予定

領を法第十条第一項の規定による当該設備の運日の変更の認定とみなして、第七項の規定を適

転開始予定日の変更の認定とみなして、第七項用する。この場合において、同項本文中「平成

の規定を適用する。この場合において、同項本三十年三月三十一日まで」とあるのは「令和二

文中「平成三十年三月三十一日まで」とあるの年三月三十一日まで」と、同項第二号イ中「 (
1
)

は「令和二年三月三十一日まで」と、同項第二次に掲げる変更の認定」とあるのは「次に掲げ

号イ中「次に掲げる変更の認定」とあるのはる変更の認定及び当該設備の運転開始予定日の (
1
)

「次に掲げる変更の認定及び当該設備の運転開変更の認定」とする。

始予定日の変更の認定」とする。

一・二[略]一・二[略]

系統連系工事着工申込みの受領の日が令和二系統連系工事着工申込みの受領の日が令和二 2
2

1
6

年四月一日から令和三年三月三十一日までの間年四月一日から令和三年三月三十一日までの間
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一日か消費税の額

ら令和に相当する

六年三額を加えて

月三十得た額

一日ま

で

二出力が五令和六九．五円に二十〇．六四

十キロワ年三月消費税及び年間円

ット以上三十一地方消費税

のもの（日以前の額に相当

入札対象する額を加

区分等にえて得た額

該当する

ものを除

く）

備考第十七項の表中の「備考」に同じ。

認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し 2
1

1
5

、及び運用する電線路とを電気的に接続するた、及び運用する電線路とを電気的に接続するた

めの工事の申込みの内容を記載した書面（当該めの工事の申込みの内容を記載した書面（当該

設備について第一号に掲げる要件を満たしてお設備について第一号に掲げる要件を満たしてお

り、当該書面を受領することにより一般送配電り、当該書面を受領することにより一般送配電

事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気

的な接続の予定日を決定することができる状態的な接続の予定日を決定することができる状態
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十キロワ日以前の額に相当る再生可

ット未満する額を加能エネル

のものえて得た額ギー発電

（当該設備事業計画

に係る再生が施行規

可能エネル則第五条

ギー発電事第一項第

業計画が施九号の二

行規則第五及び第二

条第一項第項第五号

九号の二及の二に規

び第二項第定する基

五号の二に準に適合

規定する基する場

準に適合す合にあっ

る場合にあては、一

っては、十．三三円

円に消費税）

及び地方消

費税の額に

相当する額

を加えて得

た額）

令和二十円に消費二十一．三三

年四月税及び地方年間円

24



ギー発電設備の区分等及び新法第九条第三項の

認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期

間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄

に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期

間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額

とする。

一法第九条第四項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定（第十七項第

二号イからニまでに掲げる変更の認定に限

る。）の日

再生可能新法第調達価格調達解体等積

エネルギ九条第期間立基準額

ー発電設三項の

備の区分認定又

等は法第

九条第

四項の

認定の

日が属

する期

間

一出力が十令和二九．五円に二十〇．六四

キロワッ年三月消費税及び年間円（当該

ト以上五三十一地方消費税設備に係

23



かわらず、次の表のとおりとする。

一法第九条第四項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定（第十七項第

二号イからニに掲げる変更の認定に限る。）

の日

基準価格交付期間解体等積立基準額

九．五円二十年間〇．六四円

備考第十六項の表中の「備考」に同じ。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和五[新設] 2
0

年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット以上のもの（入札対

象区分等に該当するものを除く。）に係る調達

価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第

五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項

、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項

の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネル

22



期間もこれに従う。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和五[新設] 1
8

年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット未満のものに係る調

達価格等は、第一項から第六項まで、第九項、

第十一項、第十三項及び第十五項の規定にかか

わらず、次の表のとおりとする。

一法第九条第四項の認定の日

二住宅用太陽光発電出力等変更認定の日

調達価格調達期間

十六円十年間

備考第十一項の表中の「備考」に同じ。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和五[新設] 1
9

年四月一日から令和六年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が五十キロワット以上のもの（入札

対象区分等に該当するものを除く。）に係る基

準価格及び解体等積立基準額は、第一項から第

五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項

、第十四項、第十六項及び第十七項の規定にか

21



を起算日とする。

ハ当該設備がみなし認定事業者に係るもので

ある場合（当該設備に係る旧認定の日が平成

二十九年三月三十一日以前である場合又は平

成二十八年八月一日以降に当該設備に係る接

続契約が締結された場合に限る。）又は当該

設備が認定事業者に係るものである場合であ

って、当該設備に係る供給開始日が運転開始

期限日より後の日である場合には、当該設備

に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期

間から当該運転開始期限日から当該供給開始

日までの期間を除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を市場取引等により供給するものとし

て同項の認定を受けている場合には、その認

定を受けて当該設備を用いて発電した電気を

供給した期間又は当該設備に係る運転開始期

限日から供給開始日までの期間を調達期間か

ら除く。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される調達価格は、当該複

数設備に適用される調達価格のうち、最も調

達価格の低いものを適用するものとし、調達
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加えて得た

額）

令和二十一円に消二十一．三三

年四月費税及び地年間円

一日か方消費税の

ら令和額に相当す

五年三る額を加え

月三十て得た額

一日ま

で

二出力が五令和五十円に消費二十〇．六六

十キロワ年三月税及び地方年間円

ット以上三十一消費税の額

のもの（日以前に相当する

入札対象額を加えて

区分等に得た額

該当する

ものを除

く）

備考
イ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワッ

ト時当たりのものとする。

ロ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

19



間

一出力が十令和二十円に消費二十〇．六六

キロワッ年三月税及び地方年間円（当該

ト以上五三十一消費税の額設備に係

十キロワ日以前に相当するる再生可

ット未満額を加えて能エネル

のもの得た額（当ギー発電

該設備に係事業計画

る再生可能が施行規

エネルギー則第五条

発電事業計第一項第

画が施行規九号のニ

則第五条第及び第二

一項第九号項第五号

の二及び第の二に規

二項第五号定する基

の二に規定準に適合

する基準にする場合

適合する場にあって

合にあっては、一．

は、十一円三三円）

に消費税及

び地方消費

税の額に相

当する額を

18



の変更の認定を除く。）

ハ当該設備を電気事業者が維持し、及び運

用する電線路に電気的に接続することにつ

いての電気事業者の同意に係る主要な事項

の変更の認定

ニ当該設備とともに設置される蓄電池に係

る変更の認定（当該設備に係る太陽電池の

合計出力が当該設備の出力よりも大きい場

合であって、蓄電池を当該設備に係る逆変

換装置よりも太陽電池側に新設又は増設す

る変更（当該蓄電池が電気事業者に供給す

る電気の量を的確に計測できる構造である

場合であって当該電気を特定契約によらな

いで供給する場合を除く。）の認定に限

る。）

再生可能新法第調達価格調達解体等積

エネルギ九条第期間立基準額

ー発電設三項の

備の区分認定又

等は法第

九条第

四項の

認定の

日が属

する期

17



変更の認定（に掲げる変更の認定、合 (
1
)

計出力を減少させる変更であって当該減

少が当該合計出力の二十パーセント未満

の変更若しくは合計出力を増加させる変

更であって当該増加が三キロワット未満

かつ当該合計出力の三パーセント未満の

変更の認定又は当該設備に係る接続契約

の相手方である一般送配電事業者等によ

る接続の検討の結果、太陽電池の合計出

力を変更しなければならない場合におけ

る当該変更の認定を除く。）

ロ当該設備に係る調達期間の起算日以後に

おける次に掲げる変更の認定

当該設備の出力の変更の認定（出力を (
1
)

減少させる変更の認定又は出力を増加さ

せる変更であって当該増加後に当該設備

が該当する再生可能エネルギー発電設備

の区分等が入札対象区分等となる場合に

おける当該変更の認定を除く。）

当該設備に係る太陽電池の合計出力の (
2
)

変更の認定（に掲げる変更の認定又は (
1
)

合計出力を減少させる変更であって当該

減少が当該合計出力の二十パーセント未

満の変更若しくは合計出力を増加させる

変更であって当該増加が三キロワット未

満かつ当該合計出力の三パーセント未満
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、その出力が十キロワット以上のもの（入札対

象区分等に該当するもの場合を除く。）に係る

調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項か

ら第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十

二項、第十四項及び第十六項の規定にかかわら

ず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区

分等及び新法第九条第三項の認定又は法第九条

第四項の認定の日が属する期間の欄に応じて、

それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同

表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体

等積立基準額の欄に掲げる額とする。

一法第九条第四項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定（次に掲げる

変更の認定に限る。）の日

イ当該設備に係る調達期間の起算日前にお

ける次に掲げる変更の認定

当該設備の出力の変更の認定（出力を (
1
)

減少させる変更の認定又は出力を増加さ

せる変更であって増加後の出力の該当す

る再生可能エネルギー発電設備の区分等

が入札対象区分等となる場合若しくは当

該設備に係る接続契約の相手方である一

般送配電事業者等による接続の検討の結

果、出力を変更しなければならない場合

における当該変更の認定を除く。）

当該設備に係る太陽電池の合計出力の (
2
)
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続契約が締結された場合に限る。）又は当該

設備が認定事業者に係るものである場合であ

って、当該設備に係る供給開始日が運転開始

期限日より後の日である場合には、当該設備

に係る交付期間は、交付期間の欄に掲げる期

間から当該運転開始期限日から当該供給開始

日までの期間を除いたものとする。

ニ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に

当該設備を用いて発電した再生可能エネルギ

ー電気を特定契約により供給するものとして

同項の認定を受けている場合には、その認定

を受けて当該設備を用いて発電した電気を供

給した期間又は当該設備に係る運転開始期限

日から供給開始日までの期間を交付期間から

除く。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設

した場合で、それぞれの設備からの再生可能

エネルギー電気の供給量を特定することがで

きない場合に適用される基準価格は、当該複

数設備に適用される基準価格のうち、最も基

準価格の低いものを適用するものとし、交付

期間もこれに従う。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和四[新設] 17
年四月一日から令和五年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

14



ニ当該設備とともに設置される蓄電池に係

る変更の認定（当該設備に係る太陽電池の

合計出力が当該設備の出力よりも大きい場

合であって、蓄電池を当該設備に係る逆変

換装置よりも太陽電池側に新設又は増設す

る変更（当該蓄電池が電気事業者に供給す

る電気の量を的確に計測できる構造である

場合であって当該電気の供給にあたり供給

促進交付金の交付を受けない場合又は令和

四年四月一日以降に新たに法第九条第四項

の認定を受けた場合を除く。）の認定に限

る。）

基準価格交付期間解体等積立基準額

十円二十年間〇．六六円

備考
イ基準価格の欄に掲げる価格は、一キロワッ

ト時当たりのものとする。

ロ交付期間の欄に掲げる期間は、供給開始日

を起算日とする。

ハ当該設備がみなし認定事業者に係るもので

ある場合（当該設備に係る旧認定の日が平成

二十九年三月三十一日以前である場合又は平

成二十八年八月一日以降に当該設備に係る接

13



かつ当該合計出力の三パーセント未満の

変更の認定又は当該設備に係る接続契約

の相手方である一般送配電事業者等によ

る接続の検討の結果、太陽電池の合計出

力を変更しなければならない場合におけ

る当該変更の認定を除く。）

ロ当該設備に係る交付期間の起算日以後に

おける次に掲げる変更の認定

当該設備の出力の変更の認定（出力を (
1
)

減少させる変更の認定又は出力を増加さ

せる変更であって当該増加後に当該設備

が該当する再生可能エネルギー発電設備

の区分等が入札対象区分等となる場合に

おける当該変更の認定を除く。）

当該設備に係る太陽電池の合計出力の (
2
)

変更の認定（に掲げる変更の認定又は (
1
)

合計出力を減少させる変更であって当該

減少が当該合計出力の二十パーセント未

満の変更若しくは合計出力を増加させる

変更であって当該増加が三キロワット未

満かつ当該合計出力の三パーセント未満

の変更の認定を除く。）

ハ当該設備を電気事業者が維持し、及び運

用する電線路に電気的に接続することにつ

いての電気事業者の同意に係る主要な事項

の変更の認定
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四条第一項の規定による指定を受けた区分等（

以下「入札対象区分等」という。）に該当する

ものを除く。）に係る基準価格等及び解体等積

立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、

第八項、第十項、第十二項及び第十四項の規定

にかかわらず、次の表のとおりとする。

一法第九条第四項の認定の日

二法第十条第一項の変更の認定（次に掲げる

変更の認定に限る。）の日

イ当該設備に係る交付期間の起算日前にお

ける次に掲げる変更の認定

当該設備の出力の変更の認定（出力を (
1
)

減少させる変更の認定又は出力を増加さ

せる変更であって増加後の出力の該当す

る再生可能エネルギー発電設備の区分等

が入札対象区分等となる場合若しくは当

該設備に係る接続契約の相手方である一

般送配電事業者等による接続の検討の結

果、出力を変更しなければならない場合

における当該変更の認定を除く。）

当該設備に係る太陽電池の合計出力の (
2
)

変更の認定（に掲げる変更の認定、合 (
1
)

計出力を減少させる変更であって当該減

少が当該合計出力の二十パーセント未満

の変更若しくは合計出力を増加させる変

更であって当該増加が三キロワット未満

11



[略][略][略][略][略][略][略][略]
二[略][略][略][略][略]二[略][略][略][略][略]

備考[略]備考[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和四[新設] 1
5

年四月一日から令和五年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット未満のものに係る調

達価格等は、第一項から第六項まで、第九項、

第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、次

の表のとおりとする。

一法第九条第四項の認定の日

二住宅用太陽光発電出力等変更認定の日

調達価格調達期間

十七円十年間

備考第十一項の表中の「備考」に同じ。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和四[新設] 1
6

年四月一日から令和五年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が五十キロワット以上のもの（法第

10



備考第十一項の表中の「備考」に同じ。備考第七項の表中の「備考」に同じ。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三 1
4

1
4

年四月一日から令和四年三月三十一日までの間年四月一日から令和四年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であってに属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット以上二百五十キロワ、その出力が十キロワット以上二百五十キロワ

ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積

立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、

第八項、第十項及び第十二項の規定にかかわら第八項、第十項及び第十二項の規定にかかわら

ず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区ず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区

分等及び新法第九条第三項の認定の日が属する分等及び法第九条第三項の認定の日が属する期

期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄

欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げるに掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期

期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額

額とする。とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

再生可能新法第九調達価調達期解体再生可能法第九条調達価調達期解体

エネルギ条第三項格間等積エネルギ第三項の格間等積

ー発電設の認定の立基ー発電設認定の日立基

備の区分日が属す準額備の区分が属する準額

等る期間等期間

一[略][略][略][略][略]一[略][略][略][略][略]

9



備の区分日が属す準額備の区分日が属す準額

等る期間等る期間

一[略][略][略][略][略]一[略][略][略][略][略]

[略][略][略][略][略][略][略][略]

二[略][略][略][略][略]二[略][略][略][略][略]

備考[略]備考[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三 1
3

1
3

年四月一日から令和四年三月三十一日までの間年四月一日から令和四年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であってに属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット未満のものに係る調、その出力が十キロワット未満のものに係る調

達価格等は、第一項から第六項まで、第九項及達価格等は、第一項から第六項まで、第九項及

び第十一項の規定にかかわらず、次の表のとおび第十一項の規定にかかわらず、次の表のとお

りとする。りとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

調達価格調達期間調達価格調達期間

[略][略][略][略]
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年四月一日から令和三年三月三十一日までの間年四月一日から令和三年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であってに属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット未満のものに係る調、その出力が十キロワット未満のものに係る調

達価格等は、第一項から第六項まで及び第九項達価格等は、第一項から第六項まで及び第九項

の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二 1212

年四月一日から令和三年三月三十一日までの間年四月一日から令和三年三月三十一日までの間

に属する場合における太陽光発電設備であってに属する場合における太陽光発電設備であって

、その出力が十キロワット以上二百五十キロワ、その出力が十キロワット以上二百五十キロワ

ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積

立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、

第八項及び第十項の規定にかかわらず、次の表第八項及び第十項の規定にかかわらず、次の表

の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法

法第九条第三項の認定の日が属する期間の欄に第九条第三項の認定の日が属する期間の欄に応

応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げるじて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価

価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表

表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

再生可能新法第九調達価調達期解体再生可能法第九条調達価調達期解体

エネルギ条第三項格間等積エネルギ第三項の格間等積

ー発電設の認定の立基ー発電設認定の日立基
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積立基準額は、第一項から第五項まで及び前項積立基準額は、第一項から第五項まで及び前項

の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

９次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三９次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三

十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで

の間に属する場合における太陽光発電設備であの間に属する場合における太陽光発電設備であ

って、その出力が十キロワット未満のものに係って、その出力が十キロワット未満のものに係

る調達価格等は、第一項から第六項までの規定る調達価格等は、第一項から第六項までの規定

にかかわらず、次の表のとおりとする。にかかわらず、次の表のとおりとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三 1010

十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで

の間に属する場合における太陽光発電設備であの間に属する場合における太陽光発電設備であ

って、その出力が十キロワット以上五百キロワって、その出力が十キロワット以上五百キロワ

ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積ット未満のものに係る調達価格等及び解体等積

立基準額は、第一項から第五項まで、第七項及立基準額は、第一項から第五項まで、第七項及

び第八項の規定にかかわらず、次の表のとおりび第八項の規定にかかわらず、次の表のとおり

とする。とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二 1
1

1
1
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定により法第九条第三項の認定を受けたもの

とみなされる場合を除く。以下同じ。）の日

二法第十条第一項の変更の認定（次に掲げる二法第十条第一項の変更の認定（次に掲げる

変更の認定に限る。第九項、第十一項、第十変更の認定に限る。第九項及び第十一項にお

三項、第十五項及び第十八項において「住宅いて「住宅用太陽光発電出力等変更認定」と

用太陽光発電出力等変更認定」という。）のいう。）の日

日
イ～ハ[略]イ～ハ[略]

表[略]表[略]

７次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二７次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二

十九年四月一日から平成三十年三月三十一日ま十九年四月一日から平成三十年三月三十一日ま

での間に属する場合における太陽光発電設備ででの間に属する場合における太陽光発電設備で

あって、その出力が十キロワット以上二千キロあって、その出力が十キロワット以上二千キロ

ワット未満のもの又はみなし認定事業者に係るワット未満のもの又はみなし認定事業者に係る

もののうちその出力が二千キロワット以上のももののうちその出力が二千キロワット以上のも

のに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、のに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、

第一項から第五項までの規定にかかわらず、次第一項から第五項までの規定にかかわらず、次

の表のとおりとする。の表のとおりとする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定の日

二[略]二[略]

表[略]表[略]

８次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三８次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三

十年四月一日から平成三十一年三月三十一日ま十年四月一日から平成三十一年三月三十一日ま

での間に属する場合における太陽光発電設備ででの間に属する場合における太陽光発電設備で

あって、その出力が十キロワット以上二千キロあって、その出力が十キロワット以上二千キロ

ワット未満のものに係る調達価格等及び解体等ワット未満のものに係る調達価格等及び解体等
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イ次に掲げる再生可能エネルギー発電設備イ次に掲げる再生可能エネルギー発電設備

の種類ごとに、新法第九条第三項の認定又の種類ごとに、法第九条第三項の認定を受

は法第九条第四項の認定の日（みなし認定けた日（みなし認定事業者にあっては、当

事業者にあっては、当該認定を受けたもの該認定を受けたものとみなされる日）から

とみなされる日）から起算して、それぞれ起算して、それぞれ次に掲げる期間を経過

次に掲げる期間を経過する日する日

～[略]～[略] (
1
)

(
5
)

(
1
)

(
5
)

ロ～ホ[略]ロ～ホ[略]

十三～十五[略]九～十一[略]

（太陽光発電設備に係る基準価格等、調達価格（太陽光発電設備に係る調達価格等及び解体等

等及び解体等積立基準額）積立基準額）

第二条[略]第二条[略]

２～５[略]２～５[略]

６次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ６次に掲げる日のうちいずれか遅い日（以下こ

の項において「価格決定日」という。）が平成の項において「価格決定日」という。）が平成

二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一

日までの間に属する場合における太陽光発電設日までの間に属する場合における太陽光発電設

備であって、その出力が十キロワット未満のも備であって、その出力が十キロワット未満のも

のに係る調達価格等は、前各項の規定にかかわのに係る調達価格等は、前各項の規定にかかわ

らず、次の表の再生可能エネルギー発電設備のらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の

区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じ区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じ

て、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格て、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格

及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。

一新法第九条第三項の認定の日一法第九条第三項の認定（改正法附則第四条

第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規

4



四[略]三[略]

五新法第九条第三項の認定新法第九条第三[新設]
項に基づく認定（改正法附則第四条第一項、

第五条第三項又は第六条第三項（整備令第四

条第二項において準用する場合を含む。以下

同じ。）の規定により受けたものとみなされ

た新法第九条第三項の認定を除く。）

六法第九条第四項の認定の日認定事業者が[新設]

最初に法第九条第四項の認定を受けた日をい

う。

七新法第九条第三項の認定又は法第九条第四[新設]

項の認定の日認定事業者が新法第九条第三

項の認定又は法第九条第四項の認定を受けた

日のうち最も早い日をいう。

八・九[略]四・五[略]

十みなし認定事業者改正法附則第四条第一六みなし認定事業者改正法附則第四条第一

項、第五条第三項又は第六条第三項の規定に項、第五条第三項又は第六条第三項（整備令

より新法第九条第三項の認定を受けたものと第四条第二項において準用する場合を含む。

みなされる者をいう。以下同じ。）の規定により法第九条第三項の

認定を受けたものとみなされる者をいう。

十一供給開始日特定契約に基づき又は市場七供給開始日特定契約に基づき認定発電設

取引等により認定発電設備（みなし認定事業備（みなし認定事業者に係る旧法第三条第二

者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発項に規定する認定発電設備を含む。）が最初

電設備を含む。）が最初に再生可能エネルギに再生可能エネルギー電気の供給を開始した

ー電気の供給を開始した日をいう。日をいう。

十二運転開始期限日次に掲げる日をいう。八運転開始期限日次に掲げる日をいう。
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改正後改正前

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法の規定に基づき基準価格等する特別措置法の規定に基づき調達価格等

、調達価格等及び解体等積立基準額を定め及び解体等積立基準額を定める件

る件

（定義）（定義）

第一条この告示において使用する用語は、再生第一条この告示において使用する用語は、電気

可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

措置法（平成二十三年法律第百八号。以下「法関する特別措置法（平成二十三年法律第百八

」という。）及び再生可能エネルギー電気の利号。以下「法」という。）及び電気事業者によ

用の促進に関する特別措置法施行規則（平成二る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規措置法施行規則（平成二十四年経済産業省令第

則」という。）において使用する用語の例によ四十六号。以下「施行規則」という。）におい

る。て使用する用語の例による。

２この告示において、次の各号に掲げる用語の２この告示において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。る。

一・二[略]一・二[略]

三新法強靱かつ持続可能な電気供給体制の［新設］

確立を図るための電気事業法等の一部を改正

する法律（令和二年法律第四十九号）第三条

の規定による改正前の電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法をいう。
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○経済産業省告示第六十六号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条の三第一

項及び第三項、第三条第二項及び第三項並びに第十五条の七第二項の規定に基づき、並びに同法を実施する

ため、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積立

基準額を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。

令和四年三月三十一日経済産業大臣萩生田光一

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積立

基準額を定める件等の一部を改正する告示

（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積立基

準額を定める件の一部改正）

第一条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等及び解体等積

立基準額を定める件（平成二十九年経済産業省告示第三十五号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するもの

を掲げていないものは、これを加える。

1



再生可能エネルギー発、当該再生可能エネル再生可能エネルギー発

電設備に適用されていギー発電設備に適用さ電設備に適用されてい

る調達価格のうち、いれている調達価格のうる調達価格のうち、い

ずれか低い額に消費税ち、いずれか低い額にずれか低い額に消費税

及び地方消費税の額における解体等積立基準及び地方消費税の額に

相当する額を加えて得額相当する額を加えて得

た額た額

備考第二十項の表中の「備考」に同じ。備考第十九項の表中の「備考」に同じ。

備考表中の［］の記載は注記である。

附則

この告示は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第十三項の表及び同条第二十一項の表備考欄の改

正規定は、公布の日から施行する。
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額額

二出力が五十キロワッ令和四年三十一円に二十年間〇．六六二出力が五十キロワッ令和四年十一円に二十年間[新設]
ト以上二百五十キロ月三十一日消費税及円ト以上二百五十キロ三月三十消費税及

ワット未満のもの以前び地方消ワット未満のもの一日以前び地方消

費税の額費税の額

に相当すに相当す

る額を加る額を加

えて得たえて得た

額額

備考第七項の表中の「備考」に同じ。備考第七項の表中の「備考」に同じ。

～[略]～[略] 1
5

1
9

1
5

1
9

法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る太陽光発電設 2
0

2
0

備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者（以下「備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の

落札者」という。）の決定の日が平成二十九年四月一日から令和四日が平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に属

年三月三十一日までの間に属する場合における当該太陽光発電設備する場合における当該太陽光発電設備に係る調達価格等は、第一項

に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項までから第五項まで、第七項、第八項、第十項及び第十五項から前項ま

、第七項、第八項、第十項及び第十五項から前項までの規定にかかでの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

わらず、次の表の落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞ

れ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる

期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。

落札者を決定し調達価格調達期間解体等積立基準[新設]調達価格調達期間[新設]

た入札の回額

第一回法第七条第八二十年間〇．八一円[新設]法第七条第八二十年間[新設]

項の規定によ項の規定によ

第三回り経済産業大〇．六三円[新設]り経済産業大[新設]

臣（同条第十臣（同条第十

第四回項の規定によ〇．五四円[新設]項の規定によ[新設]

り指定入札機り指定入札機

第五回関が入札業務〇．五二円[新設]関が入札業務[新設]

を行う場合にを行う場合に

第六回あっては、指〇．六六円[新設]あっては、指[新設]

定入札機関）定入札機関）

第七回が公表する落〇．六六円[新設]が公表する落[新設]

札者ごとの落札者ごとの落

第八回札に係る供給〇．六六円[新設]札に係る供給[新設]

価格の額に消価格の額に消

第九回費税及び地方〇．六六円[新設]費税及び地方[新設]

消費税の額に消費税の額に

第十回相当する額を〇．六六円[新設]相当する額を[新設]

加えて得た額加えて得た額

第十一回〇．六六円[新設][新設]

備考備考

イ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。イ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。

ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日であロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日であ

る場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げ

る期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間る期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間

を除いたものとする。を除いたものとする。

ハ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それハ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それ

ぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定するぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定する

ことができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備にことができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に

適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用す適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用す

るものとし、調達期間もこれに従う。るものとし、調達期間もこれに従う。

ニ第二回入札は、落札者として決定された者がなく、調達価格[新設]

等及び解体等積立基準額がない。

次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日 2
1

2
1

から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発から令和四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発

電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上のものに係る電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上のものに係る

調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七調達価格等は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項及

項、第八項、第十項及び第十五項から前項までの規定にかかわらずび第十五項から前項までの規定にかかわらず、次の表のとおりとす

、次の表のとおりとする。る。

一～四[略]一～四[略]

調達価格調達期間解体等積立基準額調達価格調達期間[新設]

法第七条第八項の規定二十年間法第七条第八項の規定法第七条第八項の規定二十年間[新設]

に基づき入札の結果がに基づき入札の結果がに基づき入札の結果が

公表されている直近の公表されている直近の公表されている直近の

太陽光発電設備に係る太陽光発電設備に係る太陽光発電設備に係る

入札において適用され入札において適用され入札において適用され

た法第五条第三項及びた法第五条第十三項及た法第五条第一項及び

第四項の規定により経び第二十四項の規定に第二項の規定により経

済産業大臣が定めた供より経済産業大臣が定済産業大臣が定めた供

給価格上限額と、当該めた供給価格上限額と給価格上限額と、当該

6



備考第七項の表中の「備考」に同じ。備考
イ調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものと

し、消費税及び地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

ロ調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。

ハ自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測

できない構造である場合における当該自家発電設備等については

、リレー装置が設置されている等自家発電設備等から発電又は放

電された電気が配電線に逆流しない措置が講じられているものに

限る。

ニ第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定を受け

た場合については、当該者が用いる当該設備は、太陽光発電設備

であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のも

のとみなし、第二種複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該

認定を受けた場合については、当該者が用いる当該設備は、太陽

光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キ

ロワット未満のものとみなす。

ホ複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞ

れの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定すること

ができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に適用さ

れる調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものと

し、調達期間もこれに従う。

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三年四月一日から令和次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和三年四月一日から令和 1
4

1
4

四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備で四年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備で

あって、その出力が十キロワット以上二百五十キロワット未満のもあって、その出力が十キロワット以上二百五十キロワット未満のも

のに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まのに係る調達価格等は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、

で、第七項、第八項、第十項及び第十二項の規定にかかわらず、次第十項及び第十二項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネル

の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第三項のギー発電設備の区分等及び法第九条第三項の認定の日が属する期間

認定の日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表

に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等の調達期間の欄に掲げる期間とする。

積立基準額の欄に掲げる額とする。

一・二[略]一・二[略]

再生可能エネルギー法第九条第調達価格調達期間解体等積再生可能エネルギー法第九条調達価格調達期間[新設]

発電設備の区分等三項の認定立基準額発電設備の区分等第三項の

の日が属す認定の日

る期間が属する

期間

一出力が十キロワット令和二年三十一円に二十年間〇．六六一出力が十キロワット令和二年十一円に二十年間[新設]

以上五十キロワット月三十一日消費税及円（当該以上五十キロワット三月三十消費税及

未満のもの以前び地方消設備に係未満のもの一日以前び地方消

費税の額る再生可費税の額

に相当す能エネルに相当す

る額を加ギー発電る額を加

えて得た事業計画えて得た

額（当該が施行規額（当該

設備に係則第五条設備に係

る再生可第一項第る再生可

能エネル九号のニ能エネル

ギー発電及び第二ギー発電

事業計画項第五号事業計画

が施行規のニに規が施行規

則第五条定する基則第五条

第一項第準に適合第一項第

九号のニする場合九号のニ

及び第二にあって及び第二

項第五号は、一．項第五号

のニに規三三円）のニに規

定する基定する基

準に適合準に適合

する場合する場合

にあってにあって

は、十二は、十二

円に消費円に消費

税及び地税及び地

方消費税方消費税

の額に相の額に相

当する額当する額

を加えてを加えて

得た額）得た額）

令和二年四十二円に二十年間一．三三令和二年十二円に二十年間[新設]

月一日から消費税及円四月一日消費税及

令和四年三び地方消から令和び地方消

月三十一日費税の額四年三月費税の額

までに相当す三十一日に相当す

る額を加までる額を加

えて得たえて得た
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消費税の額に相当する額消費税の額に相当する額

を加えて得た額を加えて得た額

備考[略]備考[略]

[略][略] 1111

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二年四月一日から令和次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和二年四月一日から令和 1
2

1
2

三年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備で三年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備で

あって、その出力が十キロワット以上二百五十キロワット未満のもあって、その出力が十キロワット以上二百五十キロワット未満のも

のに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まのに係る調達価格等は、第一項から第五項まで、第七項、第八項及

で、第七項、第八項及び第十項の規定にかかわらず、次の表の再生び第十項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設

可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第三項の認定の日が備の区分等及び法第九条第三項の認定の日が属する期間の欄に応じ

属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価て、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間

格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる期間とする。

の欄に掲げる額とする。

一・二[略]一・二[略]

再生可能エネルギー価格決定調達価格調達期間解体等積再生可能エネルギー価格決定調達価格調達期間[新設]

発電設備の区分等日が属す立基準額発電設備の区分等日が属す

る期間る期間

一出力が十キロワット令和二年十二円に二十年間〇．六六一出力が十キロワット令和二年十二円に二十年間[新設]

以上五十キロワット三月三十消費税及円（当該以上五十キロワット三月三十消費税及

未満のもの一日以前び地方消設備に係未満のもの一日以前び地方消

費税の額る再生可費税の額

に相当す能エネルに相当す

る額を加ギー発電る額を加

えて得た事業計画えて得た

額（当該が施行規額（当該

設備に係則第五条設備に係

る再生可第一項第る再生可

能エネル九号のニ能エネル

ギー発電及び第二ギー発電

事業計画項第五号事業計画

が施行規のニに規が施行規

則第五条定する基則第五条

第一項第準に適合第一項第

九号のニする場合九号のニ

及び第二にあって及び第二

項第五号は、一．項第五号

のニに規三三円）のニに規

定する基定する基

準に適合準に適合

する場合する場合

にあってにあって

は、十三は、十三

円に消費円に消費

税及び地税及び地

方消費税方消費税

の額に相の額に相

当する額当する額

を加えてを加えて

得た額）得た額）

令和二年十三円に二十年間一．三三令和二年十三円に二十年間[新設]

四月一日消費税及円四月一日消費税及

から令和び地方消から令和び地方消

三年三月費税の額三年三月費税の額

三十一日に相当す三十一日に相当す

までる額を加までる額を加

えて得たえて得た

額額

二出力が五十キロワッ令和三年十二円に二十年間〇．六六二出力が五十キロワッ令和三年十二円に二十年間[新設]

ト以上二百五十キロ三月三十消費税及円ト以上二百五十キロ三月三十消費税及

ワット未満のもの一日以前び地方消ワット未満のもの一日以前び地方消

費税の額費税の額

に相当すに相当す

る額を加る額を加

えて得たえて得た

額額

備考第七項の表中の「備考」に同じ。備考第七項の表中の「備考」に同じ。

［略］［略］ 1
3

1
3

一・二［略］一・二［略］

調達価格調達期間調達価格調達期間

十九円十年間十九円十年間
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の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表のれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げ

調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる期間とする。

る額とする。

一・二[略]一・二[略]
再生可能エネルギー価格決定調達価調達期間解体等積立再生可能エネルギー価格決定調達価調達期間[新設]

発電設備の区分等日が属す格基準額発電設備の区分等日が属す格

る期間る期間

一[略][略][略][略]一[略][略][略][略]

・・

二二

三出力が十キロワット平成二十二十七二十年間一．二五円三出力が十キロワット平成二十二十七二十年間[新設]

以上のもの七年七月円に消以上のもの七年七月円に消

一日から費税及一日から費税及

平成二十び地方平成二十び地方

八年三月消費税八年三月消費税

三十一日の額に三十一日の額に

まで相当すまで相当す

る額をる額を

加えて加えて

得た額得た額

平成二十二十四一．〇九円平成二十二十四[新設]

八年四月円に消八年四月円に消

一日から費税及一日から費税及

平成二十び地方平成二十び地方

九年三月消費税九年三月消費税

三十一日の額に三十一日の額に

まで相当すまで相当す

る額をる額を

加えて加えて

得た額得た額

６[略]６[略]

７次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十九年四月一日から７次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十九年四月一日から

平成三十一年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発平成三十一年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発

電設備であって、その出力が十キロワット以上二千キロワット未満電設備であって、その出力が十キロワット以上二千キロワット未満

のもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二千キロのもの又はみなし認定事業者に係るもののうちその出力が二千キロ

ワット以上のものに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一ワット以上のものに係る調達価格等は、第一項から第五項までの規

項から第五項までの規定に関わらず、次の表のとおりとする。定に関わらず、次の表のとおりとする。

一・二[略]一・二[略]

調達価格調達期間解体等積立基準額調達価格調達期間[新設]

二十一円に消費税及び地二十年間〇．九九円二十一円に消費税及び地二十年間[新設]

方消費税の額に相当する方消費税の額に相当する

額を加えて得た額額を加えて得た額

備考[略]備考[略]

８次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三十年四月一日から平８次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三十年四月一日から平

成三十一年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電成三十一年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電

設備であって、その出力が十キロワット以上二千キロワット未満の設備であって、その出力が十キロワット以上二千キロワット未満の

ものに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項ものに係る調達価格等は、第一項から第五項まで及び前項の規定に

まで及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。かかわらず、次の表のとおりとする。

一・二[略]一・二[略]

調達価格調達期間解体等積立基準額調達価格調達期間[新設]

十八円に消費税及び地方二十年間〇．八〇円十八円に消費税及び地方二十年間[新設]

消費税の額に相当する額消費税の額に相当する額

を加えて得た額を加えて得た額

備考[略]備考[略]

９[略]９[略]

次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三十一年四月一日から次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成三十一年四月一日から 1
0

1
0

令和二年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設令和二年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設

備であって、その出力が十キロワット以上五百キロワット未満のも備であって、その出力が十キロワット以上五百キロワット未満のも

のに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まのに係る調達価格等は、第一項から第五項まで、第七項及び第八項

で、第七項及び第八項の規定にかかわらず、次の表のとおりとするの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

。
一・二[略]一・二[略]

調達価格調達期間解体等積立基準額調達価格調達期間[新設]

十四円に消費税及び地方二十年間〇．六六円十四円に消費税及び地方二十年間[新設]
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る。
一・二[略]一・二[略]

再生可能エネルギー調達価格調達期間解体等積立基準額再生可能エネルギー調達価格調達期間[新設]
発電設備の区分等発電設備の区分等

一[略][略][略]一[略][略][略]

・・

二二

三出力が十キロワット三十六円二十年間一．四〇円三出力が十キロワット三十六円二十年間[新設]

以上のものに消費税以上のものに消費税

及び地方及び地方

消費税の消費税の

額に相当額に相当

する額をする額を

加えて得加えて得

た額た額

備考[略]備考[略]

３次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十六年四月一日から３次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十六年四月一日から

平成二十七年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発平成二十七年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発

電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前二項の規定に電設備に係る調達価格等は、前二項の規定にかかわらず、次の表の

かかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表

応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間

間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額ととする。

する。

一～三[略]一～三[略]

再生可能エネルギー調達価格調達期間解体等積立基準額再生可能エネルギー調達価格調達期間[新設]

発電設備の区分等発電設備の区分等

一[略][略][略]一[略][略][略]

・・

二二

三出力が十キロワット三十二円二十年間一．二八円三出力が十キロワット三十二円二十年間[新設]

以上のものに消費税以上のものに消費税

及び地方及び地方

消費税の消費税の

額に相当額に相当

する額をする額を

加えて得加えて得

た額た額

備考[略]備考[略]

４次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十七年四月一日から４次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十七年四月一日から

平成二十七年六月三十日までの間に属する場合における太陽光発電平成二十七年六月三十日までの間に属する場合における太陽光発電

設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前三項の規定にか設備に係る調達価格等は、前三項の規定にかかわらず、次の表の再

かわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の

じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間と

の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とすする。

る。
一・二[略]一・二[略]

再生可能エネルギー調達価格調達期間解体等積立基準額再生可能エネルギー調達価格調達期間[新設]

発電設備の区分等発電設備の区分等

一[略][略][略]一[略][略][略]

・・

二二

三出力が十キロワット二十九円二十年間一．二五円三出力が十キロワット二十九円二十年間[新設]

以上のものに消費税以上のものに消費税

及び地方及び地方

消費税の消費税の

額に相当額に相当

する額をする額を

加えて得加えて得

た額た額

備考[略]備考[略]

５次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において、「価格５次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において、「価格

決定日」という。)が平成二十七年七月一日から平成二十九年三月三決定日」という。)が平成二十七年七月一日から平成二十九年三月三

十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備に係る調達価十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備に係る調達価

格等及び解体等積立基準額は、前各号の規定に関わらず、次の表の格等は、前各号の規定に関わらず、次の表の再生可能エネルギー発

再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞ
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○経済産業省告示第百三十三号

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和二年法律

第四十九号）の施行に伴い、及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年

法律第百八号）第十五条の七第二項の規定に基づき、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を次のように改正する。

令和三年六月三十日経済産業大臣梶山弘志

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定

める件の一部を改正する告示

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める

件（平成二十九年経済産業省告示第三十五号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲

げていないものは、これを加える。

改正後改正前

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

基づき調達価格等及び解体等積立基準額を定める件法の規定に基づき調達価格等を定める件

（定義）（定義）

第一条[略]第一条[略]

（太陽光発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額）（太陽光発電設備に係る調達価格等）

第二条次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十四年七月一日第二条次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十四年七月一日

から平成二十五年三月三十一日までの期間に属する場合における太から平成二十五年三月三十一日までの期間に属する場合における太

陽光発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、次の表の陽光発電設備に係る調達価格等は、次の表の再生可能エネルギー発

再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げ

の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及る価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。

び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。

一・二[略]一・二[略]

再生可能エネルギー調達価格調達期間解体等積立基準額再生可能エネルギー調達価格調達期間[新設]

発電設備の区分等発電設備の区分等

一[略][略][略]一[略][略][略]

・・

二二

三出力が十キロワット四十円に二十年間一．六二円三出力が十キロワット四十円に二十年間[新設]

以上のもの消費税及以上のもの消費税及

び地方消び地方消

費税の額費税の額

に相当すに相当す

る額を加る額を加

えて得たえて得た

額額

備考[略]備考[略]

２次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十五年四月一日から２次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十五年四月一日から

平成二十六年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発平成二十六年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発

電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前項の規定にか電設備に係る調達価格等は、前項の規定にかかわらず、次の表の再

かわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の

じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間と

の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とすする。

1



附則

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

三、第四号又は第四号の二で定める設備の区又は第四号で定める設備の区分等

分等（その設備が再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法の規定に基づ

き基準価格等、調達価格等及び解体等積立基

準額を定める件（平成二十九年経済産業省告

示第三十五号）附則第二条に規定する特例太

陽光発電設備である場合を除く。）

二［略］二［略］

備考表中の［］の記載は注記である。
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改正後改正前

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する

特別措置法（平成二十三年法律第百八号。以下「特別措置法（平成二十三年法律第百八号。以下「

法」という。）第十五条の六第一項に規定する積法」という。）第十五条の六第一項に規定する積

立対象区分等は、次に掲げる設備の区分等（法第立対象区分等は、次に掲げる設備の区分等（法第

二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発二条の二第一項に規定する再生可能エネルギー発

電設備の区分等をいう。以下同じ。）とする。電設備の区分等をいう。以下同じ。）とする。

一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関一電気事業者による再生可能エネルギー電気

する特別措置法施行規則（平成二十四年経済の調達に関する特別措置法施行規則（平成二

産業省令第四十六号。以下「施行規則」とい十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行

う。）第三条第三号、第三号の二、第三号の規則」という。）第三条第三号、第三号の二

○経済産業省告示第第七十一号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第十五条の六第一項の規定に基

づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件

（令和三年経済産業省告示第百三十四号）の一部を改正する告示を次のように定める。

令和四年三月三十一日経済産業大臣萩生田光一

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する

件の一部を改正する告示

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件の

一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した

部分のように改める。
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区分等

二施行規則第五条第二項第五号に規定する複数太陽光発電設備設置事業（同条第一項第九号の二に規定

する第一種複数太陽光発電設備設置事業及び同条第二項第六号に規定する第二種複数太陽光発電設備設

置事業を含む。）の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る設備の区分等

附則

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

○経済産業省告示第百三十四号

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和二年法律

第四十九号）の施行に伴い、及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年

法律第百八号）第十五条の六第一項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件を次のように定める。

令和三年六月三十日経済産業大臣梶山弘志

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区

分等を指定する件

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号。以下「法」とい

う。）第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等は、次に掲げる設備の区分等（法第二条の二第一項に

規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等をいう。以下同じ。）とする。

一電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（平成二十四年経済産

業省令第四十六号。以下「施行規則」という。）第三条第三号、第三号の二又は第四号で定める設備の

1



附則

１この告示は令和四年四月一日から施行する。

２法第七条第三項又は同条第六項の規定による落札者の決定の日が令和四年三月三十一日以前であって、

法第九条第四項の認定の日が令和四年四月一日以降である場合における法第三条第一項に規定する特定調

達対象区分等は、施行規則第三条の規定にかかわらず、当該認定に係る設備の区分等（電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令和四年経済産業

省令第二十七号）第一条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法施行規則第三条に規定する設備の区分等をいう。）とする。
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変更となる場合には、施行規則第五条第一項第八号の五イに掲げる基準に適合する場合を除き、変更後の

設備の区分等については、前各項の規定は適用しない。

第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十四号の二、第二十六号、第二十六号の二、第二十九

号、第二十九号の二、第三十号及び第三十号の二に掲げる設備の区分等

二第一種複数太陽光発電設備設置事業又は第二種複数太陽光発電設備設置事業の用に供する再生可能エ

ネルギー発電設備に係る設備の区分等

３法第九条第四項の認定の日又は法第七条第三項若しくは同条第六項の規定による落札者の決定の日が令

和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に属する場合における特定調達対象区分等は、施行規

則第三条第五号、第七号から第八号の二まで、第九号から第十二号まで、第十七号、第十七号の二、第十

九号、第十九号の二、第二十一号及び第二十一号の二に掲げる設備の区分等とする。

４法第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等（電気事業法第

二条第一項第八号イに規定する離島等をいう。沖縄県に属するものを除く。）に属する場合における特定

調達対象区分等は、前各項の規定にかかわらず、施行規則第三条各号に掲げる設備の区分等とする。

５法第二条第五項に規定する認定発電設備により発電された電気を法第二条の二第一項に規定する市場取

引等により供給する事業を行っている場合であって、法第十条第一項の変更の認定により設備の区分等が
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第十七号、第十七号の二、第十九号、第十九号の二、第二十一号、第二十一号の二、第二十三号から第

二十三号の三まで、第二十四号から第二十四号の三まで、第二十六号から第二十六号の三まで、第二十

九号から第二十九号の三まで及び第三十号から第三十号の三までに掲げる設備の区分等（施行規則第三

条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。）

二施行規則第五条第一項第九号の二に規定する第一種複数太陽光発電設備設置事業（以下「第一種複数

太陽光発電設備設置事業」という。）又は同条第二項第六号に規定する第二種複数太陽光発電設備設置

事業（以下「第二種複数太陽光発電設備設置事業」という。）の用に供する再生可能エネルギー発電設

備に係る設備の区分等

２法第九条第四項の認定の日又は法第七条第三項若しくは同条第六項の規定による落札者の決定の日が令

和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における特定調達対象区分等は、次に掲

げるとおりとする。

一施行規則第三条第一号、第三号から第三号の三まで、第五号、第六号から第八号の二まで、第九号か

ら第十二号まで、第十七号、第十七号の二、第十九号、第十九号の二、第二十一号、第二十一号の二、

○経済産業省告示第七十号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第三条第一項の

規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達

対象区分等を指定する件を次のように定める。

令和四年三月三十一日経済産業大臣萩生田光一

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分

等を指定する件

１再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号。以下「法」と

いう。）第九条第四項の認定の日又は法第七条第三項若しくは同条第六項の規定による落札者の決定の日

が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に属する場合における法第三条第一項に規定する

特定調達対象区分等（以下「特定調達対象区分等」という。）は、次に掲げるとおりとする。

一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成二十四年経済産業省令第四

十六号。以下「施行規則」という。）第三条第一号、第三号から第四号まで、第五号から第十二号まで、

1



附則

この告示は、令和四年四月一日から施行する。
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ネルギー発電設備に係る設備の区分等

２法第九条第四項に基づき再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた市場取引等により電気を供給

する事業については、法第十条第一項の変更の認定による変更後の設備の区分等が前項各号に掲げる設備

の区分等に該当しない場合であっても、前項の規定にかかわらず、当該変更後の区分等は交付対象区分等

とする。

○経済産業省告示第六十九号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二条の二第一

項の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する

交付対象区分等を指定する件を次のように定める。

令和四年三月三十一日経済産業大臣萩生田光一

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区

分等を指定する件

１再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条の二第一項に

規定する交付対象区分等は、次に掲げるとおりとする。

一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成二十四年経済産業省令第四

十六号。以下「施行規則」という。）第三条に規定する設備の区分等（以下「設備の区分等」とい

う。）のうち、その出力が五十キロワット以上のもの

二施行規則第五条第二項第六号に規定する第二種複数太陽光発電設備設置事業の用に供する再生可能エ

1
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